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第18回福岡県公民館大会に期待するもの

福岡県公民館連合会長 守 田 道 隆

ここ数年急速な都市化の進行と共に公民館の存

在意義がきびしく問われ、私たちは、公民館の本

来的意味を追求し、明らかにするために、現場の

教育実践の中で営々として努力をして参りました。

そして、毎年開催される大会にその成果と諸問題

をもちよりたしかめ合う中で、本来的なあり方を

明らかにしてきました。 しかしながら、現1晶での

このような努力にかかわらず、施設設備、職員体

制など教育機関としての基本的問題すらも解決さ

れていない現状であり 、公民館をこのうえもなく

愛し育ててきました私たちにと って誠に惨憾に絶

えない次第であります。

蹴って、社会の現状をみますとき、都市化は全

国的規模で、しかも施策的に拡大され、過疎過密

による現象面の「ヒズミ jだけではなく「都市的

性格化Jの浸透は、物心両面から国民の生活の全

領域にわたって幅広く深さをもって迫ってきてい

ます。さらに、科学技術の限りない進展は、私た

ちが今だ経験もしなかった社会の創造を志向して

急激な変容をみせてきております。

このような流動する社会の中で、人間らしい生

活回復への級元的要求と共に、この変化に対処す

る教育要求も高まりをみせ、教育改革の新しい動

きもみえはじめてきていますことは、ご存知のと

おりであります。

まさに、ここ数年は決定的な時代の転換期であ

り、今日まで公民館を支えてきた理論も、あり方

も大きく転換せざるをえない時点にきていると思

うのであります。この意味から、今まで社会教育

の中心的教育機関として、地域における住民自ら

の学習のメッカとして歩みつづけてきた公民館の

意義と役割を改めて検討し、新しい社会に対処す

る教育機関としての具体的な方向とあり方を、現

場の実情をふまえ創造してゆかなければならない

と思うのであります。

このときにあた って、全国公民館連合会では、

さきに「公民館のあるべき姿と今目的指標jを世

に聞い、さらにその上に立って第 2次専問委員会

を構成し、この問題を真正面か ら取りくみ、討議

研究の結果を「試案Jとしてまとめて発表するとと

もに、社会教育法の改正にまで迫ろうとしていま

す。

r70年代における住民の生涯教育を保障する」

体制が確立されてゆく過程で、社会教育を人間教

育の全体型の中に位置づけるためには抜本的法の

改正が基本的条件であり、この「試案」は、この

意味からさらに検討され、公民館にかかわる人が

自らの手で成文化し、法制化の努力がはらわれ、

つみ重ねられなければならないと

皆きんの積極的な研究と参加をお願いする次第てで. 
あります。

第四回大会は、以上の観点から「未来を開くた

めの学習と公民館のあり方について考えようJを

共通テー?とし未来社会における公民館の理想像

を想定し、その上で、現実との格差を考え、それ

ぞれの立場から「なにをJrどのように」改革しな

ければならないかを明らかにし、公民館を拠点と

する生涯教育を確立するための一歩をふみだす契

機となることを期待しているものであります。

最後に、この大会を開催するに当り、諸準備万

端にわたり、積極的にご協力ご援助いただきまし

た久留米市はじめ筑後市の方々に参加者の皆きん

と共に心から感謝申しあげる次第であります。

(昭和45年 5月26日)
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第18回福岡県公民館大会のねらいとしくみ

1970年は、 60年代の技術革新と、高度経済成長

のうえにもたらされた国民の経済的繁栄と、繁栄

によって新しく提起きれてきている国民生活の「ヒ

ズミ」という矛盾と混乱を底流に更にはげしく、

その巾と深きをもって生活の全領域にわたり、流

動し変化してゆくことが予測され、しかも、その

変化は、かつて過去私たちが経験もしなかった新

しい社会の創造という形で迫ってくるものと恩わ

れる。

科学の急テンポな進歩によってもたらされてき

ている、このような社会変化と、教育機会の拡大

による高等教育の普及一般化は、国民の教育権や

生存権など権利意識の自覚と共に、教育を保障す

る要求として高まりをみせてきている。このこと

は、吾が国のみでなく世界的傾向ということがい

える。 1965年ユネスコ教育振興部長ポール・ロン

グランガ提唱 Lた総合生涯教育の理念は、新しい

社会に対処するための教育振興の方途として高〈

評価され世界をあげて、これが実現のための教育

体制の改革がすすめられてきていることは周知の

ことで干ある。

わが国においても前記したように、国民の教育

要求の高まりと共に、情報化、知能社会を志向す

る70年代の社会変化に対処し、漸〈綜合生涯教育

の理論に基づく教育再編成の胎動がはじまってき

ている。この段階で学校教育の補完的役割であっ

た社会教育が新しい視野から検討きれ生涯教育体

型の中における位置づけと共に、その重要きが、

あらためてみなおされてきている。

ここにおいて、社会教育の中心的教育機関であ

る公民館が、この教育推移に対して、どのように

うけとめ対処してゆくかは、公民館の存在意義と

かかわって、今日的重要な課題といわぎるを得な

L、。

本大会は、このような70年代の教育変革を背景

とLて、公民館のおかれているきびしい現実につ

いて、参加者それぞれの立場から卒直な意見をだ

し合い、討論のプロセスの中から、綜合生涯教育

の全体型的中で公民館が占める位置と役割ならび

にそのあり方について新しい展望を得ると共に、

本来的公民館がもっている機能を発揮しつつ高度

専門化する教育をうけとめ可能にするための施設

職員体制など諸条件の一つ一つをたしかめこの解

決に迫る具体的内容を明らかにし、創造的実践へ

の契機をつかむことをねらって開催するものであ

る。

大会の L<み

本大会は以上のことをねらいとして、参加者向、

公民館における日常活動の事実をもとに、 一般行

政の立場、公民館主事ならびに利用者の視点から、

現状と問題点について研究討議し、提出された問

題状況の総合、集約の中から、現時点での具体的

なとりくみと将来にむかつての再編成の方向につ

いて明らかにし、情報化社会に対応できる公民館

内新しい実践への手がかりを把握するという観点

から次のように構成 Lた。

1 パネル肘機

一般行政者、公民館主事、公民館利用者、なら

びに学識経験者向代表によりパネルメンバーを構

成し、都市公民館、農村公民館から実践事例を提

示し、これを中心にして、それぞれの立場から、

批判、検討し現状と問題点を明 らかにしながら、

本大会のも つ意味と討議の視点を示し方向づけを

する。

2 分科会

「未来社会の学習を開くために今後の公民館の

あり方を明らかにする」ことを共通テー7 とし、

立場別(行政関係者.公民館経営関係者、公民館

利用者、部落町内公民館関係者)に四部門を設定

し、各部門を地域類型別に 2分至 3分散会とし11

の分科会をもって分科会を構成した。

各分科会においては、パネル討議で明示された

方向をふまえ、それぞれの立場において公民館を

めぐる現状と問題状況を明らかにし具体的な解決

のために、どう対処すべきかについて討議を深め

る。特に、第 2部門においては、全国公開官連合

会的第 2次専門委員会中間報告試案を中心として、

法改正の視点や具体的改正内容について意見をま

とめ、これが実現のため取るべき方途について

明らかにすると共に、事後における県公速の組織

的活動への足がかりをつくるよう考慮し討議を深

めるよう期待をしたい。

3 全体討機

各部門の総合助言者により、各部門における討

議内容を含め総合的に意見を集約し、生涯教育の

中心的教育機関と Lて公民館再編成の方途とあり

かたについて、研究のまとめをする。

4 講演

分科会、全体討議の諸要素をふまえ、広い視野

と展望にたって r情報化社会における教育の未来

像J について、毎 日新聞社西部総局長畑山氏から

講演を聞き、両 2日にわたる首題の討議内容の整

理確認をする 。

5 宣言決議

分科会ならびに、全体討議の内容を含めて大会

参加者向総意と決意を宣言決議として集約し、公

民館の現代化をすすめるために抜本的な改革を国

県ならびに市町村に要請する。

以上、今次大会のねらいとその仕組みの概要に

ついて述べたのであるが、企画、内容について、

関係者一同努力したはずであるが、不備な点も多

〈皆さんの積極的参加によって補完していただき、

より機りある大会に終始するよう協力方をお願い

するものである。
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第18回福岡県公民館大会開催要項

1 趣旨

急激な社会の変化に対応し、現在から未来に

向ってたくましく 生き抜き豊かな心情と高い知

性をも った人間と新しい社会の創造をめざす教

育のあり方が世界的な規模で探究され、生涯教

育の理念に基づいて教育改革が行なわれようと

している。

このときにあたり、教育機関としての公民館

が置かれているきびしい現実について、参加者

それぞれの立場から卒直な意見を出し合い進展

する情報化社会に対応、した教育の全体系の中に

占める公民館のf立置と役割、及びそのあり方に

ついて新しい展望を得るとともに、創造的な実

践への契機をつかむことをもって本大会の趣旨

とする。

2 主題テーマ

「未来をひらくための学習と公民館のあり方

について考えよう」

3 主催

福岡県公民館連合会福岡県教育委員会久

留米市、大牟田市、筑後市、八女市、大川市、

柳川市各教育委員会 三井郡、 三瀦郡、浮羽郡

山門、三池郡各社会教育振興会、八女郡公民館

連絡協議会、久留米市校区公民館連絡協議会

4 後媛

福岡県福岡県市長会福岡県町村長会福

岡県市議会議長会福岡県町村議会議長会福

岡県都市教育委員会連絡協議会 福岡県地方教

育委員会郡部逮絡協議会 福岡県青少年問題協

議会福岡県新生活運動協議会 福岡県視聴、党

教育協会福岡県貯蓄推進委員会福岡県農協

中央会福岡県父母教師会連絡協議会徳岡県

郡市婦人会連絡協議会福岡県青年団協議会

g 分科会の構成

部門 部門ァ-7 分科会 ~ 

福岡県社会福祉協議会福岡県こども会育成速

絡協議会福岡県明るく正しい選挙推進協議会

福岡県選挙管理委貝会

5 期日

昭和45年 5月26日(火)-27日(水 2日間

6 会場

(1)主会場 久留米市民会館

(2) 分科会場 久留米市商工会館、久留米教

育クラブ、荘島公民館、日吉公民館

7 参 加者

(1) 公民館関係者(館長、主事、運営審議会委

員、その他の職員)

(2) 公民館関係機関の人(市長村長、議員、教

育長、教育委員、社会教育委員)

(3) 部落、町内公民館関係者 (館長、主事、そ

の他の役員等)

(4) 社会教育関係団体の人(婦人団体、 青年団

体、子ども会育成会、父母教師会など)

(5) 公民館を個人や団体で利用している人

(6) 学校教育の関係者

(7) 後援機関団体の人

8 大会日程

第 1 日 ( 5月26日) 第 2 日 ( 5月27日)

9 : 00 受付開始 8 : 30 受付(速報配布)
10 : 00 大会式典 9・00 全体会
10 : 30 表彰式 14・40 記念講演
10 : 55 大会のねらいとし 〈講師〉

くみの説明 毎日新聞福岡総局長
11 : 05 パネル討議 畑山博氏
12 : 30 昼食 (会場移動) 12 : 10 大会宣言決議
13・30 分科会 12 : 20 閉会式
16 : 30 散会 12 : 30 解散

場 参 力日 対 象

I 
社会教育行政 1.者E 市 商工会館第 1会議室 市長、市議、市教委職員、社会教育委員

と公民館 2.町 村 商工会館第 2会議室 町村長、 町村議、町村教育委貝、社会委員

公民館経営 3. 市街地 荘島公民館 市街の公民館職員、運営審議委貝

II の現状と 4. 都市近郊 教育ク 7 プ 都市近郊の公民館職員、運営審議委員

近代化 5.農山漁村 日 吉公民 館 農山漁村の公民館職貝、運営審議委員

地域住民 (公 6.市街地 市民会館第 1会議室 市街地の婦人、青年、PTA、こども会指導者

III 民館利用者) 7.都市近郊 市民会館小ホーノレ 都市近郊のPTA、こども会指導者

と公民館 8.農山漁村 福祉センター会議室 1&山漁村のPTA、こど も会指導者

部落 ・町内公 9 :都市近郊 市民会館大ホール(1) 都市近郊の部落、町内公民館、役員

W 民館の性格と 10.農山漁村 市民会館大ホール(2) 農山漁村の部湾、町内、公民館、役貝

役割 11. ..山漁村 商工会館小ホール ..山漁村の部落、 町内公民館、役貝 」
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大
A
Q

一A
プ

〈第1日〉 5月26日(火)

9 : 00 受付開始

10・00 大会式典

開式のことば

福岡県公民館速合会事務局長 宇都宮春綱

主催者あいさつ

福岡県公民館連合会長 守 図 道 隆

福岡県教育委貝会教育長 吉久勝美

久留米市教育委員会教育長 吉武不二男

来 賓 祝 辞

口 グ フ i込

12・30 日程説明および連絡案内

昼食(会場移動)

00 13: 30 分科会研究

16: 30 分科会終了

〈第2日} 5月27日(水)

8 : 30 受付 (速報配布)

9 : 00 全体会

福岡県知事

久留米市長

祝電披露

亀井光氏 分科会報告と全体討議

井上義人氏 報告者

九州産業大学講師

福岡県公民館連合会事務局次長久保正人

開 式 の こ と ば

10: 30 表 彰 式

① 表彰と記念品の贈呈

②会長のことば

③受賞者代表のことば

10: 55 大会しくみの説明

福岡県公民館連合会事務局長 字都宮春綱

11 : 05 パ ネ ル 討 議

討議題 「公民館の理想、と現実」

事例発表

北九州市折尾公民館長池田 一穂

前脚1欄委員会社鵠育主事 山崎信行

登塩者

九州大学教授 岩井龍也

久留米市助役 近見敏之

主婦 萩尾比路

大牟田市公民館主事 富 田 貞 継

司会者

福岡県教育庁社会教育課社会教育主事

波左問圭造

九州産業大学講師

羽江忠彦

猪山勝利

福岡県新生活運動協議会企画主査

水摩安正

浮羽郡浮羽町長

司会者

告jft水速太

八女市中央公民館長 平島忠太郎

三池郡高田町公民館長今村雅美

10 : 40 記 念講演

「情報化社会における教育の未来像」

講師毎日新聞福岡総局長

畑山博氏

12: 10 大会宣言決議

12: 20 閉会式

あいさつ

福岡県公民館連合会副会長 亀谷長栄

12: 30 解 散
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大 ..0、 役 員~ 

名誉会長福岡県教育委員会教育長吉久勝美 運営 委員 豊津 町公 民館 長渡 辺虎 夫

大会会長福岡県公民館速合会長 守田道隆 11 太平村公民館長槙垣菊雄

副 会長 11 副会長野原正彦 11 北九州市教委社会教育

H 11 11 亀谷長栄 課長富永省吾

H 久留米市教育委員会 H 北九州市教委社会教育

教育長 吉武不二男 主事前田紀道

東~ 与福岡県知事 亀井 光 H 福岡県教育庁三瀦出張

11 久留米市長 井上義人 所長中島 典

H 福岡県市長会会長 阿部源蔵 11 大会準備委員会委貝長弥永俊雄

11 福岡県町村長会会長 三輪修平 H 大会準備委員会副委員長 山浦吉郎

11 福岡県市議会議長会会長妹尾憲介 11 県公民館連合会事務局長宇都宮春綱

11 福岡県町村議会議長会 H 11 事務局次長伊藤 薫

会長畑中 事務局波左間圭造

11 福岡県都市教育委員会連 準備委員長 久留米市公民館長弥永俊雄

絡協議会 会長真鍋秀海 副委員長城島町公民館主事山浦吉郎

11 福岡県町村教育委員会郡 委 員 久留米市教委社会教育

部連絡協議会 会長渡 秀雄 主幹吉瀬純一

11 福岡県視聴覚教育協会 育 11 大牟田市教委社会教育

会長野原正彦 課長清司 保

東~ 与福岡県明るく正しい選挙 11 11 公民館主事富田 貞継

推進協議会 会長根津菊次郎 11 柳川市中央公民館長古賀政喜

11 福岡県貯蓄推進委員会 11 11 教委社会教育主事木村 仁

会長高草洋太 11 筑後市教委社会教育課長下川 誠治

11 福岡県社会福祉協議会 H 11 教委社会教育係長田中和馬

会長原因平五郎 H 大川市教委社会教育主事吉田 啓二

11 福岡県農協中央会会長森部隆輔 11 大川市公民館主事大坪勝利

11 福岡県父母教師会連絡協 11 八女市教委社会教育係長 江下 淳

議会 会長伊藤 武 H 11 社会教育主事松延繁太

11 福岡県郡市婦人会連絡協 " 吉井町教委社会教育主事斉回 和弘

議会 会長内野梅子 H 県教育庁浮羽出張所社教

11 福岡県青年団協議会長草場輝延 係長高山茂治

11 福岡県子ども会育成連絡 H 北野町教委社教係長田中重幸

協議会 会長貝島 義之 H 県教育庁三井出張所社教

運営委員 久留米市教委社会教育 係長黒岩竜男

主幹吉瀬純一 11 県教育庁三漏出張所社教

H 福岡市教委社会教育課長森 真吾 係長田中金栄

H 甘木市教委社会教育主事林 敏弘 H 黒木町公民館長水本兵吾

11 飯塚市教委社会教育課長宮本啓典 H 県教育庁八女出張所社教

11 山田市教委社会教育課長管 勉 係 長 谷 川 晃 一

11 筑後市教委社会教育課長下川 誠治 11 高田町公民館長今村雅美

11 行橋市中 央 公 民 館 長 岸 本 信 雄 11 瀬高町教委社会教育主事大江考祥

11 豊 前 市 中央公民館長鳥谷一八郎 11 県教育庁山門出張所社教

H 太宰府町公民館長松田量太 係長長岡 毅

11 志 賀 町教委教育長田畑 清 11 県公民館連合会事務局 .波左関圭造

11 稲築町公民館主事久家貞美 11 後藤 久

11 遠賀町公民館長坂国亀次郎 11 藤井 和

11 吉井町 公 民 館 長 山 下 芳 香 11 森 博子

11 高田町公民館長今村雅美
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昭和 45年度 公民館優

番号 市郡名 被表彰者氏名 所属 公民館名 J生 職 名 在職期間

l 福 岡 市 有 =ロと 新 E力 福岡市田限公民館 宮古 長
S 29. 10 

S 45. 4 

2 久留米市 山 回 平日 イ01= 久留米市西国分公民館 公民館主事
S 33. 1 

S 45. 5 

3 11 高官 富 吉 男 南 ~ミ4、 自官 書官 長
S 30. 10 

民
S 44. 10 

4 大牟 悶 市 キ長 野 静 男 大牟悶市公民館松原支館 公民館主事
S 30. 11 

S 45. 4 

5 北九州市 岡 t時 正 北九州 市門司区錦町公民館 間l 会 長
5 26. 10 
S 45. 5 

6 宗 朴 禅
北九州 市戸畑区

運営審議会委良長
S 32. 4 

11 
夫東賀寺公民館 S 45 . 4 

7 池 回 lJi， 平
北 九州市八幡 区

館 長
S 28. 5 

11 
上の 原 公 民 館 S 45 5 

8 直 方 市 西 村 政 雄 直 方 市 新町 4区公民館
出方iI1公民館 S 28. 4 I 
述 絡 協 ;淡 会会長 s 45 . 4 

9 回 JlI 市 キ直 国 進 田 川 市上伊回西公民館
四川市公民館 S 34. 4 
連絡協議 会会 長 S 45. 5 

10 飯 塚 市 倉 富 武 雄 飯塚市木ノ花公民分館 分 自官 長
S 37 . 4 
S 45. 3 

11 山 田 市 上 問 春 美 山田 市大橋公民館
日11 館長 S 33. 4 
公民館 主 司王 S 45. 4 

12 甘 木 市 近 藤 正 栄 甘木市中央公民館 公民館主事
S 30. 5 
S 45. 4 

13 大 }II 市 添 回 延 子 大 川 市大野島公民館 運営審議会委員
S 23 . 4 
S 45 3 

14 筑紫野町 武 藤 久 雄 筑紫野町公民館 自富 長
S 23. 11 

5 45. 4 

15 宏、 賀 町 土 器 誠 西 戸 崎 rふ、d、i 民 館 国l 吉宮 長
S 32. 4 
S 45. 4 

16 大 島 村 木 村 靖 平 大 島 キす ~ 民 館 公民館主事
S 35. 7 
S 45. 4 

17 若 宮 II!T 柴 回 太 介 若 宮- 町 ~、J、j 民館 公民 館 主事
S 35. 2 

S 45 . 4 

18 穂 波 II!T 山 口 直 助 穂 波 II!T 4ふ，、4、i 民 館 公民館主事
S 31. 4 

S 45. 4 
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良 役 職員表彰者一覧表

表 3彩 理 由

日1限村公民館長時代から今日に致るまで苛年学 級等を継続開設し、とくに社会同和教育の推進について
は、いち早〈総合的な計画を樹立し、きめこまかな学級活動を柏み重ね、さらに、スポー ツ教室、家庭教
147学級、政治学級等を精力的に展開し、その功部'1は極的て大である 。

公民館主事として12年の長きにわた り、:或社会教育の振興に努力された。 ことに子供会的拡充、親睦と
体力J6J上のための??さんバレ ーボーノレの奨励、さらに、美しい町づく りにも率先して尽力するなど地域
娠興に貢献された業品~lは極的て大きい。

昭和29年に視聴覚教育振興会を設立 し、会長としてその振興発展に努力され、また館長及び役貝として、
とくに留守家庭児童対策、政治大学等を活発に継続的に実践し、 一方、全市的な公民館関係の要職をつ
とめるなど社会教育の振興に尽した業績はまことに大きい。

社会教育活動のあらゆる而に対する研究がl庄嫌で、担当業務(背年教育、視聴覚教育)を通して、市民の
意識を開発し、視聴覚クラブ、野外活動に関するクラブ、その他的問好グルー プ結成の原動力となるなど
公民館活動振興のために果した業総は極的て大きい。

18年もの永きにわたり、地域公民館活動に尽力されるとともに、医師としての能力を生かして各極的活動
に参画し、そのよMl1はまことに大きい。

公民館運営審議会委貝長として優れた企画力と実行力で、公民館活動に協力し、 中心的な存在として現在も
なお、社会教育活動に献身的に貢献している 。

八幡区における公民館創設WJより公民館の必要喜性を認識され、その活動展開の基礎づく りに活躍 した。 そ
の問、社会教育関係の姿職をつとめ、終始中心的な推進者 として努力した功績は極的て大きい。

町内公民館活動発展に献身的に努力し、さらに全市的な立場での要職をつとめるなど、公民館活動の振

興に多大の貢献をした。

地区公民館長として、多くの地域課題の解決に尽力するかたわら、校区連会長として、また市公迎会長と

して、市内55館の連携と公民館発展のために残した業績は大きい。

永年にわたり、町内公民分館の館長として、町内公民分館の育成、公民館活動の推進に来した功績は極的

て大きい。 . 

地域公民館の活動を強力に推進し、役職員として12年間、住民運動、学習集団の育成につとめ、住民の生
活文化の向上に多大の貢献をした。

公民館主事として婦人、老人、青少年の体育、レクリェ ー ション指導を担当し、体育、レクリェ ション
活動を通じてi'I'問づくり、青少年の健全育成、住民の健康増進に献身的に努力し、その功績は極的て大き
し、。

婦人層を代表する述営審議会委貝として22カ年もの長きにわたり、公民館活動における主婦の学習体制確
立 につ とめ、婦人の資質および家庭生活等の向上 に尽した功級は極めて大きい。

1~~ に斬新な企画と運営により、地域社会の教育文化の向上に努力され、中央公民館建設の原動力となり、
さらに小地区公民館活動推進のため、施設お よび主事の設置補助を定的、住民の自主的活動を助長し、
着実な成果を収めている 。 また、体育、ス ポー ツ活動的基礎確立などに貢献した業績は大である。

地区における公民館活動、とくに背少年教育にカを注ぎ、公民館役職員として永年にわたり、地域社会教
育の推進に尽した功績はまことに大である。

社会教育主事兼公民館主事として 10年勤続、その問離島振興計画にあわせて、家庭の生活改普に努め、背
少年教育を中心とした島の将来発展のため、献身的に努力し、その功績は誠に大である 。

つねに誠心誠意、豊富な経験とたゆまざる研究心および不腐の信念をも ってことに当 り、 平目、 休日、昼
夜の別なく、社会教育の振興に没頭し、率先して農村文化の向上に尽捧し、 ヨその功績は極的て顕著であ

る。

10年余の永きにわた り野、町外社活会 教育の向上発展のため献身的努力を続けている 。とくに、レクリェ一
ション指導、青少年の 動、 子ども会の指導にも優れた技術を有し、青少年の育成に多大の功績をあ
け'ている。
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陣書号 市郡名 被表彰者名 所属公民館名 f宣 職 名 在職期間

19 輪 町 深 I工 義 種 三 輪 匝T ~、 民 吉宮 自官 長
S 35. 6 
S 44. 8 

20 志 摩 IIIT 西 房、 J'lf¥ 7志 !事 町 2:、j 民 自官 公民館 主 事
S 32. 11 

S 45. 3 

21 矢 苦1 村 赤 石 春 雄 矢 音E 村 2:、j 民 館 公民館主事
S 32. 4 I 
S 

22 持E 高 町 倉 ゴ口コr 啓 介 i頼 高 町 ~ 民 自官
公民館 主 宰:日

添 町 片 村 且 7G 添 町 公 民自富23 回 国
館 長 S 45. 5 

24 金 回 匝T iJl( 辺 勝 由 金田町下神崎地区 公民館 官官 長
S 32. 4 
5 45 . 4 

25 大 平 キす JlI 易 大 平 村 ~ 民館 公民館 主 事
S 29. 11 

S 45. 4 I 

一

昭和 45 年度 優 良 公

番 施 設 状; j兄

市町村名 公民館名 所 在 I也 館長名
敷地 建築 建 物

建年築月日号 而積 面 積 4再 j宣

1 福岡市 鳥飼公民館 福岡市下 中麻町 2丁 木下藤 七 270 231 木造平家 33.3.1 
目1035

鉄筋コン
2 久留米市 荘島公民館 久留米市荘島町 172 大坪徳太郎 327.12 243.024 ク リート 判。 7.30

2階建

3 大牟田市 馬込 1丁目 大牟田市馬込 1丁目 宮崎貞之 244.2 133.65 木造瓦葺 35.5 
町内公民館 平家

4 北九州市 社団法人 北九州市若松区 弘中勇三郎 324 181 
石峰公民館 用勺町17-6 
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表 彰 理 由

公民館主事、館長として永年にわたり、諸種の学級の運営、団体の育成、村づくり運動など、公民館活動

のあらゆる蘭に精力的に尽捧し、その功績は極的て大である。

公民館主事として 12年間、熱意をもって社会教育に尽嫁され、とくに、自ら「花の善意銀行」の窓口とな
り、花いっぱい運動を全町に広め、「はまゅうjの保護と育成をはかり、「志摩町花」と Lて認められるなど、

その功績は大きい。

山問、へき地において、公民館活動的基礎づくりに専念し、家庭教育学級を全小学校区に開設して、学習

の機会の拡充をはかり、きらに近年、村づくり運動に取り組み、産業の振興、明るい地域づく りに努め、

その功績は極的て大である。

10年余にわたり、公民館活動向あらゆる商に積極的に取り組み、その指導性を発揮し、社会教育進展のた

めに尽した業品'(はまことに大なるものがある。

中央公民館長として 10カ年の氷きにわたり、社会教育推進的中核的存在として、中央公民館の施設 ・設備

の充実、各種事業の開催、地区公民館補助条例 の制定、移動公民館の開設など、公民館活動発展のために

多大の功績を収めた。

地区公民館長として、不十分な施設条件にもかかわらず、識字学級、生花学級、料理学級等を行ない、 I也
区住民の知識、生活文化 の向上のため、日夜奔走し、その業績は極的て顕著である。

16年もの永きにわたり、公民館主事として子ども会の育成、ボーイスカウト隊の結成、青年団体の育成、

婦人学級、家庭教育学級の運営等公民館活動全般にわたり献身的に尽力し、その業績は極的て顕著であ

る。

民 館分館表彰 覧表

設 イ庸 1犬 1兄
表 彰 理 由

黒板 調理台 テレビ 映写機 録音機 そ の 他

公民館モニター制度により、住民の多微なニードを適確に
3 2 1 8ミリ とらえ、総合的な社会教育計画のもとに、活動の教育的編

撮映機 1 成がすすめられ、公民館の機能をフルに発揮して、都市生
活にふさわしい市民のための社会教育が展開されている。

地域住民の拠出金によって建設された公民館て¥校区公民
3 1 1 図書 館の特性と自主性を生かし、地域住民の願いにこたえ、学習

300 活動のみでなく、巾広い活動を行なっていることは、校区
公民館の使命を果しており充分の効果をあげている。

拡声機 1 地域〈・るみの活動として、子ども会育成、老人学級、体育
4 2 プレヤー 1 レク活動の実績は顕著である。昭和42年 3月には空地利用

騰写機 1 による子どもの広場の造成、毎月子どもの広場の清掃など
生花用花台 とくに長期にわたる活動は、全町内一致して公民館活動を

2 通じて町内の融和と連帯意識の昂揚に努力している。

ステレオ 1 区内46館の類似公民館の 1っとして、主体的に社会教育活
放送器具 動を展開しているが、全国でも数少い法人立の公民館とし

4 有 1 1式 て、区内で指導的役割lを果している。
コピー 1 活動の分野では、各種講座、講演の開設をはじめ地域の環境
ストープ4 浄化、衛生思想の普及、地域連帯感の蟻成等、顕著である。
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番 施 主主 ヰ犬 I兄
市町村名 公民館名 所在地 館長名

敷地
建面 積築 建構 物lHa k 建年築月日号 面積

北九州市八崎区折尾

5 北九州市 折尾西公民館 蓮池1546の2 関 矢直 577.5 i 176，9 木造平家 41， 6，2C 

北九州市門司区

6 " 大積公民館 大積北町677ー7 宮内繁雄 396 220 木造平家 お 10.14

7 田 川 町 奈良公民館 田川市奈良御幸町 中藤光義 602，81 84，15 木造平家 40， 4， 1 

ト一一一

8 飯塚市 相田公民分館 飯塚市大字相田400 佐野 堅 2，232 213 木造瓦葺 44.5 
平家

トーー一ー

9 八女市 西田町内公民館 八女市大字西田 +花 賢 三 1.500 68.59 木 造 44，5.Jl 

一一L
10 筑後市 筑後市公民館 筑後市大字前j章 鶴田昇一郎 1.680 16，245 木造瓦葺 45， 1却

前津分館 平家

大川市I1市木大室字校中区木霊
木造平家

11 大川市 大) 大川市大字中木室 宮原 三 夫 483.1 2日7.02 瓦葺 45， 2，28 

12 春日町 岡本町内公民館 筑紫郡春日町岡本 荒牧義徳 495 12. .4 木 ス、止旦 34 

13 宗像町 宗像町稲元分館 宗像郡宗像町 滝口義文 862 221 鉄 筋 43. 8却

大字稲元

14 若宮町 錦町公民分館 鞍手郡若宮町 高崎正次郎 136 46 木造平家 訂 11.4 
大字福丸

15 高田町 江浦町公民館
三池郡高田町

荒木新 一 181.5 125.4 木 造 41. 4， 1 
大字江浦町

16 稲築町 稲築町 嘉穂郡稲築町 松本 守 14町.61 269.2 軽量鉄骨 34.2 
漆生本村公民館 字浜殿1，711
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設 4精 状 t兄
表 彰 理 由

黒板 調理台 テレピ 映写機 録音機 その 他

1.類似公民館として管理運営組織が整備され実働している
2 2 1 7 イク I 2.設置目的に添い事業計画活動が効果的に行なわれている

3各種団体の相互連携がよくとれ住民自治の向上がみられる
4.集 会機能が十分果たされている。

地域住民が一体とな って公民館活動をも りあげ、実績もあ
3 2 1 り、他の総ての自治活動面にもよい影響を与えていること

は、 他 の公的範となるものである。

自治的住民の人間形成に公民館の果たす役割を充分理解し
l 2 地域ぐるみでとりくんでおり今後が期待される。

都市化の進展は、ややもすると住民の相互融和がおろそか
1 2 1 l になることも考えられ、この時期に公民分館を中心とした

事業を展開し、閉鎖的な姿勢に終始する気風を活動的雰囲
気に盛りあげた功績は大きい。

1.地域が公民館活動を基礎にして、きわめて平和な環境に l

1 2 1 あること。
2.今後永〈公威館活動が持続されかつ 、他の町内公民民館

の推進的役割を果していること 内

住民の総意にもとづき、160世帯が一致協力し、教育の場に

ふ さわしく、住民の話し合いの場として最適の公民館を新
2 1 築した各団体が常に連絡をとりながら、研究会、諸行事を

に取り組み住民活動の推進にあたっている。
実施し 地域改善に努力し 農業構造改善事業にもー

キ凡 31 行政区の統合によ って、 三部落が協力して中央分館的役割 |
折畳いす45 を果す施設を建設した。三分館の提携体制と、それを協力

1 2 時 計 3 に支え推進する住民の融和性は独自の試みである。
料理器具 1 これまで活発であ った、 三分館の活動に加え、総合的、積
放送設備 極的な中木町分館として今後の活動が強〈期待される。

有線放送 昭 和27年、町内公民館を組織、 34年に現在地に新築この間
公社電話 よく地域課題を把握して、諸活動をすすめており、その施

設活動と、住民運動の努力は他の範となる。

住民の意欲的参加による近代化された公民館が建築され、
2 1 分館活動を通して地域ぐるみの活動が展開されており、と

くに青少年の健全育成を中心とした成人教育活動が積極的 l

に展開されている。

街部の公民館活動として、困難性の多い中にもかかわらず
1 2 分館活動発足以来、着実に進展をみせ、地域の発展に役立

ち、町内の他分館の活動に大きな示唆を与えている。

江浦町分館は 3ヶ年、町の指定をうけて活動し、他の分館
町内放送 の索引的存在である。

1 1 設備 1 家庭教育学級、 町の政治をみつめよう学級等も開設し学習
意欲は高 〈、地域ぐるみの公民館活動を行なっている。

農村地域の住民の生活センターとしての機能を十分発揮し
ている。

2 1 とくに社会教育関係団体の育成、助長につとめ自主性、主
体性を尊重した援助がおこなわれている。
婦人教育については、地域全体の理解と協調性が醸成され
効果をあげている。
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福岡県公民館連合会一般報告

昭和44年 2月3日県文化会館視聴覚ライブラリ

において評議員会を開催しつぎの事業計画を審議

決定した。

I 昭和44年度福岡県公民館連合会事業計画

l 運営方針

福岡県公民館連合会の運営ならぴに事業の

重点としてつぎの目標を設定する。

(1) 地域における教育文化施設としての公民

館の課題と役割lを現状のなかで確定するた

めの研究協議をすすめる。 とくに全公連で

編集した 「公民館のあるべき姿と今目的指

標J(解説書)の普及と検討を勧奨する。

(2) 公民館をめぐる具体的な動向の把握に努

めるとともに、砲設未笠備の市町村にあっ

ては整備のための 5カ年計画を設定するよ

うすすめる。

(3) 福公連ならびに市都公連の組織のあり方

を検討し、とくに主事会等による継続的な

研究活動の振興に努める。

(4) 公民館職員の資質の向上と身分の確立に

努力する。

(5) 公民館の施設、設備の充実と整備後の活

用のあり方について研究をすすめる。

2 事業計画

(1) 諸会議

イ 評議員会(6月、 10月)

口、理事会 ( 6月、 9月、 3月)

ハ主事部会

(2) 諸大会

イ 第17回福岡県公民館大会の実施(5月

福岡地区)

ロ 全国公民館大会への参加(1l月静岡市)

ハ 九州公民館大会への参加(9月宮崎市)

(3) 研修事業

イ 公民館職貝初任者研修(4月)

ロ 地区別公民館職員研修会(4 J也区)

ハ 公民館職貝研究グループ委嘱(4グループ)

ニ 国立社会教育研修所への派遣(4名)

(4) 施設、設備充実に関する事業

イ 公民館実態調査

ロ 補助金増額のための陳情運動

(5) 資料の発刊

イ 「公民館福岡」の発刊

(6) その他の事業

イ 公民館職員ならびに優良公民館の表彰

3. 昭和44年度福岡県公民館連合会役員

会長守国道隆

副会長亀谷長栄 春日町中央公民館

運営審議委員

11 野原正彦 県 議 会 文 教 委 員 長

理事森 真吾 福岡市教委社会教育課長

11 林 敏弘 甘木市教委社会教育課長

11 宮本啓典 飯塚市教委社会教育課長

11 菅 勉 山田市教委社会教育課長

11 吉瀬純一 久留米市教委社会教育主幹

11 下川誠治 筑後市教委社会教育課長

11 岸本 信雄 行橋市中央公民館長

11 鳥谷一八郎 豊前市中央公民館長

11 松田皇太 太宰府町公民館長

11 回畑 清 志賀町公民館長

11 久家貞美 稲築町教委社会教育主事

11 坂田亀次郎 遠賀町公民館長

11 山下芳香 吉井町公民館長

11 今村雅美 高田町公民館長

11 渡辺虎夫 豊津町公民館長

11 榎垣菊雄 太平村公民館長

11 富永省吾 北九州市教委社会教育課長

H 前回紀道 北九州市教委社会教育主事

11 中島 典 教育庁 三 井出張所長

II 福岡県公民館連合会実施事業

1 会議関係

(1)監事会

7月19日 福岡商工会議所

昭和43年度福公述一般会計及ぴ第17回福

岡県公民館大会会計監査(字田川修二、

山浦吉郎監事)

(2) 理事会

7月24日 視聴覚ライブラリー

昭和43年度福公速一般会計及び第17回県

公民館大会決算

第17回県公民館大会事後処理について

10月21日 視聴覚ライブラリー

昭和45年度福公連事業ならびに予算計画

について

組織問題研究委員会の発足について

(3) 評議員会

4月15日 九州相互銀行

公連組織問題について

専問部会の設置、プロソク別組織について

8月29日 九州相互銀行

昭和43年度福公連事業及び一般会計、第

17回県公民館大会決算報告、理事会審議

事項等

3月19日 母子会館(理事との合同会議)
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昭和44年度補正予算、昭和45年度事業な

らぴに予算案

第18回県公民館大会について

組織問題研究委員会の研究事項について

(4) その他の会議

6月14日 福岡商工会議所

公民館主事部会事前打合せ会

8月19日 福岡商工会議所

県公連組織問題研究委員会の設置にとも

なう事前打合せ会

8月27日 視聴覚ライブラリー

公達委嘱、公民館職員研究グループ打合

せ会

12月24日 視聴覚ライブラリー

地区別公民館職員研修会打合せ会

2. 研究・研修関係

(1) 第17回福岡県公民館大会

5月31日-6日1目、筑紫郡太宰府町九

州学園女子短期大学を主会場に、各層から

の公民館の提言をもとに「急激な社会構造

の変化に対処するこれからの公民館のあり

方Jをきぐり、公民館の新たな飛躍への第

一歩をふみだすことを趣旨として開催した。

第 1日は大会式典、表彰式のあと 12分科

会を構成して事業領域別、参加対象別に研

研討議を行ない。第2日目は文部省社会教育

課長林郁一二氏に土る「これからの公民

館の新しいあり方と役割」と題する記念講

演。全体討議の宣言議決を採択してして閉

会した。地元関係者の積極的な協力と 1000

名近い参加者を得て援会狸に終了した。

なお、この大会において優良公民館役職

貝21名、優良公民館分館15館の表彰を行な

った。

第げ固補岡県公民館大会宣雷決.

私たちは本大会において、都市化の進展と生活

の多様化及び高度化に対処する社会教育と公民館

のあり方を教育現場の実践的課題の中からとりあ

げ、さらに公民館にかかわりある各層の提言を中

心に研究討議を行なった。

この中で都市化と未来への長期展望に立って、

新しい社会教育施設として公民館の諸機能を全般

的に再検討し、住民の生涯教育のための地域の総

合的な教育機関として、公民館を位置づけ、それ

にふさわしい施設、設備を拡充箆備し、高度の教

育要求を充足する優れた職員体制lを確立する必要

を痛感した。

われわれは、この大会において公民館が今日ま

で果してきた地域社会における役割と成果を生か

し、さらに現在から将来への社会教育の中心施設

として高度の機能を備えた新しい公民館の創造に

参加者の総意を結集し、努力することを普い合う

とともに、その実現について国及び県市町村当局

が抜本的な施策を講じ、積極的に取り組むよう強

〈要望する。

決槍

1 社会教育法を抜本的に改正し、公民館を義

務設置とし、都市化に対応する新しい社会教

育体制の中に位置づけること。

2 公民館の施設、設備に対する国庫補助及び

起債の枠を少くとも、労働省など他の所管に

属する類似施設のそれと同等以上に地大する

とともに県費補助の大幅増額を図ること。

3. 公民館長、主事の専任必置制を確立し、公

民館主事を教育専門職として位置づけること。

4. 公民館職員の養成と研修制度を確立し、そ

の機会を保障すること。

5. 市町村にあっては、新しい都市づくり、町

づくり計画の中に公民館の適正な配置計画を

盛り込み財政措置を講ずるとともに公民館及

び類似公民館の育成指導に必要な予算を大幅

に増額すること。

以上宣言議決する。

昭和44年 6月 1日

第17回福岡県公民館大会

大会宣言決議の処理

O 従来の形式的文書発送の方法を改め、中央

関係省庁に対しては全公連を通じて手交方を

依頼した。

O 各市町村関係者に対しては、市郡公速の代

表者が懇談的な場をもって手交するよう要請

した。

O 県段階では、県議会、市町村長会、市町村

議長等に対し、県公連理事がそれぞれ訪問し

て手交し普処方を要望した。

(2) 福公連組織問題研究委員会

第17回県公民館大会における第12分科会

において、市郡公連および県公速のあり方

について研究討議がなきれ、性格、役割、

組織のあり方について継続研究の必要性が

確認されたが、これにもとづき、県公速で

は、会長の諮問機関として県下公民館職員

の中から 8名の委員を委嘱し、つぎの日程

で研究委員会を開催し、福公速の組織及び

規約について一応の案を作成した。今後は

これを各市郡公速での討議に付すとともに

これにともなう市郡公速のあり方について

も継続研究をすすめる必要性がある。
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11月11日 第 1回委員会

市郡公逮組織の現状について研究のす

すめ方

12月11日 第 2回委貝会

福公連規約の検討

福公連事業の検討

l月12日 第 3回委員会

福公述組織 ・事業のあり方

(他県の資料など参考として)

3月3日 第 4回委員会

福公連組織 ・規約について

(新会則案について検討)

(3) 地区別公民館職員研修会

昭和43年度より実施してきたこの研修会

は、前年度の積み上げにたって、公民館職

員の執務の現状と問題、教育機関としての

公民館のあり方等をテ ?として、 4地区

で開催したが、この研修は、公民館職員相

互の交流親睦を深めるとともに、公民館を

めぐる問題の所在を明らかにし、地域的な

研究体制確立のうえからも極めて大きな意

義をもつものとして今後も継続したい。

(4) 昭和44年度公民館職員研究グループ委嘱

昨年度同様つぎの 4グループを委嘱し、

それぞれのテーマにもとずく研究活動をす

すめた。 その成果は「公民館福岡」で県下

に紹介する予定です。

北九州市八幡区公民館問題研究グループ

「都市における公民館のあり方

(八幡区公民館近代化のために )J

田川郡公連主事研究グループ

「田川郡社会教育生活文化振興研究」

三滋郡公民館研究会

「部落公民館の諸問題と今日の対策」

八女地区社会教育研究会

「八女地区における公民館の配置とそ

れに伴う地域社会の基礎的調査」

(5) 公民館主事県外研修派遣事業

本年度は昨年に引きつづき、国立社会教

育研修所へつぎの 4名を派遣した。

公民館等職員研修 1(6月16日-28日)

松 延 繁 太 ( 八 女 市 )

松 本 憲 明 ( 朝 倉 町 )

公民館等職員研修11(9月 1日一13日)

山口逸郎 (筑後市)

山口登志夫(飯塚市)

(6) 公民館実態調査

昭和45年 2月-3月にかけて実施した。

(7) 印刷物等資料作成

公民館福岡 (53号)を昭和43年度公民館

職員研究グループ報告特集号として発行。

3 全公連関係

(1) 第 3回海外視察への派遣

9月10日-10月6日にかけて北および西

ヨーロソバを中心とする社会教育状況視察

団を編成(全公速が実施するものであるが、

本県からは大牟田市公民館主事高口道之

氏が視察団 7名の中に選ばれ参加した。

(2) 公民館予算増額運動への参加

昭和45年度の国の予算編成にあたり、公

民館補助に対する厳しい情勢にかんがみ、

全公速では 1月25日-28日にかけ全国総動

員態勢による陳情運動を展開したが、本県

からは飯塚市教育長大村虎夫氏に代表とし

て参加いただいた。

なお、この予算増額運動には「公民館振

興市町村長連盟」の協力援助が大きな成果

をあげている 。

(3) 公民館振興市町村長連盟の結成について

「公民館が市町村における社会教育のセ

ンターとして、国政ならびに地方自治の上

に果している役割りの重要性は多言を要し

ない。国政ならびに地方自治の基礎を強化

する上に為政者はこの問題に多大な関心と

積極的な焔策をもたねばならない。 しかる

に固ならびに地方自治体の行政施策の姿勢

は必ずしもこれに対応していないうらみが

多い。

すなわち、公民館の施設の整備ならぴに

職員の充実のための行財政的措置が確立さ

れていないことはまことに遺憾であるのみ

ならず、ことに近年、公民館の建築費に対

する少額の補助予算すら削除の危機にある

ことが伝えられるに及んでは、公民館の前

途はまことに憂慮にたえないものがある。

一方市町村においても、国の施策の不J備

にともなって、特別の市町村以外は公民館

の振興に対して消極的であり、財政のしわ

寄せは社会教育の停滞を余儀なくしている

のではないかとみられる。

このときにあたり、地方自治の重責を負

う全国の市町村に対し、公民館の重要性を

をあらためて強調し、念、を同じくするもの

が一丸となって公民館振興のため組織的運

動を実施しようとするものである。)

という趣旨のもとに、昭和41年第15回全

国大会以来の懸案実施のため、昭和44年 4

月10日各都道府県から 1-2名の発起人の

推薦をもとめて連盟結成の手続準備をすす

め、同年12月 3日東京において創立発起人

会をひらき、役員等を選任して創立手続を

おえたものである。
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本県からは北九州市長 谷伍平氏、古賀

町長 三輪修平氏が発起人としてこれに参

加いただき、連盟創立にご尽力をねがった。

目下県内では13方市町村がこれに参加ず

みである。

(4) 表彰関係

o 9月2日-4日宮崎市において開催さ

れた第20回九州公民館大会において、本

県より結城n1f夫氏(前九公連事務局長お

よび理事として氷年にわたり公民館の振

興に寄与)が表彰をうける。

o 11月19日-21日静岡市において開催さ

れた第18回全国公民館大会において、優

良公民館職員として、碓井町、野見山友

司氏が表彰をうける。

※ なお、昭和44年度優良公民館文部大臣

表彰については筑後市中央公民館が受賞

している。

※ l昭和144年度公民館繋備費国庫補助金をうけて建築された公民館

施設の名称
中央館、

精 λ、t旦金二 建築面積 建築工事費
国庫補助金

地区館の別 c') 吉買

町" 万円 万円

大牟田市 三 川 公民館 地区館 鉄筋 2階 493 2，210 250 

小 1111町中央公民 官官 中 央 館 鉄筋 211皆 678 4，317 250 

城島町公民館 11 鉄筋 2階 1，030 5，142 380 

高田町中央公民館 11 鉄筋 2階 1，161 6，541 380 

小竹町中央公民館 11 木造平屋 493 1，536 120 
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ノf ネ ノレ 討 議

テ ー マ 『 公民 館 の理想と 現実』

事例発表

北九州市折尾公民館長 池 回 穂

前原町社会教育主事 山 崎 信 n 
登 煙 者

九州大学教授 岩 弁 飽 也

久留米市助役 近 見 敏 之

主 婦 萩 尾 比 路

大牟田市公民館主事 富 回 貞 継

司会 者
福岡県教育庁社会教育課

波左間 圭 造
社会教育主事

パネル討議の ねらい

激しく進行する都市化に対応す る公民館のあり方、 とくに生涯教育の理念からこれからの公民館の果

すべき使命と役割を探求し「未来を開くための学習と公民館のあり方Jを創造していく契機にしようと

する今次大会の趣旨に即して、都市的地域、農村的地威の公民館活動事例の発表を手がかりに、各界代

表のパキラーによる 「公民館の理想と現実jについての討議の中から、令部門によ って織成する分科会

および全体会における研究討議の方向づけを行なおうとするものである。
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事例発表 1

八幡区公民 館の 理想と現 実

1 社会変ぼうに伴なう生活標題と地主主標題

ここ数年来の現代社会の変ぽ号は、 じつに目を見

はるものがあり 、産業都市・ 工業都市という八幡区

の住民に対しても、こ の変ぽうの波は、いろいろの

かたちで押しよせているといえよう。地続住民は、

この変ぽうに対して、意識するとしないにかかわら

ず、対決をせまられている現状である。

八幡区公民館は、このような新しい状熊に即応す

るため、旧来のマンネリ化現象を払しょくして、新

しい機想を練り、住民の要請に応じねばならない。

地威住民が日常生活を進めて行く中で、現代社会

の急激な変ぽうのために、解決をせまられている問

題があるとすれば、次のよ うなものであろう。

(!) 企業における伎術革新からくる人間疎外

八幡区は、八幡製鉄をはじめ大企業が多〈、と

れらの企業は、技術革新の進行、機微化の促進、

分業による大量生産を余儀なくされている。

この結果、勤務者は、ホワイトカラーも含めて

人間に対する機械優先の問題に対して疑問を持ち、

人間性の回復、主体性の確立を求めている。

(2) 都市化現象

生活圏の鉱大、核家族主義の浸透、宅地造成や

ドーナツ化現象に伴って、と くに周辺部の都市化

は激しいものがある。そこでは、農村特有の旧来

の生活共同体的価値体系を持った住民と、近代的

合理的価値体系を持った住民とが交錯し、隣保互

助の連帯感の結成は困難となりつつある。

(3) "7 ^コミニュケーショ Yの発達

とくに、ラジオ、テ レビの普及は、地核差や文

化面の格差是正には効果があ ったが、反面、思考

に画一的受動的傾向が強くなり、批判、思考力を

失いつつある。住民の主体性の確立という点から

問題とすべきであろう 。

さらに、該家族化、消費生活、余暇の利用、働

く婦人等についても課題がある。

2 今目的課題のための公民館事業

八幡区公民館関係者にとって、これら一連の地威

住民の生活課題や地峡課題に対して、どのように教

育的に接触し、あるいは触発し、教育的視点か ら学

習課題として再編成して地威住民の自発的、継続的、

組織的学留活動へと転化させて行くか、じつに緊急

で重要な命題であるといわねばならない。

このことは、憲法、教育基本法、社会教育法によ

北九州市立折尾公民館長 池田 一穂

って示された地域住民の生涯教育の可能性を追求し

教育の機会均等を実現して行くことでもある。これ

こそ、公民館の理想である。

これらの今目的課題のために、公民館が展開すベ

き事業は次のとおりである。

(1) 人間性回復のための学習

(2) 職業適応のための学習

(3) 生活の合理化、科学化への学習

(4) 文化適応のための学習

(5) 両親教育のための学習

(6) 公共社会、国家、世界への適応のための学習

(7) 余暇利用の学習

(8) 青少年のための学習

(9) 老人のための学習

3 八幡区公民館の当面の標題

しかし、現状では、とれだけの事業を展開して、

理想的な公民館の運営をして行くには人的、物的障

筈がある。条件整備、とく に予算の飛磁的増大が期

待されてならない。

当面の課題を列挙すれば、

(1)事業の面で

σ)調査事業の不足、科学的企画立案のために

的資料収集の不足

教育要求の多様化と情報センターのために

り) 広報活動の不足

件) 公民館講座等諸事業の"7，/ヰ リ化の打破

件) 市民性を育成する事業の不足

tカ) 展示資料の不足

件) 視聴覚教材、教具の不足

汐) 図書の不足

(2) 管理運営の面で

何事務能率を高めるための器具捻材の不足

げ) 施設、設備の老朽化

(ウ) 職員研修の不足

伺需要費の不足

等があげられる。幸い 45年度よりこれらの謀庖

に対して予算の一部増額がみられている。

以上、八幡区公民館の理想と現実について述べた

が、工業化社会から生活社会へと、未来社会への展

望の中で、私ども公民館関係者は、生涯教育の視点

に立って、その可能性を追究するために一層の努力

を傾けるべきである。
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事例発表 2
望 ま し い 公 民館の休制と配置を

一前原町における本館並立方式についてー

糸島郡前原町教育委員会社会教育主事 山崎信行

。 はじめに

当町は昭和 30年町村合併時に於て、住民の公民館

に対する理解と各小学校区に独立公民館をという住民

の強い要求と熱意により一貫して本館並立方式をくず

す事なく現代に至っている。

その間町財政のひっ迫から職員体制lの変化をよぎな

くされたが、現在では公民館の寂低の要件を満すため

にも並立方式を維持していく事に理事者も社会教育関

係者の聞にも異論はない。

然し並立方式堅持の為地媛公民館の建築に追われ設

備、内容等に於ては非常に遅れた感があるのは事実で

あり、中央公民館にしても地区館と同様内容充実がな

されていないのが現状である。

昭和也生年度で中央公民館を除く地域公民館建設が

完成したので今後は中央公民館の新築によって、現社

会に対応出来るだけの施設設備、内容充実をという方

向に進みつhある事は社会教育関係者として大いに希

望と期待を持っている。

施設のあるところ必ず社会教育は活澄になるという

自信を持ちながら……。

。前原町の公民館の配置と建設状況について

匡亙 による説明

校区独自の発想性は可とするも広主主化及び触通性を

欠く点も見られる。

過疎過密に対応する校区の再編成に対する公民館の

位置等の問題点

。公民館の利用状況

匡亙 公民館の適正配置と事業の効率化に関す

る調査より

人口に対する延参加者数は 250%と今後公民館の

整備が進められる事によって愈々利用度も高ま ってく

る傾向が見られる。

現在では年間全日開館となっているが、夜間使用の

増加、用務員の勤務条件等で種々問題の発生が見られ

る。

。社会教育機備について

匡亙
公民館職員が全員非常勤という悪条件を教育委員会

でカバーしてきている現状では相互の連絡、調整面で

は非常に効果的な面も多くあげられるが、教育委員会

の現指君事体制jでは対処しきれないところまで来ている。

最も大切な職員研修の機会も失われている。

叉社会教育行政と公民館事業等の分離が不可能な状

態にある。尚館長が部落長代表者(1校区では主事兼

任)であるので、部落行政と公民館事業が一体化され

どうしても復雑化からの脱皮を図難し、公民館の事業

内容、領域が確立されずにいる。叉町全体としてのま

とまった施策の施行に支障を生じる事もあり、館長会、

主事会、合同審議会等を重ねる事で統一方向を見出す

様努力している。

特に現状況では公民館職員の待遇の問題が予算の関

係でなかなか解決前進をみない。中央公民館の職員体

制の強化、教育委員会の指導体制jの充実を急ぐ必要を

痛感している。

只指導者層が 8校区に広〈配置されていることは今

後の運営、指導面で心強いものがある。

。 事業並に予算について

事業については各地区館に於てそれぞれ地域に即し

た特色ある活動があるが指導者、並に住民の関心度に

よって町内に於ても格差が生じている。

校区事業と町事業が重なり合い複雑な面、屋上屋を

重ねる面がある事も叉止むを得ない点である。

総理府指定体力づくり推進についてもパラェテイに

富んだ事業がそれぞれ行なわれているが、複雑化はま

ぬかれない。

予算についても限られた額を配分する事で不足が目

立っている。

各校区で一戸当り (100~300円) の公民館運営費

を徴収している事は公教育の面から矛盾を生じている。

直互] 昭和H 年度社教関係費等調査

。 解決方策と計画

急変する社会情勢に対応し、住民の要求に答える新

鮮な 7イデアによる活海な施策と体制jの確立を図る。

1 指導体制の強化、人的条件の整備

・昭和 47年令月より嘱託公民館主事を廃し、常勤

一般職の主事を置く。尚中央公民館長を常勤制と

する。

-社会教育課制をしき、課長及び体育主事(同和主

事会 5年度設置)を置く 。

2. 施設の整備

・50年を目途に、市民会館(中央公民館)を改築

し、図書館、体育館を併設する。

・各公民館に屋内体育場を構築する。

・各部落に児童遊園地の新設に努力する。

・できるだけ早い期間に県立青年の家の誘致建設を

は地‘る。
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B 社会教育活動の画期的推進を図る

4 同和教育の啓蒙徹底

メモ

5 文化財の保護管理を強化し、観光資源の一翼とし

て活用をはかる。
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分 科

分科会のすすめ方

(1) 会場責任者が分科会開会と司会者の紹介を行なう 。

(2) 司会者は助言者、記録者等の紹介を行なう 。

(3) 分科会研究のねらいとすすめ方について確認を行なう。

(4) 問題提起者の発表

(5) 発表に対する質疑と討議の柱の設定

(6) 討議の柱による研究討議

(7) 討議のまとめ

(8) 閉会

A 
z，;;; 

2 分科会における話しあいのうえで考えておきたいこと。

(1) 大会の趣旨、分科会のねらいを参加者が共通理解をして話しあいをすすめよう。

(2) したがって話しあいは単なる理想論や、情報交換にとどまることなく 、公民館の現実を十分

ふまえた話しあいをすすめよう 。

(3) そのためには公民館活動推進上の問題点、障害点を現場実践の中から正しく把握量し、これら

の解決、打開策についても具体的に出しあってみよう 。

(4) 発言が特定の人にかたよるととなく、参加者みんなで考え合っていとう。

(5) 単なる不平や不満のぶっつけに終始することなく、情報化社会に対応する公民館の創造をめ

ざして建設的な話しあいをすすめよう 。
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分科会の構成

部 r~ 分 科 会 助 ~ 者

久留米市社会教育主幹吉瀬純 一
都 九大教授1 市

岩井竜也
北九州市社教主事 前 回 紀 道

I 社会教育行政と公

民館 九産大講師

村 羽江忠彦
志摩町社教主事 福光登雲

2 町
県教委社教主事 赤司 勝

戸畑区中央公民館長橋本 利 春
8 市 街 地

県教委社教主事 新 海 俊 彦

公民館経営の現状 九産大講師 大牟田市公民館主事杉野静男
E 金 都市近郊

と近代化 猪山勝 利 県教委成人教育係長後藤 久

農山漁村
稲築町社教係長 久家貞美

5 
県教委社教主事 波 左 問 圭 造

大牟田市ヰ吹公民館長 清 田 保
6 市 街 地

県教委青少年教育係長 川 原繋治

地域住民 (理用者〕 福新生協企画主査 春日町社教主事 白 水 清 陽
田 7 都市近郊

と公民館 水摩安正 八女市中央公開宮長 平島忠太郎

玄海町社教主事 桑野 勇
8 農 山 漁 村

田川出張所社教係長 原 因 修 次

福岡市鳥飼公民館主事国岡鎮男
9 都市近郊

甘木市社教主事 林 敏弘

部議 ・町内公民館 浮羽町長 吉井町社教主事 斉 田 和 弘
lV 10 重量 山 漁 村

の性格と役割 鑓水速太 県教委社教主事 箱回東男

穂波町社教係長 山口 直助
11 // 

三井出菊努社教係長 黒岩竜男
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司 会 者 記録・会場 問題提起者

八女市社教主事

直方市社教主事

江下 淳|筑後市公民館主事 山口逸郎|飯塚市社教主事

武末新徳|築上出張所社教係長宮崎 茂

八女出張所社教係長谷川晃一|八女出張所主事 池原修二 |芦聞社教主事

粕屋町社教主事 明永知堂 1:京都出張所社教係長福井鹿三

上 原 敏 明

中西勇雄

福間市公民館主事 光野端義|大川市社教主事 吉田啓二|福岡市公民館主事 高 木朋章

久留米市社教主事 長門石 明|宗像出張所社教係長黒木直照

宗像町公民館主事

溜珂出張所社教係長

牧田俊次 | 大 牟 田 市 公 民 館 主 事 久保田金吾!大野町公民館長

平 島重夫|粕屋出張所社教係長船越秀美

井原 信一

鞍手出張所社教係長添 田公 一 |瀬高町公民館主事 倉吉啓介|大和町社会教育課長田中衛次

八女市社教主事 俊延 繁太 |浮羽出張所社教係長高山茂治

筑後市社教主事 高橋 安男 |吉井町公民館主事 濡石武文 I~tMli市折尾公民館長池田 一 穂

八幡区 前回公民館長立石哲三 l山門出張所社教係長長岡 毅|久留米市主婦 岡村朝子

大野町社教主事

田川市社教主事

岡崎隆 三 |小郡町社教主事 肥山隆治 |水巻町社教主事

伊藤昭和|嘉穂出張所社教係長縄田光義 |篠栗町婦人会長

朝倉町社教主事 師岡 正 |三瀦町公民館主事 田所英治|吉富町公民館長

糸島出張所社教係長岸 俊喜|遠賀出張所社教係長筒井正久|嘉穂町婦人会長

椎田町社教主事 越路信章 |柳川市社教主事 木村 仁 Ii直方公民館長

八幡区 大蔵公民館長利線大人 |朝倉出張所社教係長奈須大成

碓井町社教主事

黒木町社教主事

松岡敏雄 |北野町社教係長

堤 浩 基 |県教委社会教育課

三瀦出張所社教係長田中金栄|久留米市教委

苅田町社教主事 問馬富裕|県教委社会教育課

田中重幸 |杷木町真竹分館長

松崎輝生

中村朝春 |添田町社教主事

光安常喜

士 国 永 竜 之

藤 キクエ

松本 二 一

大家 郷

清永治国

小川福松

中島 彬
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第 I部門 (行政関係者〉

部門テーマ 「社会教育行政と公民館 j

公民館は市町村における社会教育の中心施設とし とするものである。

て、地域住民の実際生活に即する教育、文化事業を 討議の柱

通じて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化 1. 市町村社会教育行政は公民館の機能を高めるた

をはかり地方自治振興に果している役割は緩めて大 めどのような施策をしてきたか。

きいものがある。 しかしながら現実には公民館の存 (¥) 公民館の施設の配置・設備の充実

在意義に対する理解の不充分さもあって行政施策の (2) 職員の確保・身分保障・待遇

上に必ずしも反映していないうらみがある。ことに (3) 社会教育委員・運営審議委員の充実

情報化社会に対応し、住民の生涯教育を保障する社 2. 公民館の条件整備をはばむ社会教育行政上の閉

会教育機関としての位置づけとその機能を発俸する 題点。

ためには、緊急に解決すべき幾多の問題がある。3. 今後の(生淀教育の保障)社会教育行政をどの

ここでは次のような視点から検討をすすめ、今後 ようにすすめるか。

の社会教育行政のあり方について研究をすすめよう

第 1分科会

巨空白

f都市関係3

1. 市町村社会教育行政は公民館の機能を高めるため

ど の よ う な 施 策 を し て きたか。

飯塚市社会教育主事上原 敏明

1 公民館施設の配置、設備の充実 ます。やはり学習の場としての利用効果は設備をと

公民館の設置及び運営に関する基準に定められて とのえるととが第一条件と思えるので今後完備に向

いる市にあ 4 ては中学校区単位に設置する基準に基 って進むよう努力いたしたいと考えています。

づき、昨年度に鎮西公民館を建設し、本年度にはこ 2 職員の確保、身分保障、待遇

瀬公民館の建設を計画しています。本市の施設状況 中央公民館には従来より専任館長(市職員)がお

を簡単に述べますと、(本市には 7中学校がありま り他の公立公民館には昨年度までは主事 1名、その

す。)昭和 38年 1市宮町 1村の合併当初、幸袋公民 他職員 (事務)1名を配慢して公民館活動を実践し

館、 二瀬公民館、飯塚中央公民館の三つの公立公民 てきたが、公民分館(類似館)が全市内の町内会単

館があったのですが、幸袋公民館は一応公民館とし 位の中に 90%以上が設置され、公民分館活動を多様

ての機能を備えていましたが、二瀬公民館は本館の 化した最近では中央公民館長兼務では完全な公立公

みで、飯塚中央公民館は市公会堂の一部を借用して 突館活動さえ充分な運営が出来なくな ったので本年

いた状態です。昭和 42年に飯塚市中央公民館が文化 4月 1日付をも って他の公民館に専任館長を任命し

センタ 内に施設され 44年度鎮西公民館、 45年度 特に分館の指導育成にあたると共に全中学校区の分

に二瀬公民館を建設し、将来年次計画を点 って、中 館行事の連絡調整をはかり、各種団体との連けいを

学校区単位の公立公民館建設計画を考えています。 密にしてその指導にあたらせるようにした。 3人の

しかし現時点に於ては、国庫補助と市財政予算との 館長の身分は非常勤嘱託であり権限については何ら

関連性がありますので、何年度に完了するか予定は 中央公民館とはそん色はない。予算執行については

ありません η 但し市民に対する平等性と公民館の必 一応中央公民館長に合議して執行させている。

要性から早急に残り 3つの公立公民館の完成を見ざ 待遇については非常勤嘱託であるが、仰の非常勤

すよう努力する考えであります。 嘱託員とは職務、内容、責任の度合い等から勘案し

公民館の規模、機能等についても公民館建設基準 て優遇構障がなされている。公立公民館職員につい

に示されている内容に基づき地威構成を考慮しなが ては市一般行政職員として取扱 っているが、今後の

ら進んでいます。設備については当初より充分な施 課題として公民館主事の専門職と待遇を改善するこ

策がなされず、これが今日の問題として残されてい とが急務である。



－ 25 －

3 社会教育委員、運瞥委員の充実 16名、二瀬、宰袋、両公民館各 10名、鎮西公民館 8

本市の社会教育君事負の定員は 5名で各地成職場よ 名計 H 名の運営委員で構成している。

り有識者で機成し、運営零員については中央公民館

2. 公民館の条件整備をはばむ社会教育行政上

の問題。

公立公民館が何如に学習効果を果し得る機能を備え 何ら措置がなされていない。一般職であるので異動も

つけておくかは常々云われています。充実した公民館 自由に行なわれ公民館主事としての重責が満足に果た

と優れた職員、財政面が充分活動に応じた予算がある、 し得ない状況にある。但し公民館主事の研修研究会に

三つの大きな柱を考え公民館活動に取り組んでいるの は努めて参加させ資質の向上には努めています。

です。 第 3に財政面については充分とはいえないが教育行

第 1に中学校区単位の公立公民館建設については前 政が行なわねばならないものについての予算確保は出

述した考え方をもっています。第 2に職員については 来ますが、社会教育団体及びこれらを対象とする行事

一般行政職員であり、公民館主事としては身分保障が についてはまだまだ不足の面が多い。

3. 今後の(生涯教育)社会教育行政をど のように

すすめるか。

男女、性別、学歴等の格差知識技術等の千差万別の に果し得る機繕を作り社会、職業意識の高揚に努め

内で生涯教育を行なうことは至難の業である。これら て人間回復を何如なる機関を通して参加 させ、現代

の社会人を対象の中で共通課題と職業課題、社会連常 社会における人間性を養うととが必要である。

性を各段階的なカリキユラムを定め、学習機能を充分

メ モ
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第 2分科会

巨盃亘 公民館の条件整備を阻む行政上の問題点

O教育行政における 予算権、 人事権の確立

O公民館機構の確立と臓員の専任

O社会教育委員の在り方

芦屋町教育委員会社会教育主事 中西勇雄

I 概要

芦屋町は遠賀川の河口に位置し、北九州百万工業

都市に隣接した面積 10.9Km'の小さな町である。町

の西端に全町のすの面積を占める航空自衛隊基地が

あり、叉柳十には、巨大な人造湖を造成して、町営

ポー トレースが月間 12日間開催され町財政の貴重

な支えとなって、現在町政振興長期総合計画の編成

が急がれ、北九州工業都市を背景と したベットタウ

γの構想が練られている。

人口 17，702入、世手普数4.，629戸

就業人口 8，147人(第一次産業会 52人、第二次

産業 1.465人、第三次産業 6，230人)

情 造 規 模 敷地面積

鉄筋コ γクリート
地上S階階
塔屋 l 地下 l階 1.666，，( 

一 階 一階

近時、社会教育の基本理念は町一般行政当局に理

解が深まり、 町行財政長期計画に明確に位置づけら

れている。

倖い、本町は中央公民館 (町民会館併用)施設に

恵まれ、施設中心の公民館活動が暫次充実して来た

が、反面事業形態が中央集権化 して、地続末端や各

種団体等における現場活動にヒズミが生じて来てい

る。

E 社会教育行政と公民館の現状

(1) 公民館施設の配置と設備の状況

O中央公民館(町民会館併用 )1館(中学校区 )

床面 積 建設年月日

2，511，，( S 41， 11. 1 

二 階|¥ ホワイヱ大ホール 図書室資料室談話室事務室他 結婚式場鐙室z寝室z会議室l実習室l談話室

面積
，，( ，，( ，，( d M ，，( ，，( ，，( ，，( ，，( ，，( 

549 1 ~島 O 51 35 60 62 28 100 も9 45 46 

収容 人 人 人 人 人 人 人 人 人

人数 700 80 1 5 30 20 60 60 25 20 

設 視 聴覚 教具¥ 備 l市 映 8務映 8務撮影俊幻灯機録音機手ZコZ土写真機放繊器図書ピアノオルカツ
状
況 数量 3 1 1 z 3 

ステレオ テレピ 出債図書 巡回文庫 照明器具

l l 6，300 も00 z組

0地区公民館 (鉄筋 コ'/9リート z階建、床面積

784，，()-昭和も6年度建設予定

0地域部落公民館z全区、 独立施設。区

併置施設 13区、無施設 5区

紙芝居

I 

1 l z 6，300 l l 

体 育 器 具

ST器具 球妓具 ユニホーム ユ { 福 島

1式 3式 z式 s式

施設補助金 (建設、補修)全工費のす以内

(限度額 1.000，000) 

運営補助金( 1区当り)平均 20.000円
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(2) 職員の現状

戦 名 教委職員との関係 性別 年令 自分

公民 館長 教育長兼務 男 63 特別職

課長 男 39 課長

公民館主事
社会教育係長

男 36 係長
社会教育主事

書 記 社会教育係 男 24 主事補

書 記 社会教育係 女 27 主事

書 dG 図書係 女 主 任

公民館職員数の推移

委員の選出区分(第 30条)

m 行政上の問題点

教育行政に対する町議会、及び一般行政部局の理

解は深ま ってはいるが、叡本的には、予算権のない

事と、それに伴ない人事権がない事が町一般行政部

局に隷属する形となっている。

(1) 公民館機構の分化、専任職員の配置=教育委員

会社会教育係と公民館職員が兼務していること。

給 与
町存職職年員軍:教存職年数委 最終学歴

等給 本 俸

114.000 8 旧師範卒

I 98.440 22 0.2 旧中卒

z 72.770 14 14 高校卒

5 34.880 3 0.2 高校卒

4 43.310 8 2 高校卒

3 75.560 0.3 旧大卒

(3) 公民館運営審議会委員と社会教育委員の充実

両者は兼務している (法 16条 )

定数 15人、定例会年 6回

年間報酬 6.000門 出務弁償 800円

(5) 一般行政部局課長段階において社会教育の特殊

性を阻む断層がある。

(6) 圏、県の行政分化整備に対応して町村行政の整

備がおきざりにされている。

(7) 社会教育委員の権威の低下

(8) 公民館と町民会館等一般施設併用に伴なう運営

上の問題

(2) 職員の指導性=社会教育主事、社会教育係長、

公民館主事を同一人が兼務している。

W 今後の社会教育行政

(3) 町行政職員の出向制度の問題=社会教育主事の

専門性は認められても、他職員の交流が激しい

~職員自体に社会教育に専念する自覚の不足~職

員の素質の問題

(4) 事務合理化、事業集約、施設統合等行政の近代

化は、地続に依処した従来の泥臭い公民館との隔

りを益々広げている。

(!) 教委委員会の予算権、人事権の独立

(2) 社会教育職員と公民館職員の専任化

(3) 社会教育主事の身分を市町村人事より雛す。

(4) 公民館長は、公民館経営の責任者としての管理

体制lを確立すること。

(5) 町村行政の長期展望の上に立った行政としての

公民館の在り方の研究。
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第 E部門 ( 公 民 館 当 事 者 )

部門テーマ 公民館経営の現状と近代化

驚異的な経済成長と社会の進展によって国民の生活

や意識は著しく変容をきたしているが、このなかで社

会教育の中心施設としての公民館のあり方について厳

しく再検討が迫られている。

全公連ではさきに「公民館のあるべき姿と今目的指

標」を作成し、時代に即応する新しい公民館像を求め

るとともに確信をも勺て公民館経営にあたるべく努力

してきたのであるが、その後の大きな社会変動にとも

ない「都市化Jという視点から社会教育の果すべき現

代的役割をさぐり、生存教育の主主事震を確立するために

第 2次専門委員会を組織して「都市化に対応する公民

館のあり方」試論を発表した。

このような中で、公民館経営の現状を謙虚にとらえ

るとともに、公民館近代化をはばむ諸条件とそれらの

第 3分科会 〔市街地 1

巨盃亘 公民館経営の現状と近代化

1 現 状

笛訟校区は福岡市の東部に位置し普は主たる職業

が農業という農村地区であったが、戦後急速に住宅

群が立ちならび自然各種の職業の人達の流入により

住宅地区と変っている所である。(世帯数約 4700、

人口約 18000) 

昨年の公民館での事業で主な学級、講座の状況を

紹介すると

1) 成人学級(文化講座 )

(主旨)今日の社会が急速に変ぼうしている現状

で住民の学習要求も多様化しているその要求に少

しでも役立たせるため。

(内容)政治、経済、文学、科学、法律、歴史、

美術の七分野について最も分りやすい言葉で身

近な内容のもの。

2) 老人学級

(主旨)医学の進歩等により平均寿命が伸び人

口構成が老令化し今後は老人問問が大きな問題

となる、余生を楽しく生きる支柱を求めようと

いう要求に少しでも役立たせるため。

(内容 )政治、経済、健康、社会保障、文化財、

園芸等老人に直接関係のある身近なもの。

3) 青年学級

(主旨)青年の願い、それは何でもやりたいと

打解方策について、とくに中間試論と の関連において

研究討議する。

討議の柱

1， 公民館事業で住民の教育要求をどう組み立て実

施してきたか。

1 公民館の事業をすすめる上での阻害条件。

a 公民館近代化の方策について。

(1l 社会教育法の改正と公民館

(全公連第 2次中間報告をめぐって )

了、公民館の必償制l

イ、職員の身分確立

ウ、公民館設置基準

福岡市公民館主事高木明章

いう向上心にささえられた生きる歓びであり仕事

いう向上心にささえられた生きる歓びであり仕事

に情熱をもち、よく遊びょく さ芋び完成された青年

左なる共通の願いに少しでも役立っため。

(内容)一般教養 (身近な問題の話し合い、フィ

ルム フォーラム等)野外活動、レクリエーシヨソ

(登山、ダ /7-等)

急速な社会の変化は対処して生がいのある生活を

営んでいくためには教養を高め、社会kの連帯を深

め、うるおいのある生活でなくてはならない。その

ために学校教育にとどまらず、たえず学習し新しい

情報を吸収していく生淀教育の必要が生じ人々に経

済的な豊かな生活と余暇時間との増大と相まって学

習への要求がいよいよ高ま っていくととが考えられ

る。

即ち社会構造の変化は日常生活をも大きく変化さ

せ、住民の要求は多様化し分化し更に進学率の向上

から高度化していく、このことは教育の内容も叉そ

れにこたえる豊富な内容と高度の内容でなくてはな

らない。

他方平均寿命の伸びは日本の人口健成が老令化し

高令者の学習要求が新しく生れてくる。

それに産業経済の高度成長はあらゆる職業分野に

変化をもたらし、日常の職業に対処していくために
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は学習要求が一部の職業、一部の階層から、あらゆ

る職業、階層へと広が 4 ていく 。

以上学習要求の内容が多様化し分化し、そして

高度化しており、加えてその対象が鉱大している今

日では公民館経営も従来の態勢、手段方法ではなく、

現状から脱皮したものでなくてはならない。

経営の近代化をはかるにはどうしたらよいか難し

い問題であるが、とれから先考えなくてはならない

大きな問顕である。

ここに一つ付け加えたいととは主題にいわれてい

る近代化左は、どういう意味かは 勺きりしない。現

状をふまえて、その近代化が必要かどうかという所

からも 司ていかなければならない。そのために徹底

メ モ

的に現状をつかなければならない。そうでなければ

近代化の必要は起りえないし、近代化の内容もあい

まいなものとな って来る。

主題にほ近代化を実際に行なってい く上での間関

点、支障点を提起するようにな っているが、私はそ

の前の段階で現在の公民館は果して現代社会に適応

していないのか、近代化する必要があるのか、そし

てその近代化はどういうと左か、若し近代化をはか

るとしたらその方法はどうLt~らよいカを提起したい。

先に述べたように公民館の現状を徹底的に分析す

ることから始めなければならないと思う 。 しかる後

に近代化への問題点、支障点の問題が出てくるとと

になる。
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第 4分科会 〔都市近郊】

I r~9 IUî t~~ I r公民館経営の現状と近代化 J
大野町中央公民館長 井原信一

l 現状 性を持つ|まどか運動」もこのような背景をもって

大野町は現在、面績 2，69 4ha 、 民31 7世予告、 情想されたものである。

32，3 05人の人口を擁する町である 4 阻害条件

しかも、まさに ー京帯水の感をも って福岡市に接 本町の場合、阻害条件として次のものが大きくク

している。地用的には、福岡市から筑後平野に至る ローズ7 、y プされている。すなわち、本町の通勤者

最狭隙部を形成しており、このため、国道 3号線、 にとって、本町は単なる憩いの場、睡眠の場でしか

県道下臼井 ・水域線、福岡 ・二日市線が南北に貫通 ないという事である。(第 3表)、(第 1図)また

し、今また、九州縦貫高速自動車道路、福岡南イン 核家族化した社会構造にも問題がある。(第 2表)

ターチヱンジ、同バイパス等の建設が計画されるに 本町の世帯情成は、 30年以降その平均人口が3.9

及んで、急速に近郊農村の性格から脱皮して、まさ - 4.1人と殆んど変化していない点、また、人口増

しく|都市化Jの渦中にある。しかも、九州縦貫道 が、自然婚でなく社会移動による流入人口であると

の 4$l年開通を後に、 ひいては 50年の山陽新幹線 とは、今後の社会教育を進める上に大きな波紋を投

の博争乗人れを境として、 70年代における本町の げかけているといわねばならない。

都市化は、 一段と高まるものと考えられる。 5 今後の問題点

2 戦後のあゆみ 経済の驚異的成長の蔭で、エコノミックアニマル

終戦以前の本町は、ま ったく純農村地威であった がショッキングな響きを伝え、人間としての高い理

が、戦後は特に、本町の中央部に位置する白木原地 想をも失なわせつつあるという憂うべき現在、 「生

区一得が板付基地に駐留する米軍キャンプの門前町 涯教育としての社会教育Jと叫ばれるよ うになって

とLて、影を一部にとどめているが、この問、直接、 可成りの時間が経った。 しかし、全般的には 10年

間援を問わず、駐留米軍が地元に与えた影響は大き 1日の感ばかりで、確信の響きを伝えてはくれない。

く、中でも青少年の非行化に拍車をかけた事は否め 学校教育のそれと比較して、余りにも空しいばかり

ない。この結果、この白木原地区を中心として青少 の諸条件が多過ぎるのではなかろうか。職員の不足、

年非行防止活動が地緩ぐるみでとらえられ、今日な 施設の貧弱さ等々。この現伏をもっで、 70年代に

お町の重点施策として取り組まれている状況である。 対処するには思い切った行政情置が必要ではないの

一方、福岡都市圏の鉱大に伴ない、しかも地理的 か。第二次専門委員会中間報告にもあるように、社

条件も加えて、急速な都市化、或は交通要衝の町と 会教育法を改正して、公民館の近代化を図らねば、

して様相をー変しつつあり、これが更には、社会構 情報化時代といわれる 70年代に対処する事は不可

造の変化という極めて重要な問題を投げかけて来て 能である、と思うのは私ひとりではあるまい。

いる。(第 1表)ここに所調、人間疎外感の拡がり (第 1表〕 農地転用状況 単位制

や、社会連帯感の欠如という放置すべからざる問題

が生まれている。現在既に、新日住民の割合いが 7

3だといわれ、これらの間には相互に、日常接触

のなさと意識のづれが見られ、排他性等も交措して、

解決を急がれる大きな課題に当面している。

3 教育要求の把握

このような状況の中におかれている住民にとって、

快適な社会生活は望むべくもない。この問題が深刻

化するにつれて、住民の聞には「人間関係を改善す

るj意識の芽生えが見られるようになり、ひいては

強い要求となって出て来たのである。それはあらゆ

る会合の場から様々な形で持ち出されて来たo ここ

で「人間愛を基調とした社会教育の推進jが一つの

指標として実施されている、住民運動としての特異

訟宅全 住宅 商業 工業 その他 計

昭和39年 85，983 2，657 25，236 66， 74 4 180，620 

40 83， 197 11，157 13，137 19，821 127， 312 

41 150，320 2，125 13，821 4;;804 214，070 

42 110，723 8.742 15，085 63，138 19，688 

43 1 79，045 1 1 6， 792 11 3，0 4 8 1 43，305 1252，1 90 

(第 2表) 人口(園調) ※41年以降は登録人口

年 次 世帯数 人 口 平一均性人格口 1 Km'当り

大正 9年 699 4，217 6.3 158 

|昭和 5年 749 4，622 邑2 172 

15 960 民701 且9 212 

25 1，928 l凪192 5，3 379 

30 2，691 l主308 4.9 496 

35 3，493 15，707 4.5 583 

40 邑086 24，208 4.0 899 
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年 次 世帯数 人 口
一世帯

lKm'当り
平均人口

昭和41年 6， 967 26，066 旦7

(第 5表) 社会教育費の推移

年 次 社会教育費験保体う つ ち施設費

昭和40年 且829，176
42 6，692 2U  76 4.1 

41 仕192，360 1，07凪000
43 7. 2 65 29，:; 86 4.1 

42 6，277， 889 625.000 
44 7.815 31，048 4.1 

43 4，619，153 796，000 
45 邑317 32，30:; 

44 16，99凡921 13，232，360 

(第 s表) 交通機関利用状況

年 別
国 鉄 西 鉄

水域~ 白木原駅 下 大 利駅 白木原駅

45 4 2，8 0 s.o 0 0 13，804，000 
(550主力中公(799万〕内レ

(第 6表) 区公民館建設補助状況

昭和36年 153，859 839，530 1，389，112 条 件 受益者負担 町負担

37 176，821 56，224 899，725 1，4 n 155 
38 207.950 93，866 926，005 1，528.255 

100冊の以に対上 I150万円まで 全額
新 築 のも

して I 150~600 万 す t 
39 23，268 128.235 1，00凪688 1，642，594 

40 247， 919 268.130 1，052.459 1，720.240 

41 249，117 318.355 1，033，976 1，665.44 6 

42 262，556 312，236 1，059，212 1，708.158 

(第 1図) 就業者 ・通学者流出入状況(40年園調)

土首 築 す す

議震
3万円以上 100万以下 + す

建のえ坪面な積のい4倍超 I 100万円まで 全額
敷 地 zの|削~500万 す す

敷地鉱張 3，3 ""当り 2万円以内 す + 
(第 7表) 社会教育施設整備 5カ年計画

0... ~趨
fliI.. ¥iSTT/ ，吋是認

ネ史 44 45 46 47 48 

中央公民館 用地取得建 設

青化セ少ン年タ文ー 改 装

町民プール 霊地取喜
総グラウン合ド 用地取得

体育館 建 設

鳳内市町"

青図年書の家館 詐取~ I

大 野 町各区公民館一覧表
(昭和“ 2末現在)

喬号 館名 所在処 世網野敏博会会 人口 E十 ー聖地面積 ..何年月 建物面積 Il寮年月
調色

繍 要 備考

a 牛 鱗 1'~7~ '" ト→f十 tH.~ ."押 昭れ叫 2~ o. l'B' 昭 34.9 区共有 区共有 住図中吉繁太a遣g すす

宮下大利 '" "・ト44十 3，346 4511.8唖 ， 3.. e uuo " S 112 町有 町有 情嗣圃".、，
2 白木原 "酢-"， 1，111 ト器4- <0・0 :;44.4$ ， 38. 7 l!8 ~28 ， ，且 t ， ， 鳩鴨幅

-瓦 国自7争、-， 1.142 トす註4- 4.1134 4由也自由 ， ，且申 'l'H.8!1 ， 8&1宮 ， ， 

品下筒井 刊日 .‘' ト→3十 "・4 233.00 i 84..5 E曲".， U.l 附録ー三 区共通

。山 園日付 '" 卜寸詩f- .，.‘a ¥1116.00 ， 88..5 111 LI 0 .， 39 7 町有 町布 噂敬地副m幅JJ圃
?線制限 s丁目" '" ト斗3干 L417 410.51 ， 40. 8 ，..量。 ， 40. 3 ， ， 

8 栄 町 s 丁目 4 '" 十-42十 L宮" 812.16 .， 4 L 11 13:1.:'0 ， ，可， ， ， ， 

ー上筒井 "・ '" 卜守莞i- &317 
715--2 畠O也"， ..由 108.75 ， ，且自 ， ， 腎年タ予プ転用

刊上 大利 "争司-， '" ト寸2十 1・.・ 1.071.00 ， H.12 '"晶宮 ，.， 44.12 ， ， 鉄筋ヨ省建衛策(会商ケ由

" 中
..島、-，. 

8・・ト寸i十 I..'H 20183 ， H.7 "、"大， ， 区ー鴛共町有有I ， 青年Pラプ転用 新築!t偏147-2 

"釜 董量制 '" トす33- 1，00官 31108 ， 38. 7 7量由。 ， ， 区共有 町有 ， 術情幅

"乙 金"ト2 4・.寸詩十 2.037 $7 3.87 ， S8.12 自色官官 昭8O' ， ， 

..井のロ u.，....!:~ 2・8ー一一主・主0主5一 ". 1 IIlI.l 7 ..， 4U2 1自'" ， 44.12 町有 ' 衛策二鱒建

..仲 島'" '" -ーすS吉8す4一 '" 16 LOO 明 ". 7且"'大.， 区共有 ， 腎年9ヲプ転用

"畑 信 84l----!山旦土『 '" 新築酎画

It 亀'"一百..，百.「. 32，18~ 't134;由7 "官'"

ヒと二ーで 日一一一-4iS- .. 
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第

1 大和町の概況

筑後平野の一部にして福岡県の南部に位する、東

は矢部川西は盗塚川を有し南は有明海に臨む。総面

街 IB'ド方Kmを有する長方形の担々たる平地である。

人口は ~O.~ 1 1人、 3， R3~ 世帯で町の中央を西鉄線、

凶道が走 り交通の便は柑めてよい。県内でも有数の

機械化された農業地帯だといわれ、町の南部は有明

海にiliiし海苔の養植が'Mrんで有明海沿岸随ーの量産

を誇っている。

2 教育施設の状況と公民館の現状

教育版設としては小学校 6校、中学校 1校、 幼稚

園入保育園 4、中央公民館、青年研修所と 6地区

公民館(併置)を持っている。

(1) 社会教育職員情成

社会教育主事 1名、社会教育係 1名

中央公民館長 l名、公民館主事 1名

管理人 1名

(2) 社会教育委員 5名、運営審議会 20名

体育指導委員 9名

(3) 公民館事業の現状

L 本町の目標は

O青少年の健全育成

(健全な家庭、よりよい社会環境)

O新生活運動と公民館充実

O社会体育の振興

O交通事故の防止

2 公民館の目標は

大和町教育委員会社会教育主事 問中衛次

a 公民館の事業は

公民館経営の近代化を望むとすれば・ E・e・確立した

目標を策定し積極的に事業にとり組み、職員の自己

研修による質の向上は勿論のこと行事にふり廻され

ることなく正しい社会教育の理念に立って、住民の

教育要求を受けとめ地成の実態に即した事業の組み

立てこそ、急速に変ぼうする現代社会における公民

館近代化への道ではないだろうか。 1公民館はその

役割を果しているだろうか。 z住民要求を教育的に、

果して受けとめているだろうか、一つの課題といえ

よう。

3 M漁村における住民の教育要求

住民の意識 ー 住民は純朴であるが社会教育に対

する認識度は一般に比較的薄い。併しながら近年は

公民館活動の活発化によ り上昇の度を加え意識向上

の傾向にある。

教育要求…地威性と住民意識からと思考される

が、子どもの幸せを願う共通的な心情即ち青少年教

育の問題であり領城としては家庭教育にしぼられ青

年教育と子ども会等団体育成であろう。(家庭教育

学級、成人教育 (学級 )青年学級、子ども会活動、

スポーツ活動)

4 公民館事業をすすめる上での問題点

(11 既成団体への依存…・・公民館にとって基本的な

使命の一つである教育機能の場をはたす各種学級、

講座が地域団体への助力なしには成り立たない状

況にあるこ と。

(2) 職員体制…… 4名の職員、人口 20，000人に対す

る生涯教育の任にあたるという負担は大きい都市
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化の進展に伴って住民の教育要求は多様し複雑し

てきた今日それに対応しうる社教行政の体制lの確

立が急務であり課題である。

(3) 施設々備の問題

急速に変ぼうする現代社会の中にあって生涯教

育の中心的機能を果す社教施設の充実は急務であ

る。その他いえることは、

O社会構造の変化に伴う事業えの参加に困難性が

見られること。

0科学技術の進歩に伴う消費生活がもたらす共か

せぎの問題。

5 公民館近代化の方策

(1) 現状と将来構想は・ ・・現中央公民館はかなり老

朽化し狭少である、教育の場としての機能が発律

されない、体育行事は学校施設の借用をまつほか

なく館外活動が多く公民館己責築を総合体育施設の

建設の要求は関係者の希望である。この実態に則

して施設(公民館、体育館、 グラ γ ド、 プ ーノレ)

の建設を促進し、町内公民館と連けいした活動を

はかりたい。これは行政計画として近年のうちに

は実現するであろう。町内公民館の建設について

は新築 1階当り 30万円の補助金制度がある。

メ モ

(2) 職員と指噂体制jの強化 ー…施設と共に人的充実

が必要なことは云 うまでもない。現体制は充分で

なく館長を常勤専任の必置制とすること。それに

職員の増員

(3) 経営方法の研究・ ー・近代的公民館経営方法を考

察するとき 「公民館の中心的機能は住民が個人集

団でも って自らの生活向上の学習活動とその指導

体制づくりであるjといわれる。そのためには具

体的にどのような経営を実施するか。これからの

公民館人は更に研究を必要とする。

(4) 変容しつつある住民の生活意識、教育要求を杷

あくするため実態調査を実施して社会教育事業の

長期計画が必要である。あわせて公民館に対する

行政者の理解を望む。

おわりに

従来実施 してきた公民館活動は当時者の経験を中心

に行なわれてきたことを反省しながら今後更に発展充

実し、社会の変ぼうと高度で多様化した学習欲求に対

応し現実をふまえて公民館の近代化 と住民の生活文化

の向上に役立つよう努力していきたい。
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第 E 部 門 (公民館利用者}

部門テーマ 地域住民(公民館利用者〉と公民館

公民館は地域における住民の日常生活に結びついた 卒直な意見や提言を期待し、 70年代における公民館

総合的な社会教育センターとして、地践活動の拠点と のあり方について展望してみたい。

して、また住民の自主的な学習をたすける場として、 討議 の 柱

20年の歩みをつ Yけてきたが社会の急激な進展にと 1. 公民館を利用する場合にどんな問題があるか。

もない、従来の地続共同体が崩壊し、連帯意識や自治 主 公民館を利用する立場から公立公民館に何をのぞ

意識がうれる傾向の中で、しかも多様化し高度化する むか(実施してもらいたいこと)

住民の教育要求に公民館はどう応えていけばよいのか。3. 施設、設備、職員に対して何をのぞむか。

そのための公民館事業のあり方や、施設設備のあり方、 4 これからの公民館は利用者側lからどのようなもの

職員の問題等について、公民館を直接利用する方々の であってほしいか。

第 6分科会〔市街地〕

巨璽百 地獄住民(公民館利用者}と公民館

北九州市立折尾公民館長 池田一積

1 公民館事業で住民の教育要求をどう組み立て実施 定員をはるかにオーパーする状況である。

してきたか。 (2) これに反して、館側として、時代変ぼうに即し

教育要求を組み立てるということは、基本的には た必要課題として組み立てた高度の事業に対して

急激な社会変ぼうの中で、地威住民の生活課題や地 は、利用者は定員を割る場合が多く見られる。

域課題に対して教育的視点、から学習課題として再編 (3) そこで、館側では、利用者の多い、いわゆる無

成することとなるが、そのためには、公民館側が、 難な方向へ傾斜する傾向がでてきている。

住民の生活課題や地成課題をいかに把撮するかとい (4) しかし、料理の場合でも、 I食生活の合理化J

うことが非常に重要となる。 などを織りこんで、考える婦人の啓発に努力して

館側lの洞察力も勿論必要であるが、精密な科学的 いる。

調査活動が必須の条件となる。 (5) 受講生の半数以上は、はじめて公民館に来ると

私の館では、住民の教育要求を、運営委員会の委 いう新陳代謝が見られ、閤定化はしていない。

員や、各種事業)こ対する参加者の意見を参考に しな 2 公民館の事業を進める上での阻害条件

がら組み立てているが、これだけでは勿論完全とは

)考えていない。やはり、組織的、体制l的調査活動が

必要であると思う。

事業については、具体的には各種講座、学級、討

論会、講演会、図書資料の収集、体育、レ夕、ある

いは各種団体の調整などあるが、定期講座(公民館

講座)に例をとって住民の動向も併せ説明するなら

ば、

(!) 教育内容が、趣味、技能、職能的なものに利用

者が集中する傾向が見られる。料理、あみもの、

フラワーデザイン、英会話、速記、自動車整備等

(1) 調査活動が活発に行われていない。

(2) 広報活動が不足している。

(3) 講演会、討論会等のための費用が充分でない。

(4) 展示、資料が不足している。

(5) 視聴覚教具が不足している。

(6) 図書が不足している。

(7) 施設、設備が老朽化している。

(8) 職員の研修が充分に行われていない。

(9) 各種団体のリーグ講習、及び各種団体左の連察

活動が充分に行われていない。
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巨蚕豆2 地域住民と公民館

(1) 市公民館の問題

1)設置場所

2)広報活動

① 参加方法

②事業内 容ー経過報告

【2) 校区公民館の問題

1 )社会教育団体との提携

① 地威婦人会

メ モ

久留米市主婦 岡村朝子

② PTA 
① その他

2)施設の鉱充- 2.3グループの同時利用

3)利用者数~利用者層のアップ

(3) 企画への要望

1)郷土史~郷土文化遺産等の講座を(市)

2)年代別グループ活動の助成(校区)

3) 姿勢として積極的に教育する立場で企画実施し

て欲しい。
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第7分科会 〔都市近郊〕

巨量百 水巻町における公民館事業の現状と諸問題

。 町の概要

0位置 北九州市の西部に隣接

O人口 2i 82 8 

0世帯数 i40.5 

O面積 1o.79Km' 
0特徴産炭地続

O構成 日本炭鉱従業員

商工業者

農業経営者

一般勤労者

。 公民館施設並びに職関体制の現状と問題点

0公民館施設

中央公民館(町民会館を併用)

・昭和初年 10.月に設立

・延面積 1，0. 8 0. 111' 

O施設機能等についての問題点

施設の目的が町民会館として建築されており、

公民館としての線能的要素は不完備である。

0職員体制

・公民館長 1 (教育長が兼任)

・社会教育係長 1 (公民館主事兼任 )

・社会教育主事 1 ( // 

当町における社会教育実動職員は 2名であり、

昭和 44年度の調査資料による筑豊地区 24 ケ町

村の人口合計約 86万 6百、社会教育職員合計

10.0.、職員 1名当りの平均住民数約 s千 6百に対

し、当町は職員 1名当り約 1百s千 7百である。

。 公民館事業の現況と問題点

公民館事業の目的は、住民の教育要求に基いて、

自主的に計画実施すべきであると思うが、昭和 44

年度に実施した主な事業を挙げ、問題点を考えたい。

0学級、講習会、研修会の主なもの

・中央婦人学級 (年間 10.回、人員 78人 )

・商工婦人学級 (年間 6回、人員 80.人)

・老人学級(年間 8回、人員 35人)

・家庭教育学級 (小学校区単位 4学級 )

・町の政治をみつめよう学級(地区、グループ

単位 7学級、各年間 6回 -10.回 )

・子ども会育成指導者講習会…… 6月)

.地区公民館役職員研修会…… 5月

・子ど会並びにλポーツ少年団リーダ一野外研

修会…… 7月(1泊2日)

水巻町教育委員会社会教育主事 培永竜之

O主な恒例行事(大会的なもの)

・社会人野球大会(5月、 20.チーム参加 )

・青少年鏡書大会 (6月、 265チーム参加 )

・少年野球大会 (8月、 22チ ム参加)

・体育の日体育大会 (10.月、 680.名参加)

・青少年珠算大会(10.月、 240.名参加)

・町民マラソ Y大会(12月、 42名参加)

O上記に列挙した公民館事業を検討しながら、 今後

改革すべき点を考察してみると

・既成団体を対象として中央化している婦人学

級、老人学級については、地続単位に開設さ

れるよう促進すべきである。

・都市近郊町として、勤労青少年に対する学習

の場を創設すべきである。

・住民の文化的教育要求に基づく、 公民館講座

を開設すべきである。

・大会的恒例行事については踏襲化されている

きらいがあり、教育効果に基づいて取捨選択、

内容を改善すべきではないか。

。 公民館活動発展促進のための条件盤備の要点

・公民館職員の適正配置。

・公民館施設の教育的機能化を図るための設備

の整備。

・公民館事業費の大巾精額。

・地区(類似)公民館施設の設置促進と既設施

設の教育機能整備に対する助成。

。現在公民館活動の進展を阻害している踏条件

・エネルギー革命により、日本炭鉱若松区移行

による財政事情の悪化。

・勤労者住宅都市計画による投資事業優先の影

響。

・町行政当局の社会教育に対する理解度の問題。

。 以上まとまらぬまま概略的に問題点を抽出してみ

たが、まだまだ解決されない問題は山積している。

専門職員であるべき社会教育職員が一般行政の人事

移動の対象にされていること一つを取りあげてみて

もしかりである。

ことあるごとに、 公民館職員や社会教育職員の位置

づけや身分保障について叫ばれ続けてずい分長いが、

その実現すらみておらない今日、社会教育にめぐ

る諸問題の解決はまだまだ程遠いようである。
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|問題提起 2I 

地主主住民と公民館
篠栗町婦人会長 藤キクエ

① 篠栗町の概要

面積 :l9 Km' 

世帯数且540戸

人 口 14，670人

学校数中学校 1 小学校 2 (分校 1) 

青年団 団 員 120人(加入率3.4唖)

婦人会会員 1.250人(グ 3 5. 3唖)

④ 利用する側からの問題点

無施設の時代は社会教育全般が分館主体に行なわ

れていたため経費の細分化による有名講師の招へい

難、参加者の人集め灘により学習態形、内容とも貧

弱なものであ った。幸い町当局議会の決断によ って

巨額の町費を投じ完備された施設を利用することが

でき社会教育全般に活気がみなぎり、青年、婦人団

② 篠栗町中央公民館の概要 体の活動も拠点を得ていちじるし く活発化した、 こ

昭和 44年 4月 10日竣工 こでは利点をおき当面す る。或いは、今後推則され

鉄筋コ "/?リート 2階立冷暖房設備 る問題点を挙げて、御指導を仰ぎたい。

延面積 09且36m' 1. 社会教育法第 22条 7項の「その施設を住民の集

室 数 1 4室(内学習、集会使用可能室数10密 会、その他の公共利用に供すること」と「社会教育

運営の苓本方針学習集会を数多くもち社会教育 実施の場jとの比重が均衡を保てるかどうかの問題

の底辺を鉱げ町民融和相互理解 (行政上の会合が優先するとの考えがあるのではな

の場を作 り地続共同体意識の確 いか。)

立につとめる。 2. 教育効果の大きい「展示Jをどのように行こうか。

町予算の中から教育的広報的或は教養の向上学術

文化の振興に役立つ展示物を整備するととは困難で

ある県当局に展示物の「斡旋センターJの性格のも

を作られ展示物品名、{昔用または頒布の方法、必要

なものについては借料等を掲げた目録の発行を望み

たい。

③ 公民鎗で行なわれている学習活動

ρ寸"一- 習 名 対 象 学 習 生 開設日数 学 習 内 H甘， 

中央婦人学級 30-4 0才婦人 8 3人 年間)0回 賢こい母親になるためlこ家庭の入院関係

若 妻 // 20- 30才婦人 5 5 // // 子供を健かに育てる幼時をもっ母親

政治経済 // 婦 人 8 7 1/ // 町政、家庭生活合理化

中 老 戸寸崎ー 級 4 0才以上婦人 7 0 // 年間呂田 家族に緩まれる姑になるため

中央栄養保健学級 // 7 0 // 年間 10回 家庭健康管理、バラ γスのとれた栄養実習、栄養学

教 養 四ヲー 級 青 年 3 5 // // 青年に必要な教養

料 県 グ // 2 0 // グ 栄養を主体にした日常惣菜

ダンス教室 グ 3 2 /1 年間20回 社交ダ ンス婦人も参加

i!J 道 // 般 2 2 // 毎週一 回 毛筆、書道

茶道 dグ // 2 5 // // 珠光流茶道

詩吟 // グ 1 3 // dタ 亀井神道流

揺 幽 // 4ア 9 // dア 観世流

ニ絃 // グ 2 9 // // ニ味線の基礎から

盆放水石 // グ 3 [) // 4ア 盆栽の育て方、水石の観賞
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第 8分科会 〔農山漁村〕

巨量日 吉富町公民館事業の綴要

1 地域の特性

① 地威的条件に恵まれている。

② 職種が農、漁、商、工雑多である。

③ 専業農家、漁家、商家が少ない。

@ 町の中心部に公民館が位置し、町文化の中心地

点にある。

2 住民の教育要求とそれに対する事業の実施、

内容について

① 大別して 7つの部門を考えている。

⑦青少年教育部門

@婦人教育グ

。成人教育 ， 
e老人事育グ

@視聴覚教育グ

吉富町公民館長 松本 一

。保健体育部門

① その他の部門

o新生活運動事業

冠婚葬祭の簡素化事業

O老人福祉事業

福祉事業の充実

O社会事業

児童遊園の設置促進

吉富公園の建設

部落公民館の建設促進

3 公民館事業を進める上での条件

O施設に限度がある

O職員構成の問題

巨空自 嘉穂町における現状と利用上の問題点

私は嘉穂郡嘉穂町に在存する主婦で大塚都と申す者

でございます。嘉穂町は飯塚市より国道官 11号線にそ

って日田市に向って走ります左車を田川郡山田市、南

を朝倉郡に堺する戸数8，060戸、人口 14，040、農業

1，479戸、商業 1，709戸、其の他の町でございます。

面積は 88.75平方キロで大変広い町でありますが、こ

れは昭和 30年に旧大限町、千手村、宮野村、足白村

の4カ町村が合併して千手、足白、宮野の朝倉郡に接

する山縁地帯をかかえ込んだためであると思います。

従って人 口の集中度は旧大隈町が約半数以上、他の 8

カ町村が半数以下という面積と人口が比例していない

所に多くの問題をかかえています。町村合併から 15 

年、地域恨性を無くして早く融合して一体の町を作り

上げるためにも中央公民館の設立を待望していたわけ

でございますが、その公民館がついに昭和 43年 8月

完成を致 しました。過去私達の会合、研究の場所とし

て使用しておりま したのは、町の教育委員会の横にあ

ります中央集会所でございました。 日本間 1聞とそれ

に大会議室だけでありまして、そこで婦人会、青年だ

けでなく、町の色々な団体の会合がおこなわれていた

ものでございます。会合がだぶるような事がありますし、

狭い入口、其の他施設上に色々不便な函も多かったの

ですが、今度出来ました新しい公民館は小高い所で後

の方は山の緑を背景にして大変滋付いた環療に出来上

嘉穂町主婦 大塚 都

がりましたし、建て坪も 779，270酬で堂々たる大変立

派なものでございます。大会議室 1 小会議室 Z 視

聴覚室、調理室、結婚式場、青年婦人室、図書室、日

本間で、出来た当日は大変広々として立派なものが出

来てもったいない位だと思っていたものです。然 L2

カ年近くなった今は公民館利用について色々考えさせ

られる事が多くな りました。其の第 1は月を重ねる毎

に公民館結婚式が多くな った事でございます。これは

生活改善のため、大変結構な事でありまして、この事

は反対するわけではございませんが勿論結婚式は好季

節に集中致しますけれども 1日に多い日は 2組も 3組

も重なる日が多くなり、公民館結婚式場とな って

てしまい、ほとんど部屋がふさがれてしまいます。

片限の部屋で研究会、一方では宴会で歌が歌われてい

る。そんなに都合よく出来るわけもありませんし、結

婚式のある日は研究会他、色々な会合をさけなければ

ならない事になります。今、公民館職員として現在主

事さん 1名、若い女の方と男の方各 1名づっで計 3名

おられますが、結婚式当日は其の準備、進行、接待、

後片付けに s名の職員の方がかかりきりで、大変お骨

折の様で本当にお気の毒な事だと同情致してお りますl

そこで私達が今考えております事は、公民館結婚式は

大切な事でございますし、続けなければならないと思

いますので公民館、 結婚式場と 一般公民館活動の場所
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を別に設定する必要が有ると思います。そして結婚式 年より主事さんのお力添えで民謡クラブが生まれまし

場があいている時に他の活用の方法を考えるようにし、 た。家庭の雑事をすっかり忘れて楽しいひとときを過

中央公民館そのものは、一般研修、いろいろな会合、 しておりますが、片隈の山村であるがためにもっと色

相談室として利用出来るようにして公民館活動の目的が 々なクラプを作って欲しいと思います。そして色々な

達成されるようにならなければならないのではないかと 人々が仲間を作り教養を高め、趣味を育てて量豊かな人

考えます。結婚式場での係についても主事さんがなさ 生を育てたいと願っています。最後にこれは欲かも知

らずに別に世話をなさる方を工夫しなければ(例えば れませんが、せっかくすばらしい立派な公民館が出来

旧町村に四人の主事さんがいらっしゃいますので、そ ておりますので、冷暖房の設備を追加していただいた

の方達を生かすなど)して公民館の職員は結婚式職員 ならもっとよくなるのではないかと思います。色々と

となり、公民館は結婚式公民館となりかねない形にな お金のかかる事ばかり申しあげましたけれども私がい

ってしまうのではないかと思われてなりません。次に つも考えている事をのべさせていただいて終りと致し

私達は、役員会、婦人学級、政治学級、その他色々な ます。

会合に公民館を利用させていただいておりますが、昨

メ モ
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第 N部門 (部落町内公民館関係者)

部門テー マ 部落町内 公 民 館 の 性 格 と 役 割

部落田I内公民館の実態はさまざまである。公立公民

館なみのデラ ッ クスなものから、 公会堂~íIの転用のも

のや、全 く施設をもたないものもあり 、これが運営や

活動実態にな るとまさに千差万別であろ う。呼称につ

いても分館、小地区公民館、町内公民館、地区公民館

とこ れ空た健維である。

部沼町内公民館を公民館と呼称す る|恨り 、あくまで

社会教育随a没としてとらえ、その教育的役割を強調す

るか 、 rm~再町内公民館の本質は部落組織のOO}~"i，であ り

地域づくりの中心である。従って教育的事業が副次的

になるのも 11:む を得ないとするとらえ方をするか、そ

のとらえ方によ って部落町内公民館の性栴、内容は大

きく変 4 てくるだろ う。

しかしながら、はげしく変貌する地域社会にあ って

住民の絞も身近な利用しやすい施設として、また地域

のl'llf-!に住民をfi'i極的に参加させ自治意識を育て市民

第 9分科会 〔都市 ・近郊〕

性を養ううえからも部落田I内公民館のもつ社会教育的

な役割は今後ますます、1TI要なものになると思われる。

このときにあた り、類似施設としての部落公民館の

性絡や役割、ならびに'JI業や運営のあ り方について改

めて検討をおこなうとともに、頬似施設の育成に|刻し

て公立公民館や行政の果たすべき役割についても明ら

かにしてみたい。

討議の柱

L 現代社会の中でもっ部落町内公民館のもつi在、味は

何か。

2， 部落町内公民館と郎務、町内会との関連。

3 部落町内公民館の事業と運営。 (自主的運営の確

立)

4. 公立公民館と部落田I内公民館の関係。

5. 行政における部落町内公民館に対する条件整備。

巨豆国 昔日落町内公民館の性格と役割

l 直方市における公民館活動について

(Il 急激に変貌する社会に対処する社会教育への強

い要計iにJJiづき教育委員会は社会教宵委員に白一方

公民館のあるべき体制について諮問 した。

121 これに応えて社会教育委員は大要次のような内

容の答申をした。

(イ) 社会教育行政の機構整備と機能の充実

(ロ) 公立公民館と地域公民館の役:ヰIJ

(ベ住民の公民館活動の望ましいあり方

(ニ) 将来の民望と要"I!.

(:l) 教育委員会はこの答申を全国l的に録択した

2 公立公民館と地繊公民館の性格並びに

役割答申の中で性格笠びに役割を;欠のよ

うに述べている。

(1) 公立公民館の性栴

公立の公民館は社会教育を機能的に果すととも

に、住民運動と併行して・J(業を行なわなければな

らない。従 q て、'1'央公民館の機能の本質は、教

育機能の枠内に止ま ること なく 、地域公民館を網

縦 したところの活動を展開するところにある。

(21 中央公民館の地域公[(館に対する任務

中央公民館は地域の公民館に対し、;'lfT:ーをも 勺

直方市中央公民館長 清水治国

て指導と助言、及ひその他の援助を与え、住民が

公民館活動をよりよく推進できるように努めなけ

ればな らない。

(3) 町内公民館の意義

町内の公民館の存在忠義は、住民の自治意滋の

上に立って、行政に対し町i極的に参加できるよう

住民運動を展開するところにある。

(.1) 町内公L己責nの役'，I;;IJ

町内の公民館は、社会A-1i-r性に立 って、住民の

生活要求をj筒す とと もに、社会教育を推進する。

(5) 町内公民館における社会教育

町内公民館は、住民i'1らが進んで社会教台に参

加1できるよう 公民館活動の版闘を図るべきである。

3 自治会 (町内会)と町内公民館の関連

(1) 従米の占い地威共肉体としての1'1治会は新しい

コミュテイに改編されなければならない。その主

動的働きをなすものが町内公民館である。

121 向治会と町内公民館の関係は地方自治体におけ

る市長部局と教委と の1¥¥1係で社会教育の広場から

取組んで行く 。
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4 町内公民館の運営と自主的な確立について

(1) 町内公民館は公の支配に属さない向主的運動で

あるという誇りをもつような考え方をつくる。

U1 市民として公立公民館に対し助言と指導を求め

子ことができることを知らせる。

5 本市における町内公民館の実態

111 校1><:公民館数 1 1 町内公民館数 7:l 

(~ I .，.j. (1公民館長を持つ自U ~5 

自治会長と兼任のll1i 4H 

(:31 施設

(イ)専用fiflのあるもの 川

{ロ)兼用または併置しているもの は

(什施設を有しないもの 1 1 

(1) 活動状態

(イ) 内治会と一体的機憐で活動しているところが

争い。

(ロ)活動内容

a 行政機関の末端的活動

b 住民活動のための会議連絡調整

第 10分科会 〔農山漁村〕

巨璽亙 公民館分館のあゆみ

1 部落の繊況

戸数~ 5戸、人口 108(男 46、女 62)の山間部

小部落。農業 4、製造業 3、公務員 4、会社員その

他 6の雑多な職業。

人口構成は(0才-5才=5人、 6才- 12 .t= 

10人、 13.t-:20才=8人、 21才- 30才人、

31才-50才=:16人、 51才以上=3:t人 )で青年

間該当年令が学生を除いて殆どない状態。

2 公民館分館の活動経過

(1) 昭和 41年度まで

昭和記 7年度、部落民の資材労力提供で公民館

建設。同時に組織づくりをして活動を開始。産業、

体育衛生、文化、青少年育成など部落総員の力を

紡集して活動を継続。福岡県公民館連合会、朝倉

郡社会教育媛興会などの表彰を受け、子供会では

福悶県知事表彰をうけた。

(~ I 昭和 42年度- 44年度

新しい村づくり運動推進地区の指定をうけた。

アーマ

O昭和 4~年度=健全な青少年育成一子供会活

動を中心にーを中心とした新しい村づくり 。

o 昭和 4;1年度=青少年健全育成を中心とした部

落づくり 。

c 学習活動(小規模の学級、講習会等

d 各種団体の目的活動

e レクリェ ー・ :ンョン

f 其の他

(5) 中央公民館の助成

(イ) 市規則による施設設置に対する助成

(ロ)運営費の一部助成

十、)担当主事の派遣

(ニ) ボランテイアの育成

体) モデル公民館の指定

(へ) 市公民館連絡協議会への助成

(ト) 移動公民館の開催

(6) 育成上の問題点

(イ)住民の関心と意欲

(ロ)施設の不備育成

(ハ) リーダーの不足

(=-)構成規模と運営機構

(ホ)其の他

杷木町公民館真竹分館 小 川 iii 10 

O昭和 44年度=健全な青少年育成と明るい家庭

づくりを通して、住みよい部落づくり。

3 活動の組織

川役員、委員の組織

分館長

(子供育成会長兼任)

主 事( 1名)

会 計( 1名)

文化 ・社会部長

(子供会係兼任 )

部員 (5名)

小学校PTA部落委員

中学校PTA郊落委員

婦人部

青年部

分館運営審議委員会 産業部長 部員(5名)

( 5名) (農事実行組合長兼任)

体育衛生部長一部員(3名)

(衛生組合長兼任)

(備考)0区長は別におき、分館長は区長を兼任

しない。

O分館員全員をも って子供育成会を組織

し、分館長が育成会長を兼ね文化社会部

員は子供会指導員を兼ねる。

O子供会の自主的運営をさせるために組

織は別に子供だけでつく っている。
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(2) 組織の方針と運営

イ 町の行政関係を除、き、部落の実践活動はすべ

て公民館活動に包含する。

ロ 部落全員公民館構成員であるという意識をつ

くるために全員どの部員かに所属し、活動に参

加する。(部落の戸数が少ないのでこの点は都

合がよい。)

ハ 役員受信の原則にもと づき、いつでも、誰で

も、 どのポストでも出来るようにする。例えば、

44年度の分館長は、 4 5年度は文化社会部の

一委員となり 、昨年度の産業部の一委員が分館

長にな っているというふうに。(このことはこ

の分館がきわめて民主的に運営されてきた証拠

である。 )

4 経 費

(1l 昭和 4f>年度予算

O収入の部

前年度繰越金 九000門

各戸負担金 61¥000 220円X 12カ月

助 成 金 丘000 X 25戸

雑 収 入 2.500 敬老会費など町より

78.1'> 69 期成使用料(分館)

O支出の部

総務部資 ( 2 4.fl 00) 

負担金 1.5 U 0 分館負担金

旅費 2.000 研修会等旅'/~

会議t't 2.000 7!J!瞬封!t

光熱烈 4.000 電気料、 石油代

借地料 :~O 0 0 分館敷地借上料

保険料 8.400 建物共済

祭礼1'1 4.0 IlU 夏秩祭り、慰霊祭

文化社会部費 (:lO.OOO) 

文化部 1.000 教養講座i['i

メモ

子供会 2凡000 書籍購入、キャンプ、

其の他行事費

婦人部 は 000 教養講座、敬老会

産業部資 (5.500) 共同防除、新農熱帯同E

体育衛生部資 (削00)共同消砿

ソフトポール大会

予備資 (1.169 ) 

78，56H 

121 経費について

イ、lJlJに部落有の財源がないので、公民館運蛍資

は主として各戸負担によりまかなう。

ロ、部洛で共同でおこなう行事はすべてこの経'{'i

でまかなうので、別に(衛生費、子供会費、婦

人会支部費とか、お祭りの経費とか例年、定期

的に行なう行事に要する経費は)徴収 しない。

5 公民館分館運営上の問題点

(1l過疎現象で子供会などの人員が少なし活動に

勢力が足りず、沈滞し勝ちになる。

(2) 特に青年男女の数が少なく 、分館活動が不活発

になるだけでなく 、後継者問題、部落の将来のあ

り方など大きな問題に直面している。

(3) 家族の様成上、中堅年令層が少ないため、老幼

の考え方の断層がひどく 、家庭生活を円滑にする

人間関係をつくる必要がある。

(4) 戸数が少ない割りに、職業の緩類が多く生IlEIi'i

動に部落全体と してとり組むことができないでい

る。部落の将来と考え合わせて、何とか打開せね

ばならない時がきている。

(5) 公民館本館は、本館独自の行事をなるべく少な く

して、分館や部落公民館が各々部落に則して地威性

のある活動ができるよう経費を助成し、指導助百

をするこ とを中心の仕事としてほ しい。
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第 11分科会 「農 山漁村 ]

巨聖亘 添田町地区館(類 似施設 )の現状

1 添田町の概況

面積 132Krn¥戸数 4，686、人口 1H 84人

( s 35.に比較すると戸数で H4 6戸、， 686

人の減少)

教育施設

小学校 6、中学校 3、高校 1、保育所 3、

幼稚園 1、中央公民館 t、(支館ナ γ)

地反公民館(類似施設)37、 (無Iim設含む 1

行政区 36

2 地区公民館の現状

!l 地区公民館の施設及び組織と活動の状況

別表 1.

2) 地反公民館の連絡研修組織

添田町地反公民館長会(年間 6回開催)

公民館活動推進協議会(年間 2回開催)

役員会長 1 副会長 2 会計 1

3) 館長会の目標

(!l 地区公民館相互の逮絡提携と共通課題の研修

協滋。

(2) 運営組織、推進組織の整備強イじ

(泊 施設設備の充実をはかるため、末施設地区の

公民館建築促進と建築費の補助、高営費、事業

費の補助金噌領運動の推滋。

(4) 中央公民館との密綾な連けいを図る0

4) 地反公民館に対する町費補助金

O 建築、治改築に伴う補助

対象続1-~の 20%以内 S41.4条例制定

O 情動費の補助

研究指定地医館 1館 10，000~ 12，000 

その他は 1率年間民000円

3 地区公民館の活動状況

( 7館)

!l 特徴的な地区館の主要行事 S44年度の調査カミら

別表 2

2) 事業内容 S44年度の実態調査から

別表 a

4 中央公民館と地区公民館との関係

社会教育推進の拠点と して、中央公民館は昭和32

年より転用施設の中で各種の行事や運の展開をして

来た。明和 41年、町民や関係機関団体の盛り上る熱

窓で本館が改築され社会教育関係団体の研修や各績

の学級講座や相談事業、その他一般利用も年毎に精

加している。(S44年肢の利用件数 987. 延人員

添田町社会教育主事中島 彬

25， 064人)一方公民館活動は地践の生活基線に t，-

って行わなければならないが、地!玄公民館活動に対

する育成、指君事は体制j的には不充分である。(活動、

組織、施設の状況別表 Iに参照)

農村地区では比較的に施設(建物)はもっていて、

組 織や 利 用も子供会、婦人会、長生会、その他会

合に多く使用されている。公民館活動の十分できな

い条件をも った地医が相当ある中で、中央公民館と

しては、地医公民館活動推進対策として、

1) 公民館活動に対する意識調査の実施と問題把還

の上にたっての資料や情報の提供。

2) 自治組織の充実とグループ活動の育成助長を図

る。

3) 地区公民館役職員の研修級会を多くもっ。

1) モデル研修f旨定地区館の指定と重点的指導を図

りその成果をー般地l玄へ波及していく 。

弓) 山間へき地や未浸祷地医に移動公民館を開設し

公民館活動の浸演に努める。

5 問題点

!l 施設面から

(l) 現有施設は規模も小さく 100，，(以上の建物

をもっ地|天公民館が 21館中 7館しかない。 し

かもその中で併殺館 7、転用館 2で十分械設機

青色を果せない。

(2) 公民分鰭が建設されてないため、類似公民館

は公立公民賢官的に考えられ、町慢の投資が多く

なっている。

間 施設をもたない青空公民館が 15館もある。

雪) 組織と事業而から

(l) 地反公民館長が行政区長と兼務しているつ

兼務の状況は別表に示すとおりである。

行政の末端組織である行政区長と.地域住民

の自治活動として機能を果さなければならない

地反館長の仕i):Cの内容がちがうと思われるが

しかし当町では、地医公民館に対する補助金が

少ないため、活動費の大半が部落費より支出さ

れている。 したがって医長が館長をしないと予

算而で困る点があるため兼務が多いとも考えら

れる。

(2) 地反公民館活動費が少ないため、活動家も少

なく役員だけの活動にな っている面がある。叉

公民館活動に対する理解者、協力者.活動家が

少ないため一般住民のものルなっていない。
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(3) 中央公民館における指理事体制が十分できてな

し、。

6 これからの努力目標

(1l 地反公民館はあくまで「社会教育施設であるJ
という観点にたって性絡を明らかにして、施設々

備が千t.実されなければならない。

(2) 地区館活動を推進して行くためには、村づくり、

地被づくりを自主的、自治的に実践する、機能集

団(婦人グループ、壮年グループ、生産グル プ

等)を育成して行かなければならない。

(3) 本町過疎化は県下でも有数の地媛社会にある中

で行政医単位の地区公民館から小学校区単位の公

立公民館が必要にな勺て来た。

( jllJ衰の 1) t世区公民館の施設及び組織活動状況

対 象 施 設 組 織

地波別 有 無 言十
設置

有 無
組織

率

農村地域 17 5 22 
77 

% 

町 地 域 4 6 10 
40 

男6

住宅地域 1 4 5 
20 

% 

計 22 1 5 37 
59. 5 

% 

率
59.5 40.5 10。

% F出 % 

別表 2の1

上津野地区公民館事業計画書

戸数 1 19 人口 523 

L 本年度の努力点

①壮年部の結成

② 子供会の健全育成

③国旗掲揚運動の推進

@ はえ撲滅運動の推進

率

1 0 1 2 
45 

% 

5 5 
50 

% 

。 5 。
22 

32 
15 

% 

32 68 100 

% 空4 % 

館

専任

6 

1 

1 

未来を開くため学習機関として活動して行くた

めには現在の 1部落、 1地医公民館の小規模な、

施設、組織運常では余りにも貧弱で充分な発展を

することはむづかしい。 もう少し、地践を広妓化

して、 1小学校医 1公民館(本町では最低 6官官 )

の公立公民備を建設して、設備、入、予算など条

件が備えられその施設が地繊のコミュニティセ Y

タ 的役割を果すときにはじめて、公民館活動が

軌道にのって地続住民の生活文化が高ま (て行く

ものと確信する。

その実現を期するため、地区館運動を地媛住民

に働きかけ、気還を高めなければならない時点、に

来ていると思う。

長 役その他職の 手り 用 回 数

岡館 10咽 10 
除任 長

主事 以上
50 40 20 10 

未満

1 6 5 1 3 】 7 4 4 s 

9 2 2 6 2 

4 1 1 1 2 1 

81 29 6 s 3 1 8 7 1 2 6 

22 78 1 6 
8%  8%  39有

21.6 19 33 
19651 | F出 P拡 % % % 9五

. 本年度事寮計画

月別 事実名
|運ー怠ヲ加了ヨ対「象ft 

綱要

4 |運営努貝会

‘ |公民館館会 |各 戸全 員

‘ 子供会慮会 >11. 
5 '青年会員

5 運営委筒会 運 営 安 員

e 運営委貝会 ， 

7 

? I 青運臓年営没金安者慰員ν'会タE盆リ踊ェーシ./

|青年会関

8 |運営委側

8 |金餌

8 |育会副

• |運営安員会 |運 営 委 民
@ |榔土νタリエーシ./大会 |金 e‘ ， Q |曹年間，、 L ! 年 会 員。|子供会，、イキ γ グ |子 会員

， ， |運営審員会 1運営安負

， ， ， ， 

， ， |脅写会ダソスパ テ ，- |全 』同

E 連営;f員会 選管;f 11 
2 運営委員会 ， 

2 農".習会 金 員

， 青写 会員

2 l 運営安員会 連 委員

s 子供会送別会 子供会飼育成会員

2 |脅年金保会 |育毎 会員

繍要 極関紙 「かみつの」毎月 1回発行
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別表 2の2

添田西地区公民館事業計画書

1 戸数 142 人口 4 67 

1 本年肢の努力点

① 公民館組織の強化

(i) 住みよい環境をつくろう

(花いっぱい運動推進、河川、道路清掃、 カ、

ハエの撲めつ)

(号 線子関係をよくしよう(規子スポーツの推

進)

@ 交涌事放をなくする運動の推進

Z 本年度の事業計画

月期l 事業名 重まb日対象 嫡 要

4 公民館総会 全 員

4 花いっぱい運動 !全 員

目 道路及び河川清婦 4を 員

お 全町体育大会参加 全 員

6 子供会研修 子供会員

7 環境環衛生
境衛生講座

全 員

7 防犯灯FのE整備
lf.坦量

関係各部

8 学童水禍事故防止 関係各部

8 地区内清毒 関係各部

9 
交通安全教室

全 員
と推進

10 検討 ー会 関係各部

1 2 交涌安全教宗
関係各部

と推進

12 年末年始防犯 同会 上国

2 映写会 全 員

3 先進地視察研修 運常委員

3 反省会 運常委員

摘
機関紙 f添田西公民館報」毎月 1回発行

要

~IJ 表 3

日IJ表 2の3

伊原地区公民館事業計画書

戸数 162 人口 562 

1 本年貯の努力点

(i) 企岡運営の推進強化

(i) 青少年の線全育成

⑦ 成人教育の娠興

@ 明るい我が家づくり

⑤ 保健体育の娠興

⑥ 食生活の改善推進

Z 本年度の事業計画

月期l 行事名 参加対象

4 公民館総会 区民全員

4 新入学児励京のし会 主婦会と
新入児

5 家庭教育講座 成人男女

5 体力づく り
老 人

歩行苦震動

6 交通事故を
壮育成会年なくす研究会

7 区内 斉大婦除ル
区民全員

下水器専の共同消毒

8 間碁大会 愛好者

9 
パレーポール 壮年婦・人子
ソフ トボール大会 供 ・

1 0 反レグ実リ体エー育シヨY士会 区民全員

1 0 
明治百年

区民全員
記念講演会

1 1 
体力づくり

老 人
歩行運動

2 会計簿記帳講習会 主 婦

摘 要

摘 食生活改善グループ活動主婦 毎月実施

要 生花グループ活動 グ グ

昭和 44年地区館調査による(対象地区館 25館)

教養講座

5 
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l全体討議|

1. 分科会報告 4部門

z 分科会研究の集約と新しい公民館のあり方についての全体討議

報告者

九州産業大学講師 羽 江 忠 彦

九州産業大学講師 猪 山 勝 幸。

企領岡画県主新査生活運動協議会 水 摩 安 正

浮羽町長 鑓 水 速 太

司会者

八女市中央公民館長 平 島 忠太郎

高田町公民館長 今 村 雅 美

メモ
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1 福岡県公民館施設および職員体制の現状と課題

1 公民館施設の現状

ア 設置数

本県VC:J:.-ける公民館の設置率は全国的Kみても高

〈、昭和 21年文部省次官通達が在されて以来各市

町村とも精力的K整備がすすめられてきて、早くか

ら設置率 1日日係K達している。しかし、その内容

を検討 してみると、社会教育法が制定されて 20数

年を経過しているKかかわらず、条文のみの設置で

その笑態が在いもの、教育機関としての機能を巣し

得まいもの在ど、年と共K市町村間の差が生れてき

ている。

現時点で 99市町村で、 293館が設置されてい

て、その内訳は本館 G皇絡調整K当る公民館とし

て位置づけているところが多い)9 9館、地区館

1 9 4館で公立の分館はなL、。社会教育法第 21条

Kよる法人組織Kよる公民館があるが、集計の中K

はいれていなし、。

市君防IJVC設置数をまとめてみると第 1表のと台り

である。

第 1表 市郡別公民館設置状況

ア、市部

市 名
種 }jIJ 

本館地区館分館 言十

福岡市 1 65 66 

久留米市

大牟田市 (H) 

北九州市 5 46 51 

門司区 (1) (3) (4) 

小倉区 (1) (11) (12) 

八幡区 (1) (19) (20) 

若松区 (1) (1) 

戸畑区 (1) (13) (13) 

直方市 1 2 

回 川 市 1 1 

飯 塚市 5 4 

柳川市 6 7 

山 田 市 1 4 5 

甘木市 10 11 

八女市

筑後市

大川市 6 6 

行橋市 8 9 

豊前市 1 8 9 

中 間 市 1 

計 19 157 176 

イ 郡部

郡 名
種 月IJ

本館地区館分館 言十

筑紫早良郡 6 5 11 

粕 屋 郡 P 1 1日

宗像郡 4 2 6 

遠賀郡 4 4 

鞍手 郡 3 6 10 

嘉穂郡 B 5 11 

朝倉郡 6 6 

糸島郡 2 q 11 

浮羽郡 5 5 

ニ 井 郡 5 5 

ニ瀦郡 5 2 5 

八女郡 4 2 B 

山門郡 5 5 

田)11君s ? 9 

尽都郡 4 d 10 

築上郡 5 5 

言十 80 37 117 

it 計 99 194 293 

イ 施設の内容

293館の中 240館は独立施設で 76'illVC当る。

他の 53館は市民会館、町民会館、役場、教育委員

会、役場支所在どK併置されている。併置されてい

る中で、公民館として機能せず無施設K等しいもの

が 2口館に及んでいる。とく K市VC:J:.-いては山田市

町村K晶、いては太宰府町、早良町、志免町、新宮町

久山町、粕屋町、 津屋崎町、岡垣町、若宮町(本館

老朽)小石原村、田主丸町、北野町、太万洗町、上

陽町、方城町、椎田町、築城町はマスタープランの

中で早急Kその整備が望まれる。

独立、併置、無施設別の実態は第 2表のとなりで

ある。(山田市は本年度建築予定)

第2表独立、併置}jIJ公民館数

郡市別 公民館数 独立 併置 無施設 計|

本 1 9 P 1 rr 。 1 9 
市

地 1 42 5 1 57 1 0 1 57 

郡 法
B日 56 9 1 5 80 

37 33 A 。 37 

本 99 65 ，1 9 1 5 99 
計

地 1 94 1 75 1 4 5 1 94 

※無施設は併置館の中で、教育的在機能を果 し得
在い館をいう。
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ウ 施設の規模

施設の規模Kついては、 「公民館の設置運営K関

する基準JVL示されている 33日制以上の公民館は

1 8 2館で 61婦である。都市化Kとも在 lハ市民の

要求K応ずる社会教育の中心施設として機能するた

めKは、15日間以下 23館であり 、集会的在役割

校区区毎K設置した公民館は基準以下が多い。郡部

Kないては、中央公民館方式をとる町村が多〈、近

年公民館建設の気運が高まり、内容規模も基準を大

きくうわまわった施設が建築される傾向Kあり、

1日日日冊。1上のものが建築される傾向Kあh注目さ

れる。

以上Kはでき在いのでは在いだろうか。市部でも学 公民館の規模別状況は第 5表のとなりである。

第3表 規模別公民館数

基 準 以下 基
区別 種別 15日耐以下 151耐~ 33日耐~

329郡S 499冊Z

本 館 4 

市 地区館 1 8 68 3 1 

計 1 9 69 3 5 

本館 1 7 1 0 

郡 地区館 5 1 2 1 6 

言十 4 1 9 2 6 

総 計 2 3 89 6 1 

エ施設の構造

建設構造は 81 %が木造であるが、近時建設され

ている公民館は大部分が鉄骨鉄筋でデラックス化 し

てきている傾向Kある。

構造別公民館数は第 5表のと晶、りである。

第4表 権造別公民館数

決!木造 鉄筋
鉄骨

無施設7"ロック

市 152 18 1 5 

郡 80 1 9 5 1 5 

言十 232 37 4 2日

オ 昭和 44年度公民館施設補助状況

第5表 昭和 44年度K国庫補助を
うけて建築された公民館

中央館 構 建築 建築
施設の名称 地区館

の別 又ま旦 延面積 工事費

明S 万円
大 牟田市
三川公民館

地区館 鉄筋 493 2，21 0 

小 郡町
11 11 678 

中央公民館
4，31 7 

城島 町
11 11 1.030 

公民館
5，142 

局田町
11 11 1，1 6 1 

中央公民館
6，541 

小 竹町
11 木造 493 

中央公民館
1.536 

合計

1 76 

1 1 7 

293 

国庫補

助金額

万円

250 

250 

380 

38日

120 

E 以 上
50日間，~ 10日日冊S 無施設 計

999冊a 以上

5 B 1 9 

3 5 5 157 

4日 3 5 1 7 6 

3 7 1 0 1 5 8 0 

4 2 3 7 

4 1 1 2 1 5 1 1 7 

8 1 2 0 20 2 93 

カ 部落町内公民館施設状況

部落町内館の施設Vてついては、住民の最も身近か

在教育施設としてその要求度も高〈 、生活センター

的意味も含めて建築がすすんできている。各市町村

K骨いては、建築補助規定を設けて設置の促進を図

るよう Kしているととろが多〈在ってきた。(男IJ記

部落町内公民館建築規定参考資料参照)

本県K沿いては、部落町内公民館K対する直接的

補助はだしてい在いが、市町村が設置する場合Kは

1館 10万円の補助をだしている。

部落町内公民館の総数は、市部で 190 9館にの

ぼり 、内有施設は 1063館である。

郡部は 2523館で有施設数は 1686館で、有

施設率は 6日係と高率である。

2 公民館施設の課題

(l) 公民館施設の独自的機能の確立

公民館は地域住民の最も身近か在ととろで、生

々しい生活K即して行在われる教育を行在う施設

である。従ってそとですすめられる教育は、教育

というよりも教育活動であり、生活実践を組織的

K行在うプロセスの中で個人の意識の変容と教養

の向上K迫るものである。とのととは公民館の初

期構想、の底流を在すもので、人づ〈り、村づ〈り

の総合的拠点といわれている所以はそとKある。

しかし都市化の進行と共K、すべてのもの治機

能分化し専門化の方向をたどってきている。今ま

で、公民館がもっていた多くの機能も他の専門施

設、分化施設Kその主体が移行していきつつある

明犬である。

とのよう在中で公民館の独自性が問われてきて
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いる。「住民の高度左専門的教育要求K対応、でき とKつとめる。

る教育施設」としての機能を整備するととが、自 (3) 1 0 0柑以下の公立公民館の解消

らの独自性を創造するポイントである。 (4) 教具、教材の整備が立遅れている現状K鑑み、

5 公民館適正配置K伴う設置基準の改正 その実態を把復するための調査を行左う とともK

現行設置基準は、現時点では多くの問題が提起さ 計画的整備計画を樹立する。

れる。行政レベルで迫ってきている広域行政化ある (5) 公民館を含む社会教育施設の適正配置計画を県

いは新全国総合開発計画、自治省が捻示している生活 として確立する。

閤構枇どの一連の動きは、 社会教育法が助長行政の 2)公民館職員体制の現状 と課題

故をもって、 現行の基準以下Kおいて、公民館の配 1. 公民館職員の状況

置が実施される可能性がある。それぞれの市町村K 施設 とともK職員は教育機関としての二つの重

品、いて、住民の教育を最底限度K保障するための、 要在柱であるととはいう までも在いが、法制上そ

社会教育施設の適正配置を計画化するととも K、現 の規定がすとぶるあいまいである とと、市町村財

行法規の改正を要求するための運動の組立てが必要 政の貧困、行政事務の合理化左どにより最小限度

である。 VL定数がをさえられる現状Kある。その上K、教

4 教育機関としての施設設備の充実の促進 育の専門織としての身分保障も待遇もあたえられ

当面の課題として ず、市町村では配置転換など行政レベルでのみ

川 公民館の未設置市町村K対して計画的Kその解 で行なわれるなどきびしい状況にあるといわざる

f向Kつとめる。 をえなL、。

(2) 都市公民館VL$'ける併置を速やかK解消すると 公民館職員の配置状況は第 6表のとなりである。

第 6表 公民館職員 権成数

~旦と 館長 国]館長 公民館主事 事務吏員 書記 用務員 計

専任
常勤 26 5 199 89 1 4 1 06 439 

非常勤 1 7 5 1 0 5 2 37 

常勤 12 9 24 47 
嘱託

非常勤 4 1 1 21 1 6 1 32 21 1 

常勤 69 8 1 23 1 3 9 2 224 
兼任

非常勤 5 1 1 5 2口

常勤 1日7 1 4 331 1 02 24 132 71 0 
計

非常勤 1 49 22 56 6 34 268 

総 言十 256 36 387 1 03 30 1 66 978 

前年度K比 し総体的Kは9名の増加 (前年度 969

名)を示している。特徴的Kいえるととは公民館の

中核である主事が 87名増加し、その内専任主事が

66名の増員をみているととである。 (i前年度公民

館主事総数 300名、内専任は 133名)減員は用

務員、技術員が大巾K減って 28名の減となってい

る。

第7表 館長兼任者の内訳 (80名)

首 教 課 宇土 ~、，: 館文長書図長小舟で崎f-
区

長所家年育の育
長化会

言十
長 長 長 主 主 館 校 長

市 。d 1 2 8 。1 I 21 

郡 11 38 5 5 2 。日 。2 0159 

その他はほぼ前年同様という ζ とができる。県下
言十 12 38 9 4 5 2 8 2 1 180 

29 3館で 1館当り 3.3人であるが、常時教育活動 市部十てあっては、社会教育課長の兼任が多しと

K専念 し得る職員数は専任で用務員を除き 1.9人と くK小都市Kその傾向がみられる。 郡部Kあっては

いうととK在弘 前年度とほぼ同率と在るが、兼任 教育長兼任が多く、ついで町村長 とまっている。 町

の常勤 222名も専任常勤として考える ζ とができ 長の兼任の多〈は粕屋郡で、特徴的K見ると とがで

るので 2.7人と在り 、前年比よりうわまわっている。 き、 Pケ町中 7ナ町が館長である。とのととは、予

次K館長ならびK公民館主事を兼任している職員 算の獲得とか、首長の公民館K対する理解と積極的

の本務Kついて検討してみると、 第 7表、第8表の 参加はできるというととはあるけれども、い 〈っか

と金りである。 の矛盾を含んでいる。法的Kみると教育委員は 「地
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方行政の組織bよび違営K関する法律J第4条K見

られるよう K、地方公共団体の長が任命するように

在ってwる。館長の任命Kついては、社教法第 28

条K明らか在 ょう VL教育委員会が任命するよう K在

っている。 したがって、任命権者が任命した委員会

から任命をうけるという形K在っている。第 2点は

行政と教育との癒着が懸念される。教育の一般行政

から分離された教育独立の原則jはととでも生かされ

るべきでは在いかと思われる。

第8表 兼任常勤公民館主事の内訳(1 23名)

教育
課長

社教 ヰ土教 社教
館長

支所 体育指 委員会 学校 広報 議会事 研修
合計長 主事 係長 係 長 導主事 事務局員 教育係 係 務局員 貝

市 9 1 0 2 

郡 1 4 45 9 27 4 

計 4 54 9 37 2 4 

兼任常勤の領域は、職名上は異在っているけれど

も、社会教育関係事業まらびK、公民館事業を実質

的K行なっている者という ζ とができる。

表でも明らかま ようK、都市部K昔いて社会教育

行政者と教育事業実施者、専門指導者とが職務の上

で役割が明確K在ってきている ζ とがいえる。 郡部

K沿いては未分化であり兼任専任の区別が実質的意

味をもってい在い状況であって、行政と教育機関職

員とのゆ着が定員の不足とかかわって常時化、定着

化してきているのは問題であろう。

2 公民館職員体制整備の課題

(!) 公民館長専任化の促進

公民館長の必置Kついては法Kも明らかKされて

いるKもかかわらず、 2 93館中専任館長は 261

( 1日係)VLすぎ在い。教育機関としての独自性を

確立し、高度在経営管理をすすめていくための専

任館長の必置性は欠くととのでき在い婆蹄である。

(2)公民館主事の法的身分の明確化

公民館主事は法制上の職名では在〈、正式tては

主事とか事務吏員として発令されていると ζろが

多い。通称として公民館主事と呼ばれている場合

が多い。

公民館K昔いて、実質的Kは教育事業の企画運

営の責任をもっている職員の専門職員としての位

置づけと身分の確立が法的K確立され在ければ在

ら左い。

(3) 公民館主事の定員の確保

各市町村K長ける1館当りの実務数は前記した

よう K館長主事の非常勤のものを含めて 2.7人で

あるが、市町村の問で格差があり、と ζろKよっ

ては教育長が主事を兼任するという状態もある。

したがって、法的Kも公民館の設置基準の中で定

員を確保するよう明らかKすべきである。

(4)公民館主事の研修の拡大と資格

専門職としては、社会教育主事、司書、学芸員

があげられるが、施設の専門職としての公民館主

1 

1 

1 2 24 

2 5 2 99 

5 5 2 2 1 23 

事の専門性が住民の教育要求の高まりとともK要

請されてくると恩われる。

との意味から、現時点K骨ける研修の機会を各

市町村教育委員会で計画的K与える ζ とが必要で

ある。さらK社会教育主事と同様K、資格取得の

ための行政的措置が望まれる。

(5) 社会教育行政と教育機関との分離

現状は、公民館K教育委員会が同居していると

か、教育委員会K公民館が間借りしているとい

うよう K、施設の中での同居、あるいは法的K社

教法第 5条の教育委員会の行左う所管事務と、第

2日条の公民館が実施する事業との重複、在どで

特K社会教育関係では未分化の状態である。

とのととは、相互の兼任というととでよいとい

うよう K安易K考えられやすし公民館が学校施

設 と同じレベルで理解されずVてその性格、機能を

明確Kするととの障害と在っている。乙の壁を破

るととは、教育機関としての職員の専任化を促進

し、館長の権限を拡大する ζとKも関連して〈る

ので、市町村K告いての解決が望まれる。

以上の乙とはいずれもとと新しいととではまし 2日

年来、公民館人が叫んできたととである。特K貧弱在

市町村では、とれが実現Kついては限界Kきていると

恩われる。国民 1人 1人の教育をうける権利を保障し

ようや〈高まりつつある生涯教育を実現してい〈ため

Kは、抜本的在国の施策Kまっと ζ ろが大きし現行

法の適正左改正が望まれる。そうでまければ、各市町

村の格差はますます大き〈在っていくと とが予想され

る。

との意味から、 44年度全公連から提起きれている

法改正の試案は大きい意味をもつものと思われる。と

れが実現のための研究と努力が現場人の中で望まれる。
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2 昭和 44年度社会教育関係費等調査

1 乙の調査は、昭和 44年度(補正後)の予算をも

とK作成を依頼したものである。

2 社会教育費の内訳Kついて (5項社会教育費)は

次のと晶、り K分類したものである。

(1)人件費

1節織酬)、 2節(給料)、 5節(職員手当)

4節(共済費〕

(2) 事業費

7節(賃金)、 8節(報償費)、 P節倣費)

1 1節(需用費〕、 12節(役務貸)

1 4節(使用料品、よび賃借料)

(3) 負担金台よび補助金

1 9節倹担金、補助事、よび交付金)のうち

負担金と補助金Kついてのみ

(4) その他

④上詔1)-(3)以外の経費である。

@文部省委嘱事業費は除いている。



－ 54 －

社会教育関係費調査

いと総予算K対する
教育費総額K対する割合

社 会 教育費
教育費の割合

学校教育社会教育
千円

福 岡 市 1 4 9 0 1 0 439，991 

久留米市 1 4 7 9 1 3 1 1 7，359 

大牟回市 1 1 7 3 1 1 86，5 1 3 

直 方 市 1 0 8 7 1 3 29， 715 

回 )11 市 8 84 1 6 4 4，6 1 9 

飯 塚 市 9 7 0 30 147，080 

山 田 市 5 8 7 1 3 1 1. 279 

筑 後 市 1 1 84 1 5 1 7，31 5 

行 橋 市 1 3 5 2 1 0 20，030 

豊 前 市 B 7 3 2 7 23，024 

中 間 市 B 7 4 1 3 13，435 

筑紫野町 1 3 85 1 5 1 6，662 

春 日 町 3 2 9日 1 0 23，259 

大 野 町 4 2 7 4 2 6 59，382 

早 良 町 1 1 9 0 7 2，247 

字 美 町 1 0 66 1 3 5，689 

篠 栗 町 1 1 7 3 2 7 7，575 

須 恵 町 8 7 0 1 8 6，667 

新 宮 町 1 8 9 6 4 1，697 

志 賀 町 2 1 9 2 7 3，31 8 

粕 屋 町 1 2 4 7 9 5，807 

宗 f事 町 1 5 76 ? 14，116 

福 問 町 2 4 8 9 1 1 1 3，21日

津屋崎町 1 2 7 9 2 1 6，367 

玄 海 町 1 8 8 3 8 5，728 

芦 屋 町 1 9 8 6 6 1 2，1 57 

水 巻 町 1 3 83 6 6，896 

遠 賀 町 1 3 86 1 4 3，1日5

竹 町 1 9 60 4 0 28，074 

鞍 手 町 1 4 85 1 5 1 0，480 

宮 回 町 1 4 8 9 1 1 14，856 

主主 宮 町 25 9 1 P 7，434 

碓 井 町 1 2 63 1 7 4，991 

筑 穏 町 1 6 8 9 1 1 4.4 64 

穏 波 町 1 4 88 1 2 10，77 0 

頴 田 町 7 70 1 3 2，823 
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社 会 教 育 費の内訳 (ヲ6) 住民 1人当 公条 情障害自公民補助有
りの教育費 民例

人 口 館の 、館規

①人件費②事業費③持鉱よ④その他
学校 社会 設有 町建程
教育資 教育費 置無 内築の無

35 51 自33，424 5，080 528 O × 

34 7 32 27 1 8司735 3，831 618 O O 

56 9 /2/ 33 180，640 3，1 36 479 O × 

57 o / 11 /12 61.81 7 3，1 85 481 O O 

45 1 18 161 31 67，180 3，530 664 O × 

23 11415 58 76，495 4，4 7 5 1，922 O O 

41 5日 29 20，045 2，86日 421 O × 

62 2日 42，254 2，888 52自 O × 

54 28 1 2 6 49，637 2，900 400 O × 

68 22 6 32，997 2，035 758 O × 

38 37 日 1 7 33，77 9 2，280 41 0 O × 

3 1 18 42 38，日 65 2，554 438 O O 

26 12 48 40，194 5，423 579 O O 

74 18 32，0 6 1 5，192 1，852 O O 

57 29 f9Ts 引81 1 3，187 229 O × 

46 7 31 19， 645 1.480 289 O × 

52 7 25 6 1 7 1 4，7 8 5 1，926 512 O × 

27 4 1 1 2，393 2，087 538 O × 

61 67 27 1 0，8 1 2 3，672 I 156 O O 

53 8，973 4，9口1 369 

22 21 39 18 17，647 1，64 1 329 O × 

45 1 25 1 1 1 19 28，21 8 4，4 4 4 500 O 。
37 I 1 0 I 53 18，61 1 5，662 71 0 O O 

56 / 1 5 / 29 1 1. 51 5 

45 T 23 ] 25 17 9，71 7 5，7 8 3 589 O O 

42 1 29 16 1 2 1 7， 7 8 9 引399 683 O O 

52 27 16 4 27，495 3，544 251 O × 

63 14 23 引871 2，237 314 O × 

16 T7l3 73 11，91 7 3，446 2，359 O O 

46 23 23 20，571 2，849 509 O × 

61 1 7 1 8 4 31，139 3，77口 477 O O 

54 1 8 20 11. 986 6，029 62日 O × 

75 7，1 29 2，543 7日日 O × 

47 36 13 14 1 4，64 3 2，569 304 × × 

50 19113 18 26，948 2，945 399 O O 

37 T 4日 / 1 2 1 1 日265 1，848 342 O × 
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ふと
総予算K対する

教育費総額K対する割合

社 会 教育費 | 
教育費の割合

学校教育社会教育
千円

杷 木 町 2 2 8 6 1 3 9，207 

宝珠山村 1 7 8 3 1 7 2，885 

朝 倉 町 1 9 8 7 1 3 6，099 

輪 町 1 2 4 5 自 2，351 

夜 須 町 2 4 86 1 4 9，923 

前 原 町 1 5 8 1 1 9 20，7 3 6 

丈 町 1 8 7 2 5 1，51 5 

回主丸町 1 5 6 3 B 7，342 

浮 羽 町 1 6 4 2 9 7，560 

北 野 町 3 5 P口 1 0 11.866 

郡 町 2 7 6 8 3 2 62，7口 1

太刀洗町 2 7 83 1 7 9，078 

城 島 町 34 5 2 4 4 55，254 

務 町 2 0 8 4 9 5，4 1 8 

黒 木 町 2 5 B日 5 4，637 

上 楊 町 1 3 7 9 7 2，日 85

立 花 町 1 1 5 6 6 3，4 98 

広 )11 町 1 6 84 7 2，808 

矢 部 村 1 6 88 7 2，049 

星 野 村 1 3 86 1 3 4，847 

瀬 『同 町 1 3 85 1 5 14，629 

大 軍1日 町 1 7 P口 1 0 7，858 

橋 町 1 3 69 1 3 6，86 1 

山 ) 11 町 38 9 3 7 6，573 

高 田 町 2 6 4日 6 0 75，274 

糸 回 町 1 9 8 5 B 6，946 

赤 池 町 1 5 7 2 1 3 2，568 

苅 臼 町 7 6 3 9 9， 1 1 9 

犀 )11 町 27 ?日 4 4，4 9 1 

豊 津 町 1 8 88 8 5，996 

築 城 町 3 4 5 9 4 1 44，975 

新吉富村 1 3 6 3 2 5 2，3日5

大 平 村 1 3 5 6 2 3 5，789 
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社会教 育 費 の内訳 (係) 住民 1人育当 公条 部落公補有
り¢教費 民例 民助

人 口 館の 、館規

①人件費②事業費 ③ぎ 需拡 よ④ その 他
学校 社会 設有 町建程
教育費 教育費 置無 内築の無

77 5 11.500 5，146 8日日 O × 

36 57 1 512 2，879 4，824 1.002 O O 

44 37 1 2.7 35 3，294 479 O × 

68 8，952 1，420 262 × × 

22 67 7 司937 6，189 998 O × 

32 1 151 11 1 43 31.1 36 2，809 665 O O 

70 23 1 1，83口 3，4 4 0 1 28 O × 

47 20 23，7日5 2，351 309 O × 

46 33 1呪714 1，965 430 O O 

23 1 14 14 54 1 2，864 O × 

9 13131 85 30，0口口 4，4 1 9 2，090 O × 

34 1 1 7 1 6 1 44 13，142 4，7 3 1 690 × × 

村| 94 1 4.4 6 3 4，538 3，820 O × 

67 26 1 2，526 4，244 437 O × 

48 24 22 6 20，443 6，4 1 3 226 O × 

59 28 1 1 2 11 6，175 3，803 337 O × 

32 42 22 4 1 6，586 2，058 21日 O × 

62 1 9 5 1 5，254 3，222 273 O × 

65 24 3，959 6，316 518 

23 1 1 9 1 1 1 I 47 5，809 5.4 2 6 834 O × 

4口 29 22 28，555 2，983 51 2 O O 

52 20 20，840 3，63口 37口 O × 

59 1 16 1 24 17，256 2，957 397 O × 

27 1 8 40 6，81日 13，166 965 O × 

513131 89 1 9，074 2，613 3，841 O x 

44 26 1 0，382 7，546 669 O × 

70 4，1日日 4，360 780 O × 

63 1 9 1 25 27， 000 2，288 337 O × 

50 25 5 10，751 10，31 8 418 O × 

9 1 7 1 21 63 8:572 7，804 695 O × 

90 1211 1 2，085 5，245 3，7 21 O × 

37 22 28 4，27 1 2，1 85 539 O O 

5日 26 28 5，582 2，506 1.037 O × 
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3 全公連第 2次専門委員会中間報告

第 1部会中間報告

都市化に対応する公民館のあり方《試論》

まえがき

現代の日本Kは 「都市化Jという急激で巨大在社会

変動が進行しつつある。

われわれは、さき K生きた公民館活動を展開するた

めの道標として 「公民館のあるべき姿と今目的指標J

C以下 「あるべき姿Jと略称する)を世K問うた。

とのあるべき姿Jも、発表後すでVC3年を経過した。

その問、社会の大きな変動を経た現在、「あるべき姿」

の先駆的意義を高〈評価しつつ、そのすぐれた成果の

上K立って、再び 「公民館とは何か、何を在すべきカゴ

という根源的在問題を問い直す ζ とは、社会教育の現

代化が叫ばれ、公民館の新路線が求められる今日、き

わめて意義のある試みといえよう。

今回は 「都市1tvc対応する公民館のあり方Jという

テーマのもと vciあるべき姿」を基調として、とく K
「都市化」という視点から社会教育の果すべき現代的

役割りをさぐり、生涯教育の基盤確立との関連K晶、い

て、公民館のイメージを焦点化し定着化しようとする

ものである。

第 1 都市化と公民館のあり方

1 都市化と社会教育の今日的意義

川 わが国、経済社会の急激在変動、在かんずくそ

の地域社会K晶、ける現象は、 ζれを「都市化とい

う観点からとらえるととができる。いうまでも在

< i都市化Jの基本指標は、第 1VC、人口の都市

集住度であり 、したがってそれKとも左う都市の

膨張、周辺非都市的地域の都市的環境化の進行の

度合である。弛域の都市化)都市化は、現在の日

本vcj:，-、いては、 「過密」と 「過疎Jという問題を

とも在う形で生起している。

(2) 人口の過度在集中は、都市K幸子ける経済社会活

動相互、もしくは経済活動や社会生活、す在わち

都市社会の 「左かみ」そのものと、その「いれも

のJ在いし 「場」である都市施設、資源、との間K

いちじるしいアyパ フンスとズレを生ぜ しめてい

る。そのひとつひとつを解きほ ぐし在がら、都市

生活という体系のバラ Yスを確保し在いかきr り、

都市化は、現代人Kとってマイナス条件の拡大再

生産でしか在い。

他方、人口の急激在流出地帯でも、同様の意味

での都市化のひずみが生じている。ととでは、人

口減少のため、地域社会の生活上の基礎条件の維

持が困難K左台 、また資源、の合理的左利用もむず

かしく在って、地域の生産機能が低下し、その結

果、きらK人口密度が低下するばかりか、人口の

質も変化。ド生産年齢人口化、老齢化〕がすすん

で、生活のパj<-:/が崩れ、生活意欲も減退して

ついKはコミユエテイの完全在崩壊Kまでいたる

ととさえみられるのである。

(3) 第 2の都市化の基本指標は、都市的左生活様式

のすべての地域への広範在惨透過程に見出すζ と

ができる。いいかえれば、地域社会K住む人々の

「生活の都市的性格化J (生活の都市化)である。

ただし、との傾向Kついても 、それ自体が問題

左のでは在くて、 ζの新しい生活傑式への変化の

スピー ドがあまり Kも急激であるとと K問題があ

る。つまりスピー ドがもたらす摩擦が、人々の生

活体系全体を過熱させてしまい、それが既存の地

域社会Kなける人々の生活構造の解体と変化への

不適応を生むのである。

(4) しかしまた、都市化は、地域社会K新た左教育

需要を作り出している。地域社会条件と生活の変

化が、新しい環境への適応、を促がす地域住民の学

習意欲を引き出し、生活様式の変化が、生活の時

間的ゆとりを社会教育の場K市民たちを導〈契機

とも在っている。

地域社会の生活環境条件K対する住民の関心の

高まり、生活K根ざす学習意欲の増大、 より高度

在生活技術の習得への希求、人間的 ・文化的左教

養へのあとがれ在どの教育需要K応じて、社会教

育がみずからの態勢を整え、生活を切りひら〈教

育の総合的体系を樹立し、多機化、 高度化する教

育要求K応えるべき機は熟したといえよう。

2 都市化と公民館のあり方

川以上のどとき社会教育への今目的要請K対して

公民館は従来からもっていた地域社会教育の拠点

としての役割りを十分発揮し在ければ、それ自体

として存在するととの意義すら失われてしまう骨

それ在しとし在い。公民館は、いうまでも在〈、

「教育施設」である。しかし在がら、今日それは

都市地域K晶、いては台骨むね "教育的行事や事

業が展開される建造物、在いしは"文化施設 と

理解され、農村地域在かんずく過疎地域vc:J;-いて

は、 "生活セ:/j<一 "として機能せしめられよう

としている。

(2) とうした公民館イメージの分極化という現実の

中で在j:，-γ公民館をまず教育の場としてとらえたい。

もちろん社会教育Kあっては、日常生活の在かで
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自己学習意欲をもったものが相互教育の形で学習 的 ・自主的在学習活動の促進とその条件設定)

をb しすすめるととを第一義としている。したが @米合と調整(地域課題への総合的在とりくみと

って、一人一人が学習者であると同時K教育者で 詩集団の連絡 ・調整Kよる地域発展への貢献)と

あるととも当然、ありうる。また、日常生活そのも してとらえられている。しかし都市化の進んでい

のの在かに教育内容をそと K見出ナ ζ とも多い。<現在辛子よび将来i(:1>'いて、公民館のはたす役割

だが社会教育のもっとの日常性、生活性 ・自己学 を焦点的K考えていく左らば、その中心的在機能

習性 ・相互教育性という特質Kもかかわらず、そ は 「学習と創造」の機能K集約するととが必要と

のいと在みが教育である以上は、十分意図され、 在ってくるのである。

組織化され教育条件や教育方法を整備すべきであ (2) 公民館の中心的在機能は、住民が個人で、ある

る。公民館はその方向で内容の充実がはかられ在 いは集団でもって、自らの生活上の諸課題を発見

ければ在ら在いと結論づけるととができょう。 し解決してい〈ための学習活動とその指導体制づ

したが って、との基本をは在れて、単在る利用 くりである。住民の生涯学習活動K対応する学級

施設、貸し飽と考えられたり 、象徴的在意味での や講座その他の学習 ・教育の場を設定し、そのた

コミュニテイ ・センタ としてだけ受けとられた めの教材その他の条件を整備する ζ とが何よりも

り、また住民談笑の場でよいとされたりするのは 大切在公民館の役割である。との乙とを通しての

どうであろうか。 人間の変革とそが公民館の中心的在、そして、あ

(3) 組織化が激しければ激しいほど、以上のよう在 るいは必須の機能である。いう在れば公民館は、

公民館の教育的意義は強められ在ければ在ら在い 「教育機関Jとしてのイメーヅをま ず持つべきで

と同時K、公民館は地域K普及している各種の社 ある。

会教育施設在らびKそれに類似する施設と提携し (3) しかし、 との 「学習と創造」の機能は現実のあ

在がら、その教育的在核として機能するととをは らゆる公民館が直ちK所持しうる状況Kは在い。

から在ければ在ら在い。 現実Kはとの機能を欠いているものも存在する。

とれら多様在施設が地域住民の社会教育の機会 しかし在がら 「教育機関」としての公民館機能は

を鉱げているとき、それらをも活用しながら、かっ それをめざす 鴨志向点 "として明確K位置づけ、

効率ある教育の実をあげるためK乙そ、組織的在 それの実現Kせまりたいものである。

教育の機能を発揮すべき公民館の位置と役割が重 (4) また同じ 「教育機関Jとしての機能を持つ公民

要K在って〈るといわ在ければ在ら在加。 館Kしても、その笑態は段階的左差異を持ってい

(4) また、公民館のもつ教育的機能を十二分K発揮 る。低い程度の学級 ・講座しか展開できえ在い条

するためK、その前提として地域住民をコミユニ 件の公民館もあれば、高度のそれを展開している

テイのメンバーと して把毘 し組織づけるととが必 ものもある。

要である。コミ ュニテイとは、地域社会という生 また都市化の中での教育機関としての公民館は

活の場K金いて、市民としての自主性と主体性と 究極的Kは高等教育機能を内包するものであるべ

責任とを自覚した住民によって、共通の地域への きである。 したがって現i(r学習と創造Jの機能

帰属意識と共通の目標をもって、共通の行動がと を持つ公民館でも、住民の欲求との関連のもと K

られようとするその態度のうちK見出されるもの そうした高度在教育機能の実現Kつとめる必要が

である。 生活環境を等しくし、かっそれを中心に ある。

生活を向上せしめようとする方向K一致できる人 2 公民館の総合的機能

々が作り上げる地域集団活動の体系Kζそコミユ (1)公民館の 「学習と創造」機能は中心的 ・必須の

ニテイが酸成される。公民館は、そうしたコミ ユ ものではあるが、その機能だけで公民館が終始し

エテイ志向的在住民が、 しかも都市化の激しい今 てよいものでは在加。地域の茶の間としての集会

日に台いて生活の学習をするという一点K台いて 機能や地域発展の原動力としての機能をあわぜ持

集う場であり 、それを教育的K組織する場である。 っととは必要である。そのための体制づ〈りは大

第2 公民館の現体的割削E 切在ものである。

1. 公民館の中心的機能 (2) ζ うした集会機能や地峡づくり機能は学習活動

(1) 公民館のはたすべき役割Kついては、さきの、 の動機と在ったり 、学習活動の成果を現実社会K

「公民館のあるべき姿Ji(台いては、包深会と活 反映するすじみちと在 る。その意味ではとれらの

用(住民の集会活動の促進と相談ゃ他機関への媒 全機能は一環した機能在のである。

介在ど)~浮習と創造(個人や小集団K よる継続 (3) しかしまた、学習機能を欠いた集会機能や学習
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をとも左わ在い社会づくりの機能は、その発展向

上K困難をともなうととが多い。いいかえれば、

学習Kよる人聞の変革をとも在わ在いかぎり、そ

れらの機能はほんものとは在り VC(い。公民館の

集会機能や社会づ〈り機能よりも「学習と創造」

機能をあえて「中心的j として位置づけるゆえん

である。今日のはげし叫士会変革の中で、人間性

をとりもどし、社会の将来をきりひら〈という人

間本位社会の実現をテーマとする現代K昔ける公

民館の受持つべき役割りは、住民の生涯学習体制j

づくりをその原点とする。

5 公民館の段階的機能

(1) 公民館の中心的 ・必須在機能として教育的機能

を位置づけたが、その"志向点 の達成をめざし

て公民館の種月1]1ヒ台よび段階的左機能の分担化が

考えられる。

(2) 公民館Kは対象地域の市民の日常的欲求K対応、

して、その日常的、一般的在学習欲求を満たし、

その集団活動の場と在担、機関・団体の連けいを

はかり 、市民意識の形成Kせまる 「地区的」 在学

習の場と在るものがまず基本的K必要である。

(3) しかしまた第 2VC、高度で多様化した学習欲求

K対応し、それK必要在諸条件を整備して、継続

的・組欄悦教育事業を主として展開し、それを

通じて市民の自治能力の向上K寄与する公民館も

不可欠のものと考えられる。

(4) 在晶、また、場合Kよっては、現今の市民行動と

して特徴化してきた、その生活圏の鉱大イヒK対応

するため、地区や行政区域をのりとえ、主として

市民の通過地点K設置される公民館施設(たとえ

ばFーミナノレ公民館)も将来、現実のものとまる

かもしれ在い。

第3 今後の具体的提案

とれまで論じてきたようま公民館の新しい映像Kつ

いて、その内実を確保するためKは、さまざまま努力

とその指標が設定されねばなら在いととはいうまでも

在い。 ζ とではそれらのうちから若干のものをとりあ

げて提案としてみたい。

1 施設の機能的・有機的運営

公民館は生涯教育のための中枢機関として、市民

の教育の必要Kとたえ、継続的在学習の場としての

実体をそ在え在ければ在らまい。と (VC、とれまで

整備が台くれていた高度の教育内容の展開Kも意を

用V¥市民の大学としての本領を発揮するよう在施

設の拡充が必要と在っている。

同時K、自主的左団体やグループが自由K集会を

もっととのできる拠点としても、広〈開放されてい

在ければ在ら在加。それは、デラックス在施設よ b

も、むしろ小集団Kとって自由K、気兼ね在〈、誰

かれの区別な〈利用できるよう在配慮の上で、管理

・運営されるととが大切である。

さらK、都市化状況の中で、孤独かつ孤立して、

集団K属しえ在い人々が断然、多〈在っている実態を

ふまえ、(とのととは過疎・過密とも V亡、理由はちが

っても同じ)それらの人々 K対して、積極的在魅力

をもっ 「いといJ r娯楽J r社交」 のための場と雰

囲気の設定されるととが必要である。それはたん在

るロビーや談話室を設けるととKとどまらず、孤立

した個人が何はともあれ、好んで足をはとんでとれ

るようま場で在ければ在らず、きらKはその雰囲気

の中で、ど〈自然K仲間ができ 、グループが育って

い〈ょう在雰囲気が大切である。

そして、 ζれらのととは、理想と現実の差を嘆〈

のでは在しいま現在の貧弱ま施設状況の中でも、

それを準備する積極的左努力と工夫とそが重要在の

であり、またそれらの機能を有機的K活かす運営K

意を用い在ければ在ら在い。

ただし、公民館当事者の努力Kは限度があるので

設置者をはじめ、国や都道府県が、公的左教育機関

として、わけても高度の社会教育を担当する公民館

について、条件整備の行政責任を積極的K果たす必

要がある。

2 利用者の広域化K見合うための施設の設置台よび

管理運営

都市化の進む中では、従来居住地域をとえた集団

や職場を中心Kした集団が増加しつつあり、それら

の集団はとぞって自由K使用できる集会の場を求め

ている。また、そのととは、狭い限られた居住地域

をとえて学習意欲が高まっているととを意味してい

るといえよう。

公民館はもともと一定の地域の住民を対象Kして

きた施設ではあるけれども、とれからは ζのよう在

都市化の中の集団の実体や人々の学習要求Vてどうし

ても応えていか在ければまらまい。

そのためには、広域を対象Kした広域的在公民館

(ターミナノレ公民館)左どの設置も考えられてよい。

また、その運営Vてついても限られた一定地域の住

民だけを対象にするいわば「地域社会主義」または

「住民登録主義Jをζえた館の開放的運営が、行政

の中でもはっきりと確認されてもよい時点K立ちい

たっているともいえるのでは在かろうか。

五教育態勢の構造化

「公民館活動の核心は国民の生涯教育の態勢を確

立するKあるj と「あるべき姿Jの中K唱われてい

るが、乙の生涯教育の態勢の確立とは、一人の人聞

がいつまで晶、どこま でも継続して学習を積み重ね
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つづけうるもので在ければ在ら在い。その具体化

e実際化)として教育態勢の構造化を強調したいの

である。

いままでの社会教育K骨ける学習は、例えば、青

年Kついては青年学級、婦人tてついては婦人学級や

家庭教育学級というよう K、いわば一般的青年や一

般的婦人を対象K想定し、内容的Kもど〈平均的在

ものが毎年〈りかえされるというのが通例であった

ともいえよう。しかし今後は、 一定の段階を~Ãjl

ーすれば次の段階Kすすみ、さらK高度の関渚へす

すみうるよう在学習が用意されるというよう在教育

態勢づくりが必要左のでは在かろうか。

またそのよう在教育態勢は、公民館の未設置市町

村を解消して、全国的Kもれ在〈用意され左ければ

在ら在いと考える。

またこうした教育態勢をつ〈りあげていくためK

は、それK必要左教育設備の充実がはかられねば在

ら在い。たとえば視聴覚的在設備や、テイ チ Yグ

マγy在どの充実をはじめ、教育工学の諸成果を十

分K活用しうる現千切9在設備の積極的整備がまた必

要と在ろう。

そのためK、公民館長の行政機関からの管理上の

権限の委譲が大幅K行左われるととがのぞましい。

さらK、ζのよう在教育態勢の構造化が予算上、

運営上、一つの公民館では在地主在か困難在場合は、

他の公民館と共同で笑現してい〈ょう左体制づくり

も必要であろう。

4 公民館主事の専門性の明確化

公民館にとって最も大切在ものは専門職員の存在

である。公民館主事が専門職として行政上の明確在

地位を得、身分保障を確保していくととは公民館関

係者Kとっての急務であり、そしてとのととは長い

聞の宿願でもある。

しかし、それがなか在か実現し在い理由Kはいろ

いろ教えられるけれども、その最大のものは専門性

の中味がきわめてあいまいで、客観性K乏しいもの

であったととでは在いだろうか。

したがって今後、公民館主事が専門職としての客

観的評価を高め、かちとってい〈ためKは、何より

もまずとの専門性の中味を明確Kし実績をあげてい

くととが必要である。

そとで、われわれはその専門性の中味を 「公民館

主事は生涯教育のための学習内容の編成者であるJ

と規定したい。

公民館が生涯教育のための中枢機関であるためK

は、そとで行在われる学習がそれこそ、あらゆる発

達段階や関心志向K応じて複線的、事構造的K用意さ

れてい在ければ在ら左い。

どん在内容のものを、どんま講師を選んで、どん

在形態で具体化してい〈かが専門職としてのいわば

勝負どとろである。そしてそのためKは主事の研修

の機会がたえず必要とされると とはいうまでも在い。

とれらの専門性をもっ公民館主事Kは、必要在資

格要件を定め、かっその養成の方法が明確Kされ左

ければ在ら在い。

第 2部会中間報告

公民館をめぐる諸制度改善の具体実《綜諭〉

まえがき

第 2部会は、公民館の制度Kついて検討を加え、関

係法規の規定在らびK行政事務のうえで、と<1'(改善

を要する点を摘出して対策を考究した結果、 以下K述

べるよう在中間試案K到達した。

もちろんその内容は、種々の議論を残すものである

から、大方の批判K訴えてその充実、完ぺきを期する

所存である。

第 1 公民館の目的およt丹生格

いまや公民館は、その創業の精神を継承しつつも、

他方Kないて、都市化、情報化がすすむ新しい市民社

会K昔ける教育的左必要KとたえるためK、設置の目

的Kついて新た在視点からの検討を加え、かっその性

格の強化K関して必要在措置を講ずべき時期K際会し

ている。そのさい次tてかかげる事項Kと<1'(留意し在

ければ在ら在い。

1 社会教育機関としての公民館の目的と特性とを強

調する ζ と。

社会教育法第 2日条の規定は、一般的、包括的で

あり 、また「公民館のあるべき姿と今目的指標J1'( 

かかげる目的 ・理念は、やや抽象的 ・並列的であっ

て、いずれも生涯教育機関としての特性や、現代市

民社会Kなける固有の存立意義を適確K表現してい

在ν、。

したがって、新た左定義と目的をしめし、かっそ

の目的を分担遂行するためK館穫を分けて、それぞ

れの目標を明示するととが必要である。

2 公民館の専称規定を設け、その名称を使用するも

のが具備すべき要件を定めるとと

完備した社会教育機関としての実体を形成するた

めKは、公民館の呼称Kも制限を付し、かつ設置・

運営の基準を改訂して、必要在経費を確保する根拠

をあきらかKナる必要がある。

ただし、市民が自主的K公民館類似施設を設置す

るζ とは妨げられ在い。従来部落 但T内)公民館と

称していたものは、任意、 00会館またはxx集会

所在どと改称するだけで、後述の地区公民館等と連
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けいして学習の基盤づくり K、あるいは近隣住区セ

yターとしての活動Kも役立つものである。

5 社会教育諸機関のまかK金いて、公民館の位置を

明確Kするとと

社会教育法第 9条Kは I国書館、博物館は社会教

育の機関とするJとあるが、己乙Kも公民館を併記

して、図書館、博物館のみが社会教育の機関である

よう在誤解を招かまいよう K改めるととがのぞまし

ν、。

また、公民館が他の社会教育諸機関K対してもつ

べき 「地域施設Jとしでの特性は今後も強調される

べきであり 、公民館が対象とする現代市民社会の広

域化K対応して、館種を異Kする公民館の設置が ζ

の点から も必要とされるのである。

右のうち、1.辛子よび 2.~てついて 、 法文の改正をも

とめる内容を例示すれば、次のと b りである。

促義)公民館とは、市民の日常生活の必要Kこ

たえて教育、文化の普及左らびK向上Kつとめ、適

切在情報を提供して市民的地域社会生活I'Ll>-ける精

神的、文化的価値の実現K寄与する総合的在社会教

育の中心機関をいう。

段置)前条K定める公民館は、 り特別区をふく

む、以下同じ)町村なよび一定区域内Kむける市民

相互の交流と連帯を保ち、教育の必要を充たすため

K、lllJI'L定める基準K基き、すべての市町村Kとれ

を設ける。

2 民法第 34条の規定Kより設立する法人は、公民

館を設けるととができる。

5 公民館のうち、市町村が設置するものを 「公立公

民館J、法人が設置するものを 「私立公民館Jとい

う。

位)公民館活動展開の必要K応じて分館を設ける

ととができるのは従前ど台りである。

幅類)公立公民館を分けて、 「中央公民館J:1>-

よび「地区公民館Jとする。

2 公民館K類似する施設は、何びとも ζれを設ける

ととができる。

四 僑類別公民館の目標)中央公民館は、その設置

の目的を達成するため、次の各号K掲げる目標の実

現Kつとめ在ければ在ら在い。

(1) 設置区域内K卦ける総合的社会教育機関として

の役割りを果たすとと。

(2) 高度でかつ多様在市民の教育の必要を満たすた

め、適切左企画、運営を行在うよう K、施設、設

備、職員等をととのえ、継続的、組織的左教育事

業を実施する ζ と。

(3) 市民の自治能力を高め、園長よび地方自治体の

構成員として、また主権者としての資質を向上す

るための教育を行在うとと。

(4) 生活環境の改善、青少年の健全育成、余暇の普

用その他、老人等の生活K関する課題を解決する

ため、必要在広域的活動を立案する ζ と。

(5) 市民の社会生活K関する課題の発掘、調整のた

めの事業を行在うとと。

(6) 当該区域内にある地区公民館在らびK他の社会

教育機関との連けいをはかるとと。

(7) 公民館職員の相互研修K資すること。

2 地区公民館は、その設置の目的を達成するため、

次の各号K掲げる目標の実現Kつとめ在ければ左ら

在い。

(1) その地域の実情I'LJlPし、新しい市民的地域社会

を形成するためK、市民相互の交流と連帯を強め、

市民意識の向上をはかるとと。

(2) 婚大する余暇時間を市民が人間性の回復や自己

開発K役立てるよう、教育的在事業を計画すると

と。

(3) 各市民の自主性と個別性を尊重しつつ、その欲

求、関心の共通K基づ〈各種の機能集団を育成し、

青少年金よび成人の親ほし学習の場として日常

の活用K資する ζ と。

(4) 分館昔よび他の地区公民館との連絡、左らびK

地区内の各種機関、団体との連けいをはかり、地

域の諸活動を市民生活K対して有効K総合し、作

用するようK方向づけるとと。

第 2 公民館設置の議務化と設置区域

これからの社会教育K晶、いて、公民館が名実ともK

その中心拠点と在るためK、とれが全市町村域，1:必ず

設置されるよう注文を改めるべきととは、まえK述べ

たと台り である。そのさい、館種を指定して、それら

の必置を提唱した。そのうちで、中央公民館は従来の

本館並立方式K世いて、連絡 ・調整Kあたる公民館と

み在されたものの域を脱して、より高度の教育を実施

する機関を意味し、その種の公民館がどの市町村Kも

置かれる必要を認めたのである。さらK人口が多〈、

土地が広い大都市K金いては、その増設も考え在けれ

ば左ら在い。

それK対して、地区公民館と名づけたものは、従来

の並立本館と問機K、単位公民館として、少在くとも

中学校区どと Kー館(なし得れば小学校区どと Kー館)

を設置するよう市町村K義務づけるととも K、その規

模や設備を拡大するものとする。

在台、第一部会の報告Kしめされているターミナノレ

公民館(仮称)については、中央公民館の一類型とし

て、設置の場所、規模等を考えるべきである。

公民館の義務設置Kとも在い、関係法律の改正をみ

るととは当然であるが、その設置 ・運営基準も次K掲
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げるよう K修正きれなければ在ら左い。

1 中央公民館

(l)社会教育法の一部改正Kより 、各市町村K設置

される中央公民館Kついての基準であることを明

らかKする。

(2) 中央公民館は、市町村Kー館を置〈。ただし人

口50万を超える地方公共団体十てあっては、 5 0 

万を増すどと K各一館を増さ在ければ在ら在い。

(3) 建物の面積は、人口規模K より、次の大きさを

る。

(1) 建物の面積を 5百平方メ ート ノレ以上とする。

(2) 公民館主事の資格を有する館長拾よび同一資格

を有する専任の公民館主事 1名を置くほか、事務

職員を配置するとと。

(3) やむを得ず非常勤職員を配置する場合は、その

資格を定め、待遇の低下を防ぐよう配慮するとと。

第3 専門職員の種類および資格

現行制度のもとで、資格条件を有する社会教育の専

下っては在ら左い。 門職員は、 「社会教育主事J、 「図書館の司書、同司

人口 5万未満 1千平方メートノレ 書補J、 「博物館の学芸員、(同学芸員補)J f'L限られて

5万以上 10万未満 1千 5百平方メート ノレ いる。しかし、社会生活が複雑化し、はげ しい都市化

1 0万以上5日万未満 2千平方メ ート ノレ が進行している今日 Kあっては、社会教育関係職員の

3 0万以上 5日万まで 2千 5百平方メ ート ノレ 専門性在らびK技術性の高度化と、さらUてその内容の

ただし講堂を併置するときは、その面積の 5分 精度Kよる分化とが必要と在っている。

の 1を、前項の面積K加算し在ければ左 ら在い。 公民館はこのよう在情勢のもとf'L;1;-いて、職員の専

(4) 普通教室特別教室、演習室、実験室、視聴覚 門職性と、定員の確保とを早急K実現するよう 、諸規

教室、資料室、展示室、読書室、相談室、談話室 定を整備し在ければ在ら在い。また社会教育関係専門

(ロビー〕 、モデノレ台所、食堂、職員のための研 職員相互の交流を容易Kするよう 、関連法規の改訂を

究室、事務室在らびK管理K必要在施設をするほ 行在うととものぞまれる。

か、 「公民館のあるべき姿と今目的指標J各論第 公民館の専門職員は、館長台よび公民館主事仮称)

3f'L例示した備品K加えて、ティーチ Y グマシy とし、その専門職性の内容を次のよう K考える。

その他新し〈開発された教育用機材を設備する。 1 社会教育の原理や方法K通暁し、みずから種々の

l注)地域の要請Kもとづき、宿泊設備を幸子くと 学習の場を構成するとと。

とも考えられる。 2 青少年企よび成人が必要とする学習内容の諸領域

(5) 館長(専任、管理職〕なよび公民館主事は、期f'L関して一般的在理解を有し、かっそのうち数領域

K定める公民館主事の資格を有するもので在けれ tてついて深〈探究する能力K富み、適切在教育計画

ば在ら左い。 を立案し得るとと。

公民館主事の定員は 5人とし、その設置区域の 5 教育施設の管理、運営Kついて、新しい知識と技

人口が 10万を超えるときは、各 1日万人どと K 能を有するとと。

1人を増さ在ければまらまい。 4 市民K対する公共関係(パブリツクリレーγ ヨ ン

前項の公民館主事の定員は、その 5分の 1まで ズ)の方法を会得し、市民の連帯意識の強化ゃ自治

公民館主事補をもってとれK代えるととができる。 能力の向上K資する活動を正し〈方向づけるとと。

(6) 公民館主事は、人文 ・社会 ・自然の各系列にわ 5 以上の諸活動K対して有効在社会的諸資源を発見

たる内容に関する教育計画の立案在らぴK施設の し、活用するとと。

整備、諸団体との連絡等の業務を分担する。 これらの専門的職務を完遂するKは、有資格職員の

(7) 館長、公民館主事または問主事補のほか、館長 必置を、法K明記し左ければ左ら左い。そのため、社

が行在う事務を助けるため、必要在職員の定員を 会教育法第 27条を、次K掲げる内容にしたがって改

置く。 正する必要がある。

(8) その他、現行 「公民館の設置骨よび運営K関す 1 中央公民館台よび地区公民館Kは、館長、公民館

る基準J第 6条、第 7条第 1項晶、よび第 8条を採 主事または公民館主事補左らびK必要在職員を置〈 。

用して必要在事項を定めるほか、館長の職務、権 2 館長は、公民館主事の資格を有するものの在かか

限Kついての基準を定める。 ら選任し在ければ在ら在い。

(9) 中央公民館が、ーの地区公民館を併設する場合 5 館長晶、よび公民館主事の資絡は、別Kとれを定め

の特例Kついて規定する。 る。

2 地区公民館 公民館主事を養成し確保するためKは、なよそ下の

地区公民館Kついては、骨量むね現行基準を適用 言者項目 Kついて行政措置を講じ、かっ根拠 と在る規定

するが、左の諸項Kついては修正を行左う必要があ を定め在ければ在ら左い。
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1 任用資格 法の改正時から起算して、向う 5年間の時

基本的Kは現行の社会教育主事の資格を取得する 限規程を設け、そのまま公民館主事の資格

方式K準ずるが、社会教育主事と在るためK修得し を認定する便法を講ずる。

在ければ左ら在いと定められている現在の科目群K、 ただし、そのものは任用後もよりの再教

若干の科目の単位を追加して履修したものK対して 育K参加し在ければ在ら在い。

公民館主事の資格を認めるとととする。 3 再教育の方法

公民館主事の資格の認定を受けようとするものは、 館長台よび公民館主事は、在任期間中、 10年ど

次Kあげる径路のWずれかを経在ければ在ら在い。 とK再教育を受けるととを義務づける規程を定める。

(!) 大学の課程K晶、いて、規程新設)iLかかげる 再教育は、公民館の管理在らびK教育事業の改善

科目の単位を修得するとと。iL役立つよう、一般教育のほか、実務K関する諸問

(2) 国が大学K委嘱して開設する公民館主事講習 題を、講義または演習等Kより、新たK定める規程

仮称)iL;I;>いて、所定の科目の単位を履修すると 忙したがって実施する。

と。その受講資格は別K定める。 長期研修ならびK再教育の事業は、国立社会教育

(3) 公民館主事補として B年以上勤務し、その期間 研修所または都道府県の教育委員会が開設し、とれ

内K長期研修を受講したものであるとと。 iL必要在経費は国が補助するものとする。

他の社会教育機関の専門職員または文部大臣が 左台館長骨よび公民館主撃は、当該都道府県内K

指定する職Kあるもののうちから任用する場合も ないて、一市町村を超える範囲K異動し得るよう嗣l

前項K準ずる。 度の改革を検討する。また専任の社会教育主事を配

2 履修科目#よび単位 置し在い地方公共団体K昔いては、公民館主事の 1

(!) 大学の課程K恥いて修得すべき科目 ・単位は、 名Kとれを兼務させる ζ とも考えられる。

現行の社会教育主事の資格を得るための科目群と 第2 公民館設置の義務化と設置区域

その単位K、必修科目として 「公民館続論 (2単 現行の社会教育法第 22条K掲げられた公民館の事

位、以下数字のみを掲げる)ム 「地方自治 (2)J 業は、積極的在公民館構想、Kもとづく規定としては不

を加え、また選択科目として「カ ウンセリング 十分在ものであり 、また 「公民館のあるべき姿と今日

(2)J、「公民館経営 (2)Jを加えて規程を定める。 的指標J各論第4iL示す標準的事業は、既設の公民館

(2) 公民館主事講習の内容は、現行の社会教育主事 が実施しているものを分類し、列挙したKすぎ在いう

講習の科目 K、「公民館概論(1)Jを加え、選択科 らみがある。

目K相談事業(1)J、「地方自治 (1)Jを加えて いま公民館の新しい目的 ・性格が提起され、とく K

専門の水準を高めるよう規程を定める。 館種別K設置目標がしめされたのK対応して、法K規

(3) 経験年数Kより 、公民館主事補等から任用する 定する事業の性格も改められ在ければ在ら在加。新し

場合U亡、その在職期間中K参加することを義務づ い公民館の事業を規定するKは、左の諸項Kしたがっ

けられる長期研修(晶、なむね 3カ月、ただし現地 てとれを行在うととがのずましい。

研修をふくむ)の内容は、(2)iL準ずる。ただし左 。中央公民館の事業

の科目を増設し、また一般教育科目を併設すると 1 市民を対象とする高度の継続的教育

とがのぞま しv、。 (市民大学講座その他進んだ内容Kよる教養講座等)

グループワ ク 2 職業その他K関する多様在学習の場と機会の提供

教育施設の管理業務 巴実務講座、放送 ・通信教育の学習指導、研究集会、

社会教育のための調査 学習方法の指導 ・助言等)

位) 1 公民館主事補Kついても、将来は厳密在 5 生活と学習K関する豊富在情報を収集し、整理 し

任用資格を定め、専門職員のーとすべきで て、市民の利用K供する

あるが、さし当っては、高等学校またはそ (視聴覚室 ・資料室 ・読書室等の開放、常設展示事

れ以上の学校を卒業したもののうち、教育 業、発表会その他の集会)

機関の職員として適当と認められるものを 4 地域社会K告いて指導的在役割りをはたすものの

市町村が任命する。 育成左らびK市民の自治能力の向上在らびK社会的

2 公民館主事Kは、現在教育委員会K社会 参加の促進

教育主事として勤務するものを配置換えず 個体指導者研修会、政治研究集会、討論会等)

るか、またはその有資格者のうちから選任 5 市民意識のかん養と世論形成の援助

するととが多いと考えられる。そのため、 (行政広聴会、広報活動等)
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6 社会教育の方法 ・技術の研究と普及

停門職員研究会、講習会、発表会等)

ヱ 地区公民館または学校その他の教育的謝機関 ・施

設との連けい

G車絡会議、共同企画、協同事業等). 

B 広域組織を有する社会教育諸団体K対する活動の

場の提供

。由設の開放等)

R その他市民の文化 ・学術K関する理解の深化、教

養の向上K資する事業

。地区公民館の事業

1. 市民の日常生活K即した教育課題の設定と、学習

活動の触発

~談会、事例研究会、 生活発表会、 見学会、 教育

相談等)

2 学習組織の育成と継続的在学習活動の展開

位別 ・年令別 ・経験月IJ社会学級講座、教育診断会

進級指導等)

5 市民の自主的在学習活動Jの助成

(公民館施設開放、資料のあっせん、教育相談等)

4 近隣社会f'L:j:;、ける有志、活動の助成、その他新しい

市民社会の形成K役立つ社会的資源の活用在らびK

組織化

(有志指導者組織の結成、その指導 ・助言等)

5 市民の社交、親ぼ〈またはレクリエーシヨンの場

と機会の提供

備設の開放、交歓会、レクリエーγ ョy指導等)

6 中央公民館、他の地区公民館、図書館、博物館そ

の他の教育的機関・施設との連けい

(情報交換、資料貸与、事業協力等)

右の館種別事業が、当該区域内K台いて適.LEf'L企画

され、実施されるためKは中央公民館の館長島、よび公

民館主事が、すすんで地区公民館と緊密左連絡をとり、

必要在事項の相談K応ずるほか、求的K応、じて協力を

するよう Kし在ければ在ら左い。

ただし、中央公民館の職員は、地区公民館の職員K

対して指揮、命令をしては在ら在い。

在軒、さきf'Lr:公民館のあるべき姿と今目的指標J

各論第 1f'L指摘されているよう K、社会教育法第 5条

Kよって教育委員会が直接、社会教育の事業を実施す

るととが認められているため、公民館とのあいだK、

事業の重複が生じやす〈在っている。しかし、公民館

の義務設置が実現すれば、全固いずれの地域K和いて

も、公費Kよる社会教育の事業の大半は公民館長の権

限K台いて企画され、実施されるととが可能となる。

したがって、背年学級その他の諸事業を教育委員会が

主催するととを規定する現行法規は、改廃されるべき

である。

第5 公民館の管理

公民館が市民の生活K必須の教育的必要Kとたえる

ためK設置される 「公の施設Jであるととは、教育基

本法(第 7条)、地方自治法(第 2条、第 244条)f'L

よって明示されている。また、地方教育行政の組織台

よび運営K関する法律(第 30条) f'Lは、 とれが教育

機関であるととが規定されている。

教育機関が、その設置の目的を完遂するためKは、

まず設置者や管理機関がその行政責任を確実Vてまもる

ととが必要であるととはいうまでも在い。しかし、そ

のもとで、当該機関の長K対して、相当の権限が付与

されてい在ければ、社会教育の機関としてと<f'L要請

されるよう在市民の心情と生活と K即応する経営は不

可能:であると考えられる。

しかるK、公民館の管理K関しては、従来、社会教

育法第 27条の 2f'L、館長が行在う業務をきわめて簡

略K規定しているほか、地方教育行政の組織世よび運

営K関する法律K、次のよう在文脈K事、いてしめされ

ているKすぎ在い。

1 第 23条(教育委員会の職務権限)の 12号

「公民館の事業その他社会教育K関するととJを

管理、執行する。

2 第 26条(事務の委任等)

教育長は、事務の一部を所管K属する学校 「その

他の教育機関の職員jf'L委任し、または臨時K代理

させるととができる。

5 第 33条(学校等の管理)

教育機関の管恕運営の 「基本的事項j f'Lついて、

必要在規則を定めるものとする。

4 第 36条何属職員の進退K関する意見の申出)

教育機関の長は、その所属職員の任免その他の進

退K関する意見を任命権者K対して申し出るととが

できる。

とれ十てよってみると、現在の公民館長K認められτ
いる職務上の権限は、委任もし〈は代理の形式Kよっ

て成り立つ事務と、職員の人事Kついて意見具申をす

るとと間艮られる。しかも前掲の 2 舷第 26条第 2

項) f'Lよる各地方K金ける委任の実態を調べた結果は、

左の常規的事務がほとんどそのすべてと在っている。

1 職員の出猿台よび復命K関するとと

2 職員の休暇、旅行、欠勤その他の諸願出K関する

とと。

3. 不用品昔よび製作品の売却K関するとと。

4 物品購入、印刷物の発注、施設、設備の修繕その

他

5. 諸経費等の予算執行K関するとと

ι 備品の貸出しK関するこ と

Z 施設の使用K関するこ と
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とれまでの公民館Kは、兼務もしくは非常勤の館長 全市町村K、館種どと Kもれ在〈設置されるととは、

が置かれている例も少まく在いばかbか、専任の事務 今後の社会教育振興の基盤として欠〈ととのできまい

職員の定数も確実在基礎を有してい在かったためK、 条件である。とのよう在公民館を設置し、設備や職員

館長の権限を一般K拡大するととが困難であったかも を充実して、その運営を適切KするためKは、当然、の

しれ在い. しかし、新構想Kよる公民館は、館長以下 とととして多額の公費を必要とするKもかかわらず、

の専任職員の定数配置を必須要件としているので、学 現状Kないては、財政上の措置在らびKその基準が弱

校の校長と向等もし〈はそれ以上の職務権限を館長K 体であるため、上述の新公民館構想、を実現させるさい

付与するととが当然であると考えられる。I'L、と<I'L強力在財制制度の裏づけが在され在ければ

ただ中央公民館と地区公民館とのあいだVては、その 左ら在い。

規模や事務能力K差があるので、それぞれの館長の権 もっとも公民館の経費は、社会教育費の一部として

限も区別されるであろう。きわめて概括的Kいえば、 計上されるが、その社会教育K必要在公費は、市町村

教育委員会は、公民館が行在う教育計画の作成在らび の負担にかかわる比率はきわめて大きい。教育の地方

K実施K関する事務はもちろん、施設、設備bよび職 分権の原則にしたがい、地域社会の実態K即応して各

員の人事K関する業務の管理権を大幅K館長K委譲す 地方公共団体が独自の教育計画を立て、その実施K必

るととがのぞましい。そのうち、当該区域内Kある全 要左経費を自力で負担するととは理論的Kも、現行法

公民館K共通する事項は、 ζれを中央公民館の館長K 規の趣旨Kてらしても正当在ものである。しかし在が

総括して委譲するととも考えられる。 ら、市町村の在かKは財政再建を指定されているもの

右のよう在考え方Kしたがって、公民館の管理を能 もあり、その他の市町村K台いても、わずかの例外を

動的K行在うため十亡、管理職とみ左されるべき中央公 除き、程度の差とそあれ、その財政は窮状K陥りつつ

民館の館長K付与すべき権限は、左K掲げるものであ ある。したがって公民館の経費をふくむ社会教育費の

る@ 負担率が市町村K傾斜すればするほど、地方Kよる格

1 当該区域K昔ける社会教育の全体的必要K対応し 差が矯大 し、機会均等の原則は破られる結果と在る。

て、開設する事業在らぴK運営K関する年間計画を いまや公民館の義務設置を提唱するKあたり、それ

立案し、実施するとと。 I'Lとも在う財政措置の抜本的在変更の必要を認めるの

2 必要K応じて、その区域内Vてある地区公民館の事 で、その基本原則左らびK具体的左施策Kついて考察

業計画Kついて調整をはかるとと。 をすすめるとととする。

5 関係職員の相互研修を企画し、実施するとと。 まず、基本原則をあげれば、それは次のよう K要約

4 庶務、会計K関する事務を処理するとと。 するととができる。

5. 施設、設備の改善在らびK事業の実施Kついて、 1 公民館の義務設置Kとも在い、 「公民館費国庫負

当該区域内tてある地区公民館の長と協議して、予算 担法J ~仮称)が制定されるととがのぞましい。ただ

請求の原案を作成し、教育委員会K提出するとと。 し、 その実現Kは多〈の困難が予想されるので現行

4 当該区域K晶、ける公民館の配置変更金よび職員の 法規の一部改正Kよる代案を考えるととも必要であ

人事について意見を上申するとと。 る。

Z 必要K応じ、地区公民館の運営Vてついて助言を行 2 現在の公民館K対する補助金の支出K適用される

左う ζ と。 法の条文Kはあいまい在規定が多〈、公民館を代表

また、地区公民館の館長は、社会教育法第 27条の 的在社会教育の機関として設置し維持するためKは

21'L定める職務を遂行するのK必要在権限を与えられ 不備在点が目立つ状態である。とれらを速やかK是

るほか、中央公民館K準じて予算の令違を受け、事業 正するために、具体的左検討の作業が急がれる。

の実施Kとも在う講師の選定その他K関する権限を認 5 国や都道府県の責任を重加するととはもちろんた

められるべきである。在軒、当該公民館の施設 ・設備 いせつであるが、市町村の行政努力を促進するとと

の充実K関し、中央公民館の館長と協議して基本計画 も必要である。そのためKは、財源の確保Kついて

なよび予算要求の原案を作成することとする。 じゅうぶんK考慮をはらい、それを可能Kする方途

以上の権限を確立するため、可及的速やかK関連す をきり開か在ければ在ら在い。それKよって、いま

る法律を改正するととも K地方公共団体が定める条例、 問題と在っている税外負担等も解消すべきである。

規則を制定するさい、その根拠と在る基準を明確Kす 4 国や都道府県の財政支出Kついては、その算定方

る必要がある。 法が複雑である。それらの基準を明確Kするととも

第6 公民館の財政制度 強〈そぞまれる。

国民の生涯教育態勢の重要左一翼をK在う公民館
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のを列挙すれば、次のと金りである。 2 その他の改正点

1 法令の改正点 (1)地方交付税制度が適用される市町村Kないては

(1)社会教育法第 5条台よび第4条Kは、固なよび もちろん、その他の市町村Kあっても、基準財政

地方公共団体が施設の設置、運営K関して責任を 需要額の測定単位bよび単位費用の算定方法がど

有する乙と、左らびK国が地方公共団体に対して のようであるかが、地方予算の編成在らびK運用

財源援助を行左わ在ければ在ら在いととが明示さ K対して、大き〈影響していたことはあきらかで

れている。 ある。

しかし援助という行為は消極的在表現であるか その左かで、公民館の費用は、 「そ¢他の教育

ら、とれを負担の制度K改め、公民館の規定K適 費Jの在かの 「公民教育費jの一部として扱われ

用するとと。 ているKすぎ左い。

(2) 前項と同じ意味f'L;J:，-いて、法第 5条、第 6条K のぞむら〈は、まず公民館費を公民教育費とは

bける市町村もしくは都道府県教育委員会の公民 分離して新し〈独立した費目とし、その内訳を、

館経費K関する業務規定の欠如している点在修正 新た在公民館の設置、運営基準Kてらして適切K

するとと。 定めるととが必要である。その場合、想定人間口

(3) 同法第 23条の 2f'L関連して、公民館設置の基 万K対して、さし当り中央公民館1、地区公民館

準とは、経費負担の基準でもあるととを統一解釈 7を置くものとし、管理費、事業費と在らんで、

とする必要がある。 館長8、公民館主事 10、事務職員 15 f'L対する

(4)同法第 35条は、前掲の第4条と対応して、国 人件費、在らびK運営審議会委員手当 30名分が

が公民館の施設、設備K要する経費その他必要在 計上され在ければ在ら在い。

経費の 5分の 1を負担するように、規定を改める。 (2) 義務設置を実現させ、基準K達し左い公民館や

同時K第 37条なよび関係法令を改正して、都道 老朽施設の改修を行在う Kあたっては、一時K多

府県が、固と同様f'L3分の 1を負担するとととす 額の支出を要するととK在るので、一般起債のわ

る。(をひろげるとともに、国民年金等の特別融資の

ととには主と して社会教育法の改正点をあげたが、 利用を公民館K対しても認められるよう K規則を

とりわけ重要在ととは、現在のよう在定額補助の方 改正するととがのぞましい。

式をやめて、とれを定率の負担義務K晶、きかえるよ また、都道府県どとに、公民館整備のための基

うK提案している点である。 ζれKよれば、必要左 金を設け、市町村K貸付ける制度も普及されると

経費の算定基準が明確化され在ければ意味が左いの とがのぞまれる。

で、そのための作業もぜひ行左わ在ければ在ら在加。 以上のよう K、諸般の制度Vてまたがる改革を軌道K

とく K物価の変動がいちじるしいとき、長期Kわ のせるためK、国は速やかK公民館整備計画 10カ年

たり同ーの標準単価によるととは、事実上施設その 計画C仮称)を策定して、全般Kわたる整備充実を推進

他の質の低下を招〈ので、とれを適宜修正し得るょ する基礎をたかめ、都港府県もまた積極的K市町村K

う措置するととがたいせつである。それは、また運 対する助成の道を開き、財政力の豊かで在い市町村は

営K要する経費の大半を占める人件費Kついても、 もとより、公民館の設置または充実K熱意をしめき在

同様である。 い市町村を在〈すよう、配慮するととがのぞまれる。
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4 部落・ 町 内公民館建築に 対 す る市 町 村の補助状況

市町村名 補助率及び補助金の額 備 考

関芝公民館補助対象工事費のす額以内最高 300万円 補助対象

久留米市 新 ・増 ・改築及び改造

小地域公民館 補助対象工事費のす額以内最高 50万円 2. 90万円以上の工事費

校区公民館

建築基準 1 00坪、基準額 700万円

補助率 限度内工事貨の 30骨 最高 200万円

飯塚市
町内分館

1.分館で建築又は増改築する場合の基準額 200万円

2 27子館以上で 1つの分館を建築叉は増改築する場合の基準

額 400万円

※補助率 限度額内工事費の 30冊

小地区公民館

1. 新築叉は、精改築に要する経費のす以内

筑紫野町 ※トL新増築ー建築面積 132111'(40坪)、患高限度額 100万円

改築ー工事費 10万円以上 100万円以下のもの

2 敷地購入K要する経費のす以内

※ 対象面積一建築床面積の 5倍以内、最高 100万円

新築 {150万 円 一経費 町全額負担 負担の制限

1 50万円-600万円までの経費 町す、 区す 新築 100m'以上、600万円品【下

改築又は補修K要する経費 町告、区す 増改築叉は補修の工事費

新たK敷地購入K要する経費 5万円-1 00万円まで

町全額負担 敷地購入
大野町 1 00万円-500万円 町去、区す 建主平数の 4倍を超えない面積

増築K要する経費 町す、 区す 敷地の拡張

敷地拡張K要する経費 町合、区す 既存の敷地と合せて建坪数の

4倍以内

敷地購入又は拡張

3.3111'あたり 2万円以内

新築…建坪 20坪以上、総工事費の 2割以内

矯改築、維持修理

那珂川町

(総工事費 5万円以上問し、原材料費及び特殊人夫賃

(大工佐官等 )の2割以内

体育施設及び遊び施設

総工事費 5万円&上K対し、 2割以内

敷地購入

購入価格5万円以上K対し、 2割以内

新改築の建築 建築費の 1創

新宮 町 H 修築 修築費の 5分

(修築総工費 50万円以上のもの)
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市町村名1 補助率及び補助金の額 備 考

新築(基準以下単価×面積×す 補助基準

基準以上(単価×商積×す)ート単価×オーバー分面積x0.1 基準面積 110 rr? 
婚築(騨以下単価×増築面積×口 1 基準単価

基準以上単価×増築面積 x0.05 1rr?あたり 24.2日日円

宗像町
但 L33rr?以上の増築Kは10万円を力躍する

改築(改築費 50万円以下の場合 改築費 x0.1 + 1 0万円

グ 50万円以上の場合改築費xo.05+10万円

増改築(増改築と同時K行なう場合)

(経費怖が 50珊此場合S蝉 Kよる紳和+1日万円

培築1口坪以よ改築還を5日万円以上の場合 H 

津屋崎町
新築XI'15万円以u::の矯改築及ひ音量償並K修理した場合、その経費の2

書似内 補助金限度額 1館あたり 100万円

新築基準額の 1日日分の 2日 限度額 1日日万円 基準額

玄海町 増改築基準額の 10日分の 1日 限度額ヨE円
(学価校)建×築(補5助5ゆ金の〈捌M茎占のあ世た帯り数単) 

改修工事工事費 30万円を超える金額の 100 限度額 20万円

新築 基準額の 10日分の 50 基準額

福間町
増改築 H の 1∞分の 50 当該年度κおける学校建築

用地購入費(整地費を含む)10日分の 50 補助金基準額を参考Kして

教育委員会が決める。

新型止増築 総事業費 1∞万円を限度としそのす以内

芦屋町
改修および改造 1件5万円以上 50万円を限度としす以内

※当該施設が他の補助金交付の対象となった場合、その地元負

担金の 40掃を町で補助する。

新築
鞍手町 本工事、付帯工事の合計額が 100万円以上のもの K対し、 1 

館あたり 1日万円を補助する。

部落公民館 施設費 50万円-1日日万円K対し建築費の 20需
前原町 11 100万円以上のものに対し 20万円

}瞳遊園地施設費 20万円以上附し 10万円

分館区域住民の各種事情を勘案し、年次計画K伴う予算の範囲
浮羽町 内Kおいて町長が決定する。

事業費の 5割以内、 最高限度額 35万円

新築

工事費 1日万円以上のものは 1館Kっき 15万円以内
北 野町 11 150万円未満のものは工事費の 1割以内

増改築並びK補修

工事費(20万円以上のもの)の 1割以内、最高 1日万円

3D坪以上の新築 40万円 新型弘増改築の坪単価6万円

瀬高町 25坪以上 3D坪未満の新築 坪あたり 13.ooox延坪 を降るととは出来なL、。

前項以下の新築 坪あたり 11.ooox延坪

15坪以下の新築矯集 坪あたり 5.50日×延坪

新吉富村 1∞万円を限度とし建築費のユ1ー0 
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公民館建設費補助金交付要項(久留米市)

1 目的

一定地域の住民Kたいし、教育文化K関する各種

の社会教育を行なうため K施設を整備充実する校区

公民館、小地域公民館Kたいし予算の範囲内Kおい

て経質の一部を補助する。

2 補助対象事業

(1) 建物の新、泊、改築および改造するもの。

(2) 校区公民館、小地域公民館建設補助は当該校区、

地成ー館とする。

(3) 建設財源が確実なものであること。

付)建物の配置図

(ロ)建物の平面図お よび立商図

付工事内訳書

←ニ) 当該施設と他の公共施設等を一体として建設

する場合は設計上の区分を明確K示す書類

体) 土地所有者の承諾書

ト) 建設を必要とする理白書

(卜)収支予算書

例その官接考となる資料

(4) 単年度事業を原買IJとし 2ヶ年にわたる場合は最 様式

終年度K補助する。 日 付

(5) 9口万円品L上の工事費とする。 久留米市 長 殿

3 補助対象経費の範囲

公民館の建築、改造K要する経費で建物の基礎、 久留米市 町 番地

〈休屋根、造作および仕上部分等の本工事費およ 00公民館建設委員長 氏 名⑮

び電気カ'ス給排水等の附帯工事費とする。

4 補助金の額 00公民館建設補助金交付申請書

(1)校区公民館 補助対象工事費のす額以内とし、 久留米市00町00公民館の新、増、改築、改造を

最高補助額 300万円とする。 いたし ますので、公民館建設補助金交付下きいます よ

(2)小地域公民館補助対象工事費のす額以内とし う関係書類添え申請L、たします。

最高補助額 50万円とする。 記

(3) 公民館建設補助金を受領した公民館が治改築、 補助金交付申請額 E 

改造を行なう場合、受領額と前号の率Kより 算定 工事費 苫

した当該年度補助金との差額の範囲内 建設 K要する経費総額 Z

(4) 補助額は万円未満の端数は切捨とする。 着工予定年月日

5 申請手続 竣工予定年月日

(1) 申請書の様式は別紙のとおりとする。 工事施工業者住所氏名

(2) 提出部数は申請書添付資料とも各 2部とする。 建設場所住所

(3) 添付書類 建築面積

公民館建築補助基準(飯霊童市)

1 補助の対象となる建築及び増改築工事 4 構造の基準

(l) 主体工事 校区公民館叉は町内公民分館としての目的を充分

(2) 附帯工事(給水工事、排水工事、電灯工事) 果し得る よう教育委員会が認めた規格K概ね適合す

2 補助の対象となる工事費の限度額 るものでなければならなL、。

(l) 校区公民館を建築する場合 5 活用の範囲

建築基準 1∞坪 基準金額 70口万円 校区公民館及び町内分館の活用の範囲及び使用料

(2) 町内介館を建築叉は増改築する場合 は教育委員会が認めた範囲内で定めるものとする。

付) 1分館で建築叉は増改築する場合 2∞万円 6 審 査

(ロ) 2分館以上で 1つの分館を建築叉は増改築す 補助金の交付は、教育委員会の審査報告K基き決

る場合 40口万円 定する。

(3) 補助率 限度額内工事費の 5日唖 7 基準の適用

(但し、校区公民館の場合は 200万円迄とする(1) 昭和 44年 4月1日以降の分K適用する。

3 維持修繕費 (2) この基準の適用は補助限度までとする。

地元負担
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大野町公民分館施設負担に関する条例

(目的)

第 1 条 この条f7IH'l:..公民分館の施設の整備を促進

するため、その建物の新築、増改築及び補修並びK

之K必要な敷地の購入K要する経貨について町と受

益区住民とが第 5条K定むる割合で負担することと

し、もって社会教育の円滑な実施を確保することを

目的とする。

(適用の範囲)

第 2条 この条例の適用を受くる公民分館は、町有

財産台帳K公民分館として登録されているもの、叉

は町有財産となる見込が確認されているもの、 2区

の共有財産で現K公畏分館として運営組識が確立し

てL、るもの。

(経費負担の割合)

第 3 条町と受益区住民の経費負担の割合は、次の

各号K掲げる割合 Kよるものとする。

(1) 新築(買収、その他これK準ずる方法Kよる取

得を含む以下同じ)K:要する経費。

150万円までの経費 町全額負担

1日万円を越え 600万円までの経費

町告、区+

(2) 改築又は補修K要する経費

町す 受益区住民す

(3) 新K敷地購入κ要する経費

100万円までの経費 町全額負担

1日日万円をこえ 500万円までの経費

町す、区4γ

(昭和38年 3月 28日〉
条例第 69 号/

(5) 新たな敷地購入叉は敷地拡張K要する経費は

3.3平方米当り 2日.口口口円以内とする。

(6) 敷地拡張の場合は既存の敷地面積と合わせて建

坪数の 4倍以内の面積とする。

(経費の算定方法〕

第 6 条工事費、その他負担となる経費の算定は次

の各号のとおりとする。

(1) 本工事費及び附帯工事費は公入礼その他町条例

の定むるところ Kより決定した額一

(2) 事務費(設計監督委託料を含む)は本工事の

1∞分の 5以内。

(手続き)

第 7条 この条例の適用を受けて事業を実施しよう

とするときは、受益区住民を代表するものから当該

事業年度の初日の属する年の 1月20日までK別K

定める様式Kより教育委員会を経て町長宛申請書を

提出するものとする。

但し町長が特K必要と認めた場合は、とれによら

ないことができる。

第 8 条 前条の申請書を交付した教育委員会は、実

情調査のうえ書記を通じて当該年度の当初予算編成

後K町長K送付する。

2 町長は当該事業の実施を必要と認めた場合は、負

担額を予算K計上するものとする。

(実施主体)

第?条 この条例の適用を受くる事業は、町が事業

主体となることを原則とあるも、事情Kよって受益

(4) 増築 K要する経費 町す、区す 区住民の代表者が実施するとともできる。

(5) 敷地拡張に要する経費 町告、区す (負担金の支出)

(経費の種目〕

第 4条 前条各号K掲げる経費の種目は、本工事費

附帯工事費及び事務費とする。

(負担事業の制限〕

第 5条 この条例の適用を受くる事業の限度は次の

各号K掲げるとおりとする。

(1)新築Kあっては、建築面積は 100平方米(約30

坪)以上で建築費が 6，000.000円以下のもの。

(2) 増改築又は補修Kあっては、工事費が 30.000

円以上 10.000DOO円以下のもの。

(3) 敷地の購入Kついては、建坪数の 4倍を越えな

い面積。

(4) 新たな敷地購入K要する経費は 5，000，000円以

内とする。

第 10条 前条Kよって事業主体が決定した場合の相

互問Kおける負担金の支出の時期は、工事請負者そ

の他当事者間で成立した契約書の条項K基づいて支

出するときとする。

但し受益区住民が事業主体となって行なう場合K

は別K定むる様式Kよって工事進捗状況実績報告

書及び請求書を教育委員会を経て町長K提出し、町

が事業主体となって行なう場合は負担金納入告安曜

を発行する。

2 町負担金の支出 Kついては、当該年度の予算K定

められた範囲内とする。

第 11条公民分館の維持管理は受益区住民の責任K

おいてこれを行ない、常K公民館活動が行なえる体

肯IJを整えておくこと。

附則 との条例は公布の日から施行する。
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公民館類似施設の新築及び増改築に対する補

助金の交付に関する条例(福間町)

(昭和 40年 8月5日)
条例第 1 6 号/

(目的) の額を控除した額をもって基準額とする。

第 1 条 この条例は、本町内において公民館K類似

する施設(以下「施設」という。}の新築及び増改

築を行なうもの K対してその事業費の一部を補助し、

町内Kおける施設の充実と社会教育の振興を図るこ

5 前 2項の規定Kよって算定した額が、次の各号K

掲げる金額を超えることとなる場合Kは、それぞれ

当該各号K定める額とする。

(!) 新築の場合 20日万円

とを目的とする。 (2) 増改築の場合 70万円

(施設 (3) 用地購入費 1 00万円

第 2 条前条K規定する施設とは、一定の地域住民 (補助対象)

が公民館の目的を準用し、これが達成のためKおお 第 4 条第 1条の規定Kより町が補助する施設は、

むね次K掲げる事業を行なう施設をいう。 次の各号K定めるものとする。ただし、小規模の区

(1) 青年学級を実施する。 域Kおいて施設を設置した場合Kは、次の各号の規

(2) 定期講座を開設すること。 定 Kかかわらず教育委員会がJjljK定めるところによ

(3) 討論会、講習会、実習会、展示会等を開催する り補助金を交付することができる。

こ と。(1)施設を新築する場合Kあっては、建築面積 99

(4) 図書、言E録、模型、資料等を備えその利用を図 rr?以ム基準額 150万円品L上で、大広間の他K管

ること。 理人室、事務室等 2室必L上を備えるもの。

(5) 体育、レク リエ ジョン等K関する集会を開催 (2) 施設の増改築の場合は、調理室、管理人室、事

すること。 務室、，j会議室等の増改築で基準額30万円以上

(6) 各種の団体、機関等の連絡を図ること。 のもの。

(7) その施設を地域住民の集会その他公共的利用 K (3) 用地購入費Kついては施設の新築、地築又は改

供すること。 築のため必要とする用地の購入費が 30万円らほ

(補助金の補助率) のもの。た X し、 300坪を超える場合の補助対

第五条補助金の補助率は、別K定める基準Kより 象は 300坪までとする。

算定した額(以下「基準額Jという。)K、次の率 (補助)

を乗じて得た額とする。 第 5 条 との条例K定めるものを除くほか、補助金

(!)新築の場合 基準額の 10日分の 50 の交付Kついて必要な事項は、教育委員会が別K定

(2) 増改築の場合 11 100:分の 50 める。

(3) 用地購入費(整地費を含む。以下同じ )

10日分の 50 附 目。

2 既K施設を有するものがその施設を売却し、若し 1 この条例は、公布の日から施行し、昭和 39年

くは現存のまま新築した場合Kは前項の基準額から 度 Kおいて補助の申請を行なったものから適用

既施設の売却f性又は残存施設の評価額の 2分の 1 する。
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5 優良公民 館 紹 介

(!) 第 22回文部大臣表彰 優良公民館(昭和44年度)

~\ A 民 館 名 所 在 地
電 話 特

(館長名) (交通案内)
色

根室 市 公 民 館
施設 (2，273柑)設備 専任職員 10人

~l滞道根室市効性:fIIT 2の 5 人口 49.974人
(高本正一 )

市民を対象とした各種の学級、講座

S.40建築人口 12，710人

1.036111' 職員、専任 5、兼 2

東和町中央公民館 宮城県登米郡東岸田I半)11飯 住民の自治能力の啓培、生活文化の向上をめ

(千葉敬之) 土井21 ざし

(社会蝉老人大学概群級婦人間

展示会 級など

S.35建築 地区館兼中央館 37日明a

新庄市中央公民館
専任職員 4人

山形県新庄市大手町1の58 o農業後継者育成としての青年学級
(星川定雄)

Oその他、婦人、高令者学級、勤労青年学院

などの開設

S.28建築対象人口 65.850人

目立市多賀公民館 茨城県目立市末広町
1.023冊a

o r市民に親 しまれる公民館、みんなととも
(青山力蔵) 1の 1の 2

K考える公民館」を目標K各種学級の開設

0各団体の自主的教育活動の助長

S.36建築鉄筋 3階 1.473冊 ，

専任職員 6人

柏市中央公民館

(舗整備なー象K対する柿輔の

千葉県柏市柏6の2の22 都市化Kともなう住民の教育多様化、高度
(斉藤吉永)

化K即応する教育内容

年令より対象別の長期Kわたる学級の開設

成人学級、講座職業的技術・

各種の資格の取得あっせん

S.34建築対象人口 38.642 (新市街也)

施設、設備(楽器、視聴覚教具)

藤沢市立鵠沼公民館 神奈川県藤沢市鵠沼海岸 青年、成人K対する自主グループ、サークル

(加藤源二郎) 2-10-34 の育成、広範な住民の要求K応ずる学級、言陣

座の開設

各種展示会、発表会
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ノ4、a、 民 館 名 所 在 地
電 話 特 色

(館長名) (交通案内)

地区館(市の中心部)

金沢市共斎公民館 石川県金沢市芳斎
対象人口 7.741人 専任職員 5名

478冊a

(喜多美由起) 2の 5の 29
各種学級講座の開設

社会体育 ー スポーツ少年団の育成 ー

地区館対象人口 19.338人専住職員6人

富士市立鷹同公民館 静岡県富士市入山瀬久保
1.367耐(鉄筋2階)

各種学級、講座の開設
(鈴木 博) 345 

文化活動(映画、演劇、音楽演奏)

(社会教育推進会が母体となって活動してL、る)

8.37建築人口 121.839人 専任減員4人

延面積 1.337耐

津市中央公民館 三重県津市丸之内殿町津 0市民の自治意識の向上、行政に対する市民

(墨屋敬三) 2087 の理解を深める郷土賞を養成する。

各種学級講座の開設

市民の自卦旬な教育、交化.体育、レク活動の促進

8.42新築人口 18.760人 専任減員5人

太刊I立太刊I公民館 兵庫県揖保郡太子町鶴 延面積 1.265耐(鉄筋5階)

(上田光男) 1.410 多彩な学級講座の開設

農学講座 ー 愛農会を団体(¥，、ちご栽培)

8.40建築(鉄筋 2階〉 延 603""

対象人口 4.243人

世羅町立大図公民館 広島県世羅郡世羅町大字 施設、設備

(山口 斐ニ) 本郷 902 住民の実際生活K即した事業

新生活運動、青少年の健全育成

O農村後継者の育成

観音寺市公民館 香川県観音寺市観音寺町
人口 42.743人 専任職員 5人

(大西利雄) 甲 2.942の 1
0青年教養大学、職場青年学級

明治青年(老人)大学、グノレープ学習

8.37建築人口 42.537人 専任減員6人

筑後市中央公民館
O成人を対象とした産業講座、農民大学

(下川誠治)
福岡県筑後市大字U2の井 0婦人を対象とした生活学級、母親講座、く

らしの学級

O青年対象、農学青年学級、女性教室、教養講座

8.40建築(鉄筋 5階)延 992""

人口 45.690人 専任職員 5人

名瀬市中央公民館 鹿児島県名瀬市幸町 市民の各部を対象とした学級講座の開設

(喜島範俊) 25の 12 産業振興のための後継者

一青年学級「大島納の生産」

移動公民館による末端浸透を図っている
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(2) 九州各県優良公民館名 (福岡県)

公民館名(館長名) 所在地(交通案内) 電 話 特 色

iU(14H広1市吉立企救守公民)館 11馨礎調書量)小 G罪史都43市年に5お月け新る築各鉄種筋学2級階講座

田川(豊市田中央朝公男民)館 駅田(川国下鉄市車後、千西代藤鉄寺町パ駅6ス叉←利は5用伊可田) 田 川日局日
2-20 地婦38域人年会町度活内新公動築民鉄婦館筋人の2育の階学成習43年度文部大臣表彰

大(牟清田田市公保民)館 大ム牟写経田市語有明草町月69号、 徒 大牟田局
警連安高委話書事鰻庭教育(報)等議会デ議員車修、3-1502 

八女(平市島中忠央太公郎民)館 八島(女西ゆ鉄市き大パ)字ス本久丸留米58か6ら徳 八女5局
332 rs需物防島施設利用Kよる事業

筑後(巴下市川中央誠公治民)館 筑(後国鉄市羽山犬の塚井駅90下6の車 5) 筑後局 護明36送正人年利選大度詰挙建常Kに築時よよ木啓るる造学婦発2習活人階学動習2516 

春日(長町中野央熊公雄民)館 d筑紫i郡J春園芸日言町語伯玄鞍町暫27) 福58-岡121局1 利毒41用自年皇に度賞よ新護る築各施鉄種設筋学活2級動階の施充設実

大野(井町原中央信公一民)館 筑Cg!紫紙郡色大、戸竪電町車瓦白木田原8下29車)
福岡局

重i鰐璽顕塁著塁車塁事、青年サークルの背
58-1047 

碓(井西野町公勇民)館 ス(飯利塚用碓パ井ス井セ町~ン大大タ字隈ーゆ王か1百きら34井パ6 ) 碓井27局1 業の運営、農業青年

稲(築伏原町公為雄民)館
嘉穂郡稲築町大字岩1崎042 

稲築局
建謀議護婦長会、青年サ-f1パ(飯塚利パスセ;/?ーから 2-0750 

ス用)

添田(片町村中央旦公元民)館 鉄田53川パ8郡ス(利添国鉄用田添町可大田)字駅添下車田西 添田 33局? i謹離宮主主館の育成

(佐賀県)

公民館名(館長名) 所在地(交通案内) 電 話 特 色

大(和原口町公武雄民)館 佐昭和賀郡ノご大ス和町久池井市営 春 日 婦昭和人教43育年、文少部年大教臣育表彰
? 

久(保古田賀町次公男民)館 信和賀郡、市久営保パ田町ス新田 久保 田 青少年教育133 

富(士嘉村町公武雄民)館 佐昭和賀郡パ富ス士町中原 488 古
5湯7 総合社会教育

基(山久保町山公重民)館
議 謀 議 室E鮮車

基 山 総合社会教育
2200 

小(城浜野町公鉄夫民)館 小昭城和郡ノご小ス城町 176 小 1城5 ② 32 
新生活運動

厳(木宮原町喜公代彦民)館 高松和浦パ郡ス厳木町厳木 厳 木 部落公民館活動
262 

相(知杵島町重公太郎民)館 鶴湾相知町相知 相 知 婦人教育、青少年教育
2706 

西(有岩田永町徳公、馬民)館 西結松徳、浦郡西肥西有パス田町大木 蔵
2宿9 総合社会教育

山(内浦川町 公正敏民)館 鵠平岩炉支間坂 ニ間坂 成人教育
139 

多 (良中村町 公智利民)館 藤砿徳津郡パ多ス良町 多⑦014良5 青少年教育

嬉(野井上町万公太郎民)館 富豪干鶴RZ宿乙
嬉野

② ω09 
総合社会教育

福(宮小柳町公米一民)館 鶴湾富 49 福
14富9 産業教育

嘉(江瀬島公維作民)館 佐昭賀和市パ嘉ス、瀬町市営中原パ1 佐 (3)298賀7 青少年教育、生活改善

北(方野田町享公一郎民)館 話暴費全方町志久 ~t 方 婦人教育
231 
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(大分県)

公民館名 (館長名) 所在地(焚通案内) 電 話 特 色

安鮫{河町野中央義公光民)館 大日豊分線県杵東築国駅東大郡下安字車瀬岐、戸町パ内ス 安(09岐7867局) き零時皆殺レ115 

別府(¥半市田中央戒公三民)館 日:豊線別府駅徒下歩車約
10分 別 1府8 2-41 

OO新成分館生人活をに対よ象る地K域しのた大市泉民教大学育講座(15年)

O 運動

国東(I山町崎中準央一公郎民)館 曹長U49 09787 0施設

車徒歩 1日分 2-0422 8.44 新築 979.6柑

湯(布岩院混町豊公洋民)館 久大線 由布院署長す分
由 布 院260局5 

( ~刷
O0社青計会画少教年の樹育の立振育成興推進指の導ための数次Kわたる 5ヶ年

朝(地森充町 公義民)館 豊肥線、朝地駅徒下歩車 5分 朝地 4局8 
30O社2多彩会参観教な育主催健5全事ク年業育成計の実画施の調査 樹立

狭間t小町野中平央一公郎民)館
大分郡狭間町大字向の原 狭間 局 0施設O備教設 8.41.3 建築

久大線、向原駅、徒歩5分388 
1. 2 

149 ( 室、学級および講習会 )

(熊本県)

公民館名(館長名) 所在地(変通案内) 電 話 特 色

楠 (木木村町 公学民)館 鹿産本交郡植パ木ス役町場前 植 木 施設 ー設備総合社会教育
232 

多(良浅木田町 公正民)館 球豪雪量多査票駅
多良 木 施設 ・設備

273 

菊(鹿富田町 公貞民)館 鹿産本え安郡相菊良パ鹿ス町山鹿行のりか 菊
1鹿7 施設・設備総合社会教育

行パス

鏡(町島田公惟民義 )館 八代鹿君児陽島線町有佐駅 鏡
59町7 11 

北部(沢村田中央橋公喜民)館 飽産託交郡北ノζ部ス村鹿子木 北 部 施設・設備46 

(鹿 児島県)

公民館名(館長名) 所在地(交通案内) 電 話 特 色

鶴 (田亀屋町 公光義民)館 薩警雪景寝耳田
鶴

2回2 1②b8由設.2設6備文部省表彰

野(田吉富村 公重義民)館 出水鹿郡児野島本田線村野田郷
野 回

②1施s設5設1備文部省表彰26 

薩(摩古川町 公晋民)館 護摩宮郡之城東郷線広町求橋名 求 名
②1施8設5設8備文部省表彰23 

東(郷古里町 公祐義民)館 薩摩宮郡之城東郷線町楠各元駅梯l 東 郷

離帯部省表彰53 

東(串日良野辺町幸公男民〉 館 肝鍔E星野ス東串良
串 良

1②88極設.4設0備文部省表彰123 

川 大内公民明 館 川鹿内児市大島小本路線町川内駅
)11 内 ①施設設備

(磁政) 2700 

伊(集南院 町正公行民)館 白星君臨鰐議長 伊集211院1 施設 ・設備

隼(人砂川町 公恵路民)館 姶良日郡豊線隼人隼町人駅内山田 隼 人
11 

301 

蒲(生安楽町 公光章民)館 姶南良郡国蒲ノξ生ス蒲町生上駅久徳 蒲 生
44 

11 

両 (尾辻野 町叉公男民)館 出産覚醒1;尾野駅
局尾野

4 
11 

金 (峯酒勾町 公春香民)館 日置郡金峯町尾下 阿
15多1 11 
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(長崎県)

公民館名(館長名) 所在地(交通案内) 電 話 特 色

長崎(熊市部中央i支公男民)館 長長崎市崎駅築町から31パ211日分 ( 23)2603 成人学級

吾し妻蚕町公7民c) 館 南量産顕著喜駅
1日B 震設人教設育備

島 (園原田公秀民芽o) 島EE際安12事 4442 建設人教・設育備

厳FgJ主主号館 下博県郡多厳発原九州町郵船厳原 363 全般Kわたる活動

号事Z害義室長F下博県多郡発豊丸玉刈村輔師厳Jぐス 62 施設、青年教育

川(棚今道町公官夫民)館 東類審111膜 2116 施全般設K・設わ備たる活動

品(来近松町平公一郎民)館 ヰヒ夏講堂事誕町 114 施設・設備

石(田横山村公孝雄民)館 壱佐岐多郡発賀唐石~津郷田浦発村~町石田村博 印 i宅oa施全般設に・設わ備たる活動

田(平真崎町公克治民)館 :j~悲観自謀 207 震人設教設育備

大(島中尾町 公静雄民)館 西〆佐杵保港大よ島り町1時苛 30分
肥前大島

拾業主主義文部大臣表彰)

平戸(亀市測南部公潔民)館 平平戸市戸津市吉よりパス 2時間 施設

波(佐野見沢町栄公治民)館 東彼川杵棚郡町波よ佐り見パ町A3日分 34 施青年設教・設育備

福島(緒町方中央憲公治民)館 北松浦郡福島町 6 施設 ・設備

(宮崎県)

公民館名(館長名) 所在地(交通案内) 電 話 特 色

ニ (股大坪町公貞志民)館 日豊線三股駅 徒歩 5分 11股1 制士会教育の総合的活動

)11(¥:公去)館 宮安川南車庫前徒停歩留所5分 ) 11 
2南3 を獲雲活動

ヰヒflfJ34を?i号館 日豊線北川駅徒歩15分 北 117 11 8潜実学級

諸塚(黒村木中央公新民)館 宮安維業線諸塚徒停歩留1所5分 諸 塚
線美教育72 

都ヂ蹴喚問 震鉄パス日南線安使久歩停5留分 都 (2)671城3 8潜実教育

山諸E中毒薬号館
日豊線山之口駅 山之口

狙撃育成徒歩 5分 51 

回?£F私物館 日豊線田野駅徒歩 5分 回
10野4 8事撃教育

門川(多町回中央公淳民)館 日豊線門川駅徒歩15分 門
14川0 S港整講座

東郷(小村林福剤瀬三公郎民)館 宮交椎葉線出口器塁手分 な し 似士会活動の総合的活動

都農(三町輪中央公虎リ尽館 日向~宮崎線者警雲守票 都 農 8護霊団体育成

西(都岡田市公留民)館 西都原線裁判所暮票持 な し g施義動公鶏年教育

五?館中毒筆号館 鞍岡線役場前徒歩 5分 五ヶ 10瀬4 G総合的社会教育

凶I(明瀬町戸中口央八実民)館 山回線山田停留従所歩 5分 834国1 G1総施合設的社会教育



メモ



16ミリ映画フィルム貸出しのご案内

福岡県貯蓄推進委員会

福岡県貯蓄推進委員会(事務局日本銀行福岡支庖)で

は県民のみなきんに社会教育および生活の改善などを

すすめるうえにおいて貯蓄が深いつながりがあること

を知っていただくため、家族関係のあり方等をテーマ

にした劇映画をはじめ生産、消費の合理化等をとりあ

げた記録映画、児童向けマン方、映画、家計簿記帳学習

用スライドなどを多数準備しております。

公民館、婦人会、青年団、こども会などの各種集会

に無料でお貸ししておりますからご希望の向きは下記

へお申し出下さい。

O 日本銀行福岡支底

福岡市天神 4-2-1 (干 810)
電話福 岡74-2031 (代表)

題 名

土 と 愛

アメ リカの家庭生活

家庭の年輪

太 陽 の 家 族

白 い 籍 舎

ムツゴロウとこどもたち

素顔のイギリス

フランスはぶどうの村で

人のくらしの百万年

文子の日 言己

竜門の人びと

小きなおく りも の

山地酪農にいどむ

おかしなおかしな星の園

家庭の生活設計

職業への道

tま 継 者

津軽の子ら

O 日本銀行北九州支庖

北九州市小倉区紺屋町 207の 3 (〒 802)
電話小倉53-3581 (代表)

種類 女す 象 上映時間

車4 (カラ ) 農 キサ 75分

記録( H 自主 30 

庫リ H 11 64 

記録( H 農 宇す 30 

11 H 11 30 

11 漁 村 31 

11 (カラー) 般 46 

11 11 農 村 25 

7 ンガ( 11 自主 18 

庫リ n 63 

記録(カラー) 農 キサ 40 

H 11 、ー
} 

と自 も 28 

H 11 農 干す 30 

マンガ( 11 
」 ど も 20 

解説 般 31 

車IJ (カラー) 都市青少年 37 

記録( 11 • 村 30 

JJlJ 11 
、F

ども 40 』

(この他にも多数あります)

一一・貯蓄で築こう豊かな社会



奥さまに愛の恩給を EE盟国国陸軍宿泊圃 ご夫婦で仲よく使える |ιL ~.んサイン預金|

貴女の愛のコールめざして |禍立預金 子イヨユ工J¥)| ぉ子さまへの愛をはぐくむ 園...WjJlWA国

家族そろ って元気いっぱい E-喝~者週前語ilj・ 楽しい海外の思い出に |にL~.ん 己・'"，JLJt:o!l~ I 

スイ トホームのお手伝い トげん 荷車・ムロー己| 初サラ日ら愛の対ト・ -E圃III事調通l!lm~ヨ

鹿児島から東京まで14都府県

九州電力株式会社

取締役社長瓦林 ;緊



お湯のあるくらし

ガス 湯沸器

OG 西部指又

j税調こニ安全誘導メガホン"
昭和44年 4月1日の消

防法改正により 20人以

上50人未満の防火対象

物にはく非常警報器具〉

の設置が義務づけられ

ました。

(;肖防法施行令第二十四
条第一項〉

....，7ij車問京拘車フ安室
ω日本工業規格表示工場/合理化モデル工場

拡声装置の

専門メーカー

東 E特 殊 電 機 株式会社福岡営業所〒 812

福岡市博多駅南 1丁目13番11号 TEL代凹2仰)∞61



-一ー 一一一一一一「
d・・・ U盲町IL.-!..，~官官..... 芭

乗せて・・・し、でゆヘ・・・高原ヘ

座席指定の西鉄特急パス

14日前から座席指定の予約受付しています

お申込み・お問合せはお近くの西鉄パス営業所へ

小・中学生の学習用に好評の

草学習カラー百科全10巻発売中

予約特価

定価

一時払価

22，000円

24，000円

20，000円

@ 冨.

※上記百科普及のためのアルバイ卜に奥様の 1-2時間の余

暇を求めています。

ご自分のお宅を根拠にご努力しだいで月 2万一4万になり

ますので、ご希望の方はご来社下さい。

(械学習研究社九州総局
T E L (77) 5061 
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ドイ・A・V特約販売品目

ポレックス16私 8弘海影機・オ-/i-へ7ドプロゼヲj-

スライドプロゼク合一・カMi-システム・ビデオコーダー

(V T R)システム・ メモモーショγ測定装置

家庭教育指導事典
村上俊亮・沢田慶輔/編集
小山 隆・藤原英夫
B 5判、 660頁￥3，500干120

家庭教育の意義・内容・病理;等について、従来の研究成果を集大成し、学問

的に体系づけた本格的な「家庭教育」の総合事典。

文部省主任社会教育官
中 島 俊 教 著

新書版、 170頁 ￥ 320 干 50

激変する社会の中で果すべき公民館の役割及び近代的な経営方法を簡潔、明
りように示唆した望書。

これからの公民館

お茶の水大学助教授
森隆夫著

A 5版、上製箱入 ￥ 1，000 〒 90

激動する 70年代の教育課題である「生涯教育」の全容をはじめて明らかにし

た入門・啓蒙害。

生 涯教育

帝国地方行政学会九 州 支 社 福岡市西中洲 6-14
振替福岡10340番



書籍と 事務 機

よい製品は結局おトクです

オリベッティ 記録計算機タイプライター リコー 電子複写機、複写機

オカム ラ スチール家 具 日本ファイリング 書棚、部品棚

東芝、三洋、シャープ卓上電子計算機 アマノ タ イ ム レ コ ー ダ ー

堀井 電動輪転機、 輪 転 機 トーシャファクス 自動原紙製版機

思 菊竹 金 文 堂
久留米市米屋町 3 TEL代表(4)4111-5 

身l患者の工場

コロニー印局。
社会福祉法人福岡千鳥図



::I1l-::I-'H;ヨ-"Il Tt>.ω.e.Cole Co"'9.nyの.・M ・です

スカッとさわやかコカ・コーラ

話もはずむ、楽しい仲 間 F

シャベリすぎたら一休みして

4令たし、コカ ・コーラで

ノドをうるおす。

さわやかなコークが

また新しい話題をよびます。

飲むたびに

さわやかなのは

コカ・コーラだけ

スポーッを楽しんだあと

ノドがかわいた時

じんとくる 刺激を求めて

コカ ・コーラを飲む一一ー

コークだけのさわやかな味

からだ中に涼しさが走ります。

日米コカ・コーラポ ト リ ン グ 株 式 会 社
NICHIBEI COCA-COLA BOTTLlNS CO.. LT日.<コカ・コーラ指定会社〉
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